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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２５年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
小学校低学年の部 最優秀賞 前田知志さん（兵庫県・小２）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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８月らしくない８月がやっと終わりました。昨年の夏は異常な暑
さが続いたものの，それでも夏は暑いものとして受け止められまし
たが，今年は打って変わって雨が多く，全国的に日照時間の極めて
少ない夏でした。各地で多発した局地的な豪雨は甚大な被害をもた
らし，特に広島市の安佐地区では山崩れ，土石流の発生があり，家屋
の崩壊は凄まじいものがありました。お亡くなりになられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに，一日も早い復興を願うばかりです。
私ども執行部も昨年の発足以来一年が経過し，任期も中間点を過
ぎました。本年４月１日には一般社団法人としてスタートを切りま
した。一般社団法人は事業を遂行していくうえでの大きな制約はな
く，各委員会がそれぞれの諮問事項にしっかりと答申を出すべく，
後半の仕上げに取り組んでいるところです。
６月の総会では平成２５年度の決算として期末残高をお示しし，
７月２３日には内閣府より公益目的財産額として２６１，７０６，６９９円を確
定，認定した旨の通知をいただきました。これにより，平成２９年

ゼロ

３月３１日までの３年間にこの残額が「零」になるように支出計画，
事業遂行をしていくことになります。他方，同じく決算項目として
挙げた使途不明金につきましては広報１４７号でご報告し，また先般
私から全会員の皆様に経緯をご説明する文書を出させていただいた
ところであります。この問題をどこでどう終わりとするかは今後の
検討課題であり，内部統制検討臨時委員会，会計調査臨時委員会，
理事会の意見を踏まえ，代表会員の皆さまにご提示させていただき
たいと思っています。
さて，本号では特集として健康診断改正を取り上げ，「学校にお
ける健康診断の在り方を考える」と題した座談会を組ませていただ
きました。今後の学校健康診断の在り方に関しては，平成２２・２３年
の実態調査から始まり，平成２４・２５年の文部科学省の「今後の健康
診断の在り方等に関する検討会」で議論されてきたところでありま
す。本会からも齋藤秀子常務理事が委員として参画しておりました
が，歯科については検診項目の見直しはなく，保健調査票を見直す
といったところのようであります。このような時期に衞藤 隆先生
をお迎えして開催した座談会は，もう一度「在り方を考える」にふ
さわしい内容になっており，是非ともご一読いただきたいものだと
思っております。
最後に，第７８回全国学校歯科保健研究大会（１０月２３・２４日）が
迫ってまいりました，山陰の城下町，水の都松江市での開催です。
多くの学校歯科医の先生方のご参加をお待ちしております。
掲げておりました財政面の健全化はもうしっかりとなされており，
後は事業の充実に気を引き締めて取り組んでいきたいと思います。
会員の皆様におかれましては引き続いてのご理解，ご協力をいただ
ければ幸いです。

一般社団法人 日本学校歯科医会

会長 清水 惠太

そ
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学校における
健康診断の在り方を考える

※役職は座談会開催日現在のものです。

（一社）日本学校歯科医会
学術担当常務理事 齋藤 秀子

司 会

（一社）日本学校歯科医会
広報担当常務理事 大薮 武男

大阪府立高等学校歯科医会 会長
（一社）日本学校歯科医会 広報担当理事

田幡 純

東京都中野区立緑野中学校
学校歯科医 田中 英一

全国養護教諭連絡協議会 会長
群馬県桐生市立川内中学校 養護教諭

濁川こず枝

東京大学 名誉教授
社会福祉法人恩賜財団
母子愛育会日本子ども家庭研究所 所長

衞藤 隆

出 席 者
学校における健康診断は，児童生徒等の健康の保持増進を図

り，学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するため，重要

なものであり〔「今後の健康診断の在り方等に関する意見」（今後の健

康診断の在り方等に関する検討会）より〕，時代の流れや子どもたち

の健康課題に合わせて，その内容も見直されてきました。近年で

は，平成２４年５月に設置された文部科学省の「今後の健康診断の

在り方等に関する検討会」において検討が行われ，その検討結果

を受けて平成２８年４月１日より児童生徒の健康診断が改定される

ことが決まっています。

一方，学校現場においては，健康診断を実施するにあたっての

手順や判定基準，学校保健関係者とのコミュニケーションや事後

措置など，学校歯科医はさまざまな課題を感じながら職務にあ

たっています。

そこで，今回の特集では，学校における健康診断の目的や法的

位置づけを確認しながら，学校歯科医として健康診断を実施する

上での基本姿勢や留意点，今後の改正等を視野に入れた健康診断

の在り方を考えます。

一般社団法人日本学校歯科医会

● 座 談 会 ●①集特

平成２６年５月２６日
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特 集 ①

■司会（齋藤） 本日は大変お忙しい

中，会誌１１６号の座談会にご出席い

ただきまして，ありがとうございま

す。本日は「学校における健康診断

の在り方を考える」というテーマ

で，お集まりいただきました。司会

を務める，日本学校歯科医会（以下

「日学歯」とする。）学術担当常務理

事の齋藤秀子と申します。よろしく

お願いいたします。

まず，広報担当の大薮常務理事よ

りご挨拶申し上げます。
■大薮 今日はご出席いただきまし

てありがとうございます。

昨年１２月に終了したとうかがって

おりますが，文部科学省の「今後の

健康診断の在り方等に関する検討

会」（以下「検討会」とする。）に，本

日ご参加いただきました衞藤先生，

濁川先生がご出席され，日学歯から

は齋藤常務理事が出席いたしまし

た。その検討の結果，いろいろな変

更があったと聞いております。

私は名古屋市で診療所を開設して

おりまして，小学校と幼稚園の学校

歯科医を務めています。

ちょうど２週間ほど前，テレビ番

組でも，文部科学省が健康診断を見

直すという報道があって，座高測

定，寄生虫卵の検査がなくなるとい

うことに少し触れていました。私の

担当する小学校でも新学期が始ま

り，健康診断の最中で，学校保健委

員会でも「健康診断が変わるそうで

すね」と話題になっておりました。

具体的なことは，法整備も含めて

これからのことだと思いますが，検

討会にご出席された衞藤先生，濁川

先生には，これからどういうことに

なるかということを，ぜひお話しい

ただければと思います。

特に，私たちが専門分野として従

事している歯科について，ご助言い

ただければと思っております。どう

かよろしくお願い申し上げます。
■司会 それでは，衞藤先生から順

に自己紹介をお願いいたします。
■衞藤 日本子ども家庭研究所の

衞藤と申します。経歴を簡単に申し

上げます。

もともとは臨床の小児科医で，１０

年間病院に勤務しておりました。１１

年目から研究生活に入り，母子保

健，学校保健の研究を行ってきまし

た。平成７年から１５年間，東京大学

の教育学部で健康教育担当教授を務

めた経歴も持っております。また，

日本学校保健会で，健康診断に関す

る委員会に，昭和６２年から平成６年

までと，平成１２年から１５年まで加

わったことがあります。今回，文部

科学省直轄の委員会としての検討会

に加わり，健康診断に関することに

は，都合三度かかわったことになり

ます。よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございます。で

は，濁川先生，お願いいたします。
■濁川 全国養護教諭連絡協議会の

会長をしております，濁川と申しま

す。よろしくお願いいたします。

２年前の全日本学校歯科保健優良

校表彰では，前任校が日学歯会長賞

をいただきました。

また，全国養護教諭連絡協議会と

しては，日学歯の各委員会にも役員

を派遣しております。今日は，私の

わかる範囲ですが，お話をしたいと

思います。

歯科保健活動は，子どもの健康づ

くり，健康教育をする上で本当に大

事なツールですので，今後もどんど

ん活用していきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。
■司会 それでは，田中先生，よろ

しくお願いいたします。
■田中 東京都中野区立緑野中学校

で学校歯科医をしている田中です。

私は，平成４年から学校歯科医に

なりましたので，ちょうど学校健康

診断が「疾病の早期発見・早期治

療」から「スクリーニング」へと視

点が変わるのを見ながら，学校歯科

保健に携わってきました。

今，学校歯科医として強く思うこ

とは，小学校でしっかり健康教育を

受けて子どもたちに身についた望ま

しい衛生習慣が中学校になって崩れ

ることがないように，さらにそれを

自分できちんと保てるようにする手

伝いができれば，ということです。

日学歯とのかかわりとしては，「歯

列・咬合の診査基準」というパネル

を作った時，初めて委員会に参加し

て以来，いろいろな委員会で勉強を

させていただいております。今日は

よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは，田幡先生，よろしくお願い

いたします。
■田幡 私は大阪府で，中学校と高

等学校の学校歯科医をしておりま

す。また，昨年から大阪府学校歯科

医会の専務理事と，日学歯の理事も

務めております。

今日は，大阪府立高等学校歯科医

会の会長として，組織についてお話

ししたいと思っています。よろしく

お願いいたします。
■司会 ありがとうございます。

最後に私ですが，衞藤先生，濁川

先生とともに，２年ほど検討会に携

わっておりました。

私は現在，中学校の学校歯科医を

■座談会の趣旨と出席者紹介
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しております。熊谷市では，学校歯

科医は３年ごとのローテーションで

代わることになっていて，１２年間ほ

どは小学校を担当し，その後，中学

校を６校担当しました。また，埼玉

県歯科医師会の学校歯科部の部長と

して，学校歯科を担当しておりま

す。本日は日学歯の学術担当とし

て，先生方のご意見をお聞かせいた

だきたいと思っておりますので，よ

ろしくお願いいたします。

■学校における健康診断とは？

……………………………………

………………………………………

…………………………

我が国における
学校健康診断の
変遷と目的
■司会 それでは早速本題に入りま

して，「学校における健康診断の変

遷と目的」ということからお話をう

かがいたいと思います。学識者の立

場から，衞藤先生に，日本における

学校健康診断の歴史的な変遷や実施

の目的などについて，ご解説いただ

きたいと思います。
■衞藤 たいそう大きなテーマです

が，資料として「学校保健の源流と

歩み」（表１）と「学校における健

康診断」（表２）を用意いたしまし

たので，これを素材に，ごく簡単に

健康診断を振り返ってみたいと思い

ます。

日本の公立学校の幕開けは明治５

年ですから，明治政府ができて比較

的まもなく，小学校だけですけれど

も，学制の施行が行われ，国民教育

が始まりました。

子どもたちが学校へ来るようにな

ると，トラコーマなど種々の感染症

を持つ子どもによって，あっという

間に病気が広まってしまうという事

態が起きました。病気にかかった子

どもは学校へ来てはならないという

ような決まりもあったようですが，

その後，実験的に今の健康診断の元

となる「活力検査」が政府の直轄学

校で始まりました。それがだんだん

整備されて，健康診断につながって

いきました。

この「活力検査」は明治２１年に始

まり，１年に１回だったものが，

徐々に回数が増えて年に２回になっ

たり，あるいは直轄学校以外の公立

小学校に全国的に拡大したりという

ことを経て，名前も「身体検査」に

変わりました。

昭和３３年には学校保健法が制定さ

れ，その時，「健康診断」という言

葉が生まれたわけであります。これ

が現在に続く健康診断の原型となっ

ています。就学時，定期，臨時，ま

た職員に関しても健康診断を行うよ

うに定められたのです。

ほぼ１０年に１回程度の割合で，そ

の時代に合わせた健康診断の見直し

が行われましたが，私自身がかか

わったのは，平成６年の学校保健法

施行規則一部改正の前段階である，

日本学校保健会の健康診断調査研究

委員会からです。今回は，検討会で

２年度にわたり討議した後，改正の

準備期間が３か月くらいしかありま

せんでしたが，その時は非常に長い

年月を要しまして，昭和６２年から平

成６年まで行われ，平成６年１２月の

規則改正を経て，平成７年４月から

実施されました。この改正では，胸

囲測定の廃止があり，歯科関係では

CO・GOが正式に入ってきました。

たしか，歯列咬合を健康診断票に記

載するようになったのも，この時で

はなかったかと思います。健康診断

の項目，検査の方法などに関して，

かなり大きな変化があったというこ

とです。

平成７年になってから，『児童生

徒の健康診断マニュアル』（日本学

校保健会発行）の初版が出ました。

なぜ，このマニュアルが出たかとい

いますと，それまではすべて，規則

や局長通知といったものの中に，こ

と細かに健康診断に関する技術的な

基準を書き込んでいたのですが，そ

ういうことはやめて，マニュアルで

対応するという考え方に変わったか

らです。

その後，健康に関係する法律の改

正など，健康診断を取り巻くさまざ

まな事情が関係して，学校保健の中

身にも影響を及ぼしてきたのですけ

れども，健康診断そのものの検討と

しては，平成１２～１４年度に一つの

きっかけがあったのではないかと思

います。

この時，日本学校保健会に健康診

衞藤 隆
東京大学 名誉教授
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会
日本子ども家庭研究所 所長
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表１ 学校保健の源流と歩み（衞藤作成）

注）本表は，文献１），２）を参考に作成した。
１）滝澤利行：日本における学校衛生（学校保健）の成立．㈶日本学校保健会八十年史編纂委員会編：日本学校保健会八十年史，㈶日本学校保健会，東京，２００５；２２－２９．
２）杉浦守邦：学校保健の歴史．江口篤寿，高石昌弘他編：学校保健大辞典（初版），ぎょうせい，東京，１９９６；７－１２．

学校保健安全法の施行，改正学校給食法の施行２００９年平成２１年

学校保健の時代

平成時代 学校安全に関する記述が増加し，養護教諭を中心とした健康相談の充実，
家庭や地域と連携した保健安全など現代の児童生徒，教職員の健康づくり
と安全管理に焦点をあてた改正

学校保健法の一部改正，学校給食法の改正２００８年平成２０年

※戦後の改革：学校薬剤師の制度化，保健主事の
制度化，戦前の養護訓導に代えた養護教諭の設
置

昭和時代

※健康診断項目は何度か見直しがなされ，現在に
至る

※「身体検査」から「健康診断」へ。健康に関す
るスクリーニングとして位置づけ

肥満，喫煙，飲酒，薬物乱用なども学校保健の新たな課題として浮上

新たに心臓病，腎臓病，気管支喘息，リウマチ熱，糖尿病，脊柱側彎，
心因性疾患などが課題※児童生徒を巡る疾病構造は大きく変化

戦前の学校衛生からの転換点学校保健法制定１９５８年昭和３３年

※戦後１０年にして児童の体位も旧に復し，結核
その他の伝染病もそのほとんどが姿を消した１９５５年昭和３０年

学校衛生の変遷

学校保健委員会の設置，保健主事の設置などが提案される「学校保健計画実施要領」（小学校，中学校）１９４９年昭和２４年

※占領政策；学童の健康確保，結核対策，伝染病
予防対策。援助物資によるミルク給食開始

発育障害，急性伝染病，結核，寄生虫，トラコーマ，皮膚疾患，栄養失調
症，その他各種疾病の蔓延ポツダム宣言受諾。戦争の終結。衛生状態の低下１９４５年昭和２０年

※戦時中，戦況の深刻化とともに，環境の悪化，
食糧の不足等が生じ，児童生徒の体位は急速に
低下し，健康状態も低下

目的として「身体の養護鍛錬を適切にすること」，究極の目標は「体位の
向上と健康の増進を図る」「学校身体検査規程」改正１９３７年昭和１２年

※学校衛生；治療医学を優先する考え方から予防
医学的考え方へ，さらには修練的方向へ

学校給食；欠食児，虚弱児を対象１９３２年昭和７年

満州事変の勃発；学童の健康，体力の向上が重要
な課題１９３１年昭和６年

虚弱児，腺病児を対象とし，養護学級が各地の
学校に設置

結核が大きな問題となる，青少年期からその予防

事後措置の充実。学校に衛生室設置。学校看護婦の増加「学生生徒児童身体検査規程」改正１９２０年大正９年

大正時代 学校衛生官制１９１６年大正５年

岐阜県において学校看護婦設置（初）１９０５年明治３８年

明治時代

背景に日露戦争戦費捻出学校衛生顧問会議廃止，文部省の学校衛生課と
学校衛生主事制廃止１９０３年明治３６年

「学生生徒身体検査規程」を全国の公立小学校に拡大，今日の学校保健統
計調査の基礎文部省官房に学校衛生課設置１９００年明治３３年

学校衛生の誕生

トラコーマの急増が背景，学校内で洗眼，点眼などの治療処置「公立学校ニ学校医ヲ置クノ件」（勅令），学校医
職務規程（文部省令）１８９８年明治３１年

学校清潔方法（訓令），活力検査に関する規程を
改正し，学生生徒身体検査規程を制定１８９７年明治３０年

文部省，学校衛生顧問会議設置，学校衛生主事を
設置１８９６年明治２９年

学校における体育および衛生の実施が不十分であることを指摘し，その振
興を期す。児童生徒学生の疾病，虚弱および教職員の結核等多くの健康問
題，学校環境衛生の問題等

訓令「小学校ニ於ル体育及衛生ニ関スル件」１８９３年明治２６年

調査項目は，校地，校舎，教室，校具，便所，遊戯体操場，飲料水などの
学校環境的事項と，児童の発育状況，平均年齢，就学年齢，死亡状況，就
学前後の健康状態，欠席状況，運動習慣，自宅学習などの生活環境的事項

三島通良，文部省学校衛生事項取調嘱託，国内各
地の学校衛生の実態調査１８９１年明治２４年

伝染病患者の出席停止，流行時の学校閉鎖を規定改正小学校令１８９０年明治２３年

直轄学校を対象活力検査の実施・報告に関する訓令１８８８年明治２１年

教育令１８７９年明治１２年

東京の神田に体操伝習所が開設（体育奨励のため）体操教師の養成を開始１８７８年明治１１年

伝染病対策として種痘に関し，「小学ニ入ルノ男女ハ種痘或ハ天然痘ヲ為
シタルモノニ非レハ之ヲ許サス」という形で規定「学制」の施行１８７２年明治５年

備 考主要項目西 暦元 号時代の特徴時代区分
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断調査研究小委員会が設けられ，２

年ほど検討して報告書を出しまし

た。内容そのものにあまり大きな変

化はなく，従来の健康診断の在り

方，スクリーニングであることなど

を確認したほか，就学時の健康診断

に若干の変更があったり，今回の検

討会でも再度話題になった色覚検査

が廃止になったりしました。以後，

いくつかの変更はありましたが，そ

の都度委員会を設けて検討したとい

うことはありませんでした。

平成２３年度に，健康診断の見直し

をする前段階として，文部科学省の

委託で日本学校保健会が幼稚園，

小・中・高等学校，特別支援学校約

１万校を対象に，「今後の健康診断

の在り方に関する調査」を行いまし

た。その中には，「今の健康診断で

省略してもよいと思われるものはあ

りますか」「今後追加すべきだと思

われるものはありますか」などの項

目があったようですが，その調査の

結果，学校現場で健康診断の現状が

どのようにとらえられているかとい

うことを踏まえた上で，平成２４年５

月から，文部科学省の中に最初のお

話にもあった検討会が立ち上がり，

昨年の１２月まで検討を重ねてきたと

いうことです。

平成６年の規則改正の時にも確認

されましたが，学校での健康診断は

確定診断を求めるものではなく，健

康に関するスクリーニングであり，

スクリーニングの結果，就学する上

ですぐに治療したほうがいいという

ものに関しては，健康診断後２１日以

内に保護者に報告して医療を受けて

もらう仕組みになっています。歯科

のほうでは，CO・GOという概念

がマッチすると思いますが，明らか

に疾病があるということだけではな

く，日々の生活の上でどういうこと

に注意するかなど，保健指導的な内

容も重要であるということで，健康

相談を充実する，保健調査を充実す

るということも，その当時から重視

されていました。

学校での教育活動を円滑に行う上

で，健康上支障があってはいけな

い。それをスクリーニングする第一

表２ 学校における健康診断（衞藤作成）

学校保健安全法施行２００９年平成２１年

学校保健法等の一部を改正する
法律の公布

〔児童生徒等〕鳥インフルエンザ（H５N１）
の出席停止等の措置学校保健法施行規則一部改正２００８年平成２０年

〔職員〕腹囲の追加等，
〔就学時〕予防接種歴の記入方法学校保健法施行規則一部改正２００７年平成１９年

〔児童生徒等〕高等学校，高専，大学での
結核健康診断を第１学年に限定
〔職員〕健康診断実施時期の変更

学校保健法施行規則一部改正２００５年平成１７年

就学時健康診断の実施時期弾力化，転入者へ
の実施規定学校保健法施行令一部改正２００４年平成１６年

問診，学校医による診察，結核
対策委員会結核の有無の検査（変更）学校保健法施行規則一部改正２００３年平成１５年

〔就学時〕健康診断票の様式，知能の検査法
〔児童生徒等〕色覚検査の廃止（定期健康診
断項目から）

学校保健法施行規則一部改正２００２年平成１４年

胸囲測定の廃止学校保健法施行規則一部改正１９９４年平成６年

学校保健法施行令・同施行規則
の一部改正１９７３年昭和４８年

就学時，定期，臨時，職員（定期，臨時）
健康診断

学校保健法，同施行令，同施行
規則１９５８年昭和３３年

学生・生徒・児童・職員学校身体検査規程１９４９年昭和２４年

学校職員身体検査規程１９３９年昭和１４年

座高加わる毎年４月～６月末日１９３７年昭和１２年

全ての学校の学生・生徒・児童毎年４月（５月）１９２０年大正９年

直轄学校以外も毎年４・１０月身体検査（省令）１９００年明治３３年

直轄学校のみ毎年４・１０月身体検査（訓令）１８９７年明治３０年

直轄学校のみ毎年４月活力検査（訓令）１８８８年明治２１年

備 考説 明健康診断にかかわる決定等西 暦元 号
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段階が学校健康診断であるという位

置づけが確認されていたのだと思い

ます。
■司会 ありがとうございます。歴

史的な流れがわかりました。今回の

文部科学省の検討会は，日本学校保

健会の調査等を踏まえて行われたと

いうことですが，この検討会でのポ

イントとしてはどのような点が挙げ

られるか，さらに詳しくお話をいた

だければと思います。

……………………………………………………………

……………………………………

文部科学省の検討会での
ポイントとは？
■衞藤 健康診断の在り方を考える

機会は，１０年に一度くらいしかない

ものですから，まず健康診断とはそ

もそもどういうものなのかというこ

とを，改めて原点に返って検討する

という，いわば総論的な検討を行い

ました。付随的なこととして，学校

病についての検討も同時にスタート

しました。

健康診断そのものの目的は，「子

どもが学校生活を送る上で，支障が

あるかどうかのスクリーニングであ

る」，「学校の健康課題を明らかにし

て，健康教育に役立てる」という意

見に集約されるかと思います。

また，従来の見解が再確認され

て，「確定診断ではない」，「学校関

係者と保護者との共通理解を図っ

て，共通認識を持ってもらうことが

重要」といったような，健康診断が

果たす役割に関しても改めて検討い

たしました。

実施体制に関しましても，「６月

３０日までにすべてを終えなくてはな

らないのか」ということを議論しま

したが，最終的にはやはり従来通り

に行うという結果になりました。

その他，事後措置や保健調査につ

いても検討されました。

個別の項目に関しても検討を進め

ていきましたが，平成２３年度の日本

学校保健会の調査で「座高と寄生虫

欄は必要なのか」という意見があっ

たことを踏まえて検討がなされ，結

果的にこの二つは廃止するほうがい

いだろうということになりました。

また，運動器に関する検診や血液検

査については，今後の課題とされま

した。
■司会 ありがとうございました。

医師会のほうでは，検討会の前に委

員会などで検討をするということも

あったのでしょうか。

………………………………………………………

……………………………………

学校健康診断に関する
医科界での検討
■衞藤 日本医師会の学校保健委員

会が，２年に１回のサイクルで諮問

を受けて答申をするというスタイル

で動いておりまして，平成２４・２５年

の諮問が，学校の健康診断，健康教

育に関することについて改めて検討

してほしいというものでした。文部

科学省の検討会とはまったく別なの

ですが，テーマがたまたま一致して

おりました。

健康診断に割く時間は，実際は非

常に短いので，それを効率的に行う

ためには，事前の保健調査という形

の情報収集をしておくことが望まし

いということで，この委員会でもそ

こにかなり焦点を当て，保健調査票

の雛形のようなものを三種類くら

い，非常に詳しいもの，中間のも

の，簡単なものと，具体的な成果物

として出していくというようなこと

を含めて検討しました。

医師会では，医師が学校医として

かかわる場合，健康診断はどのよう

にあればよいのか，という観点での

まとめがなされて，この３月，医師

会会長に答申として出しておりま

す。その内容を改めて見てみます

と，医師会はやはり歯科にまでは立

ち入らないというスタンスのよう

で，保健調査票では歯のことに触れ

ておりません。
■司会 わかりました。ありがとう

ございます。濁川先生もこの検討会

に参加されて，子どもたちの日常の

様子や学校現場の先生方が感じてい

らっしゃることを，養護教諭の立場

からお話しされていたと思います。

先生が検討会でどのようなことをお

考えになっていたか，あるいは，今

回の検討会がどのように学校現場に

影響するか，お聞かせください。

■学校における健康診断の実際

……………………………………………………

………………………………………………………

…………………………

養護教諭の立場から：
プライバシーの確保と
時間の確保
■濁川 養護教諭を３５年務めており

ますが，最初の頃に比べて，子ども

たちを取り巻く環境にずいぶん違い

があると感じています。

今は，家にお風呂があるのが普通

ですし，個室を持っている小学生も

増えています。そういう環境の中で

育ってきて，学校健康診断で上半身

裸になる，口を開けている姿を友達

に見られる，鼻鏡を当てている姿を

見られるなどということを嫌がる子

どもたちが増えているので，やはり

プライバシーのことも考えて，健康

診断を個室で行うようになってきて

います。
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本校でも，全部個室で行っていま

す。設定上，大変な部分もあります

が，プライバシーの確保という意味

でも，子どもが不安なく健康診断を

受けることで，次の保健指導につな

がりやすいという意味でも，そのよ

うにしています。今までのように，

一列に並んで，機械的に行うスタイ

ルではなくなっているということ

が，ここ１０年くらいの大きな変化だ

と思います。検討会の中でも，プラ

イバシーを確保できる健康診断のス

タイルを話し合いました。

また，以前に比べて，時間の確保

も難しくなっています。健康診断の

時間は，本当に１人１分程度です。

歯科についてもその前後かと思いま

す。その中で，いかに学校医と子ど

もの健康状態をつなぐかというと，

先ほど衞藤先生がおっしゃった保健

調査も一つの方法です。

保健調査に丸をつけてきた子ども

については，私から歯科医に「口臭

がするそうです」「歯が痛むそうで

す」などと伝えながら，診査を受け

てもらっています。科目ごとに保健

調査を行うのは大変だと思います。

今は一枚紙で取っておりますが，

今後それも検討材料だと，検討会の

時に感じました。

座高については，現場で「結果を

何に使えばよいのかわからない」と

いう声がずっとありました。私も日

本学校保健会の調査にかかわりまし

たが，多くの養護教諭から「座高は

いらない」，「結果の活用の仕方がわ

からない」という声が上がっていま

した。

本校の場合には，生徒指導の担当

がつくなど，座高の測定自体はス

ムーズにできていましたが，高校生

や中学生の場合，子どもたちはどう

も足を長く見せたいために，前のめ

りになって測ったりするようで，生

徒指導をしながらでは座高測定に時

間がかかります。それなのに結果を

何に使うのかわからない，という声

がある中で，「座高はいらない」と

いう流れになってきたかと思いま

す。それと同時に，低身長の治療も

最近進んできておりまして，成長曲

線の問題が検討会でも出ていまし

た。身長・体重を小さい頃から，年

２回，３回と測定する学校もありま

すが，その変化を見て，成長曲線を

学校医と相談しながら，治療につな

げる例が多くなっています。

現在，学校医や学校歯科医による

健康相談を学校内で行うことが法的

に認められているわけですが，学校

医も学校歯科医も診療で多忙ですの

で，学校の時間に合わせてもらうこ

とが難しいということも，検討会で

は意見として出ていました。ただ，

実際には保護者からのさまざまな質

問に養護教諭だけでは答えられない

ので，学校医，学校歯科医には電話

で連絡を取ってお答えいただいてい

ます。一所懸命取り組んでいる学校

の中には，保護者の相談の時間と場

を校内に設定しているところもある

と思いますが，今後，健康相談を活

用することも非常に大切なことだと

感じています。
■司会 健康診断を個室で行ってい

るというお話でしたが，どういった

準備をされているのでしょうか。
■濁川 本校の場合はベッドルーム

が２部屋あるので，ベッドを全部片

付け，内科の先生お二人に使ってい

ただきます。耳鼻科，眼科，歯科の

時には，一室だけ空けて健康診断の

セッティングをして行っています。

保健調査を見ながら行うので，個室

で行うようになってから，内科の先

生も「話がしやすくていいね」と

言ってくださいますし，歯科の先生

も「子どもとの会話が増えた」と

おっしゃいます。本校はそういう部

屋が設けられますが，難しい学校も

あると思います。

昔は，男の子には，部屋に入ると

「上半身裸になって」と言いました

が，今は性同一性障害などの問題も

ありますし，それで子どもに非常に

辛い思いをさせてしまったこともあ

るので，やはり男子でも簡単に裸に

するのは時代が違うのかと思いま

す。プールでは裸になりますが，そ

れ以外の場で裸になることは，とて

も嫌なことのようです。
■司会 現場がよくわかったような

気がします。ありがとうございま

す。それでは，田中先生からも，学

校現場のお話をいただければと思い

ます。

……………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………

………………………………………………

学校歯科医の立場から①：
健康調査票を活用した
子どもたちとの
コミュニケーション

■田中 本校も濁川先生と同じく中

学校で，３３０名ほどの中規模校なの

ですが，歯科以外の課題も多い中

で，歯科の健康診断に時間を割くこ

とがなかなか難しい状況です。した

がって，限られた時間でできるだけ

成果を上げられればと考えていま

濁川こず枝
全国養護教諭連絡協議会 会長
群馬県桐生市立川内中学校
養護教諭
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す。

まず，学校との連携をしっかり行

い，内容ある健康診断にするように

心がけています。毎年，健康診断の

企画書を作り，その年のテーマやタ

イムスケジュールなどを明確に提案

しています。複数の歯科医師で診る

ので，記録者の配置なども含め，事

前に学校側と打ち合わせをして，健

康診断に臨んでいます。こうした打

ち合わせの中で，養護教諭の先生と

もコミュニケーションがとれること

も大きいと感じています。

また，健康診断が健康相談や健康

教育の場になるように工夫していま

す。大きな流れとしては，当日の朝

のホームルームで事前パンフレット

を配り，健康情報も提供し興味を

持ってもらうように考えています。

それと併せて，健康調査票にも記入

してもらい，自らの健康課題にも気

づく機会になればと思っています。

その後，歯科衛生士によるミニ講

話を保健室前の広場で聞いてもら

い，続いて歯科健康診断を受けると

いう流れです。ここでは，口の中を

診る前に，生徒に記入してもらった

健康調査票，といっても６項目くら

いの簡単なものなのですが，前半は

口の中の状態を聞く項目を見なが

ら，生徒に「どこがしみるの」，「歯

並びのどこが気になるの」といった

ようなことを聞きます。本当にわず

かな時間ですが，コミュニケーショ

ンがとれた健康診断につながると実

感しています。

調査票の後半は，朝食について尋

ねています。例えば，「今日の朝，

何を食べてきたのか」や「朝ご飯は

一人で食べてきたのか」などの質問

項目があります。ここで，生徒一人

ひとりに一言コメントすることで，

わずかですが健康教育的なことや健

康相談的な対応となればと思ってい

ます。
■司会 ありがとうございました。

田幡先生は，高等学校のご担当でし

たね。

…………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………

学校歯科医の立場から②：
高等学校における
健康診断の課題
■田幡 実際は中学校も担当してい

るのですが，今日は特に高等学校の

話をしたいと思います。

田中先生がおっしゃったように，

幼稚園から綿々と続いた健康教育

は，高等学校が最後ということにな

るかと思います。健康診断に関して

言いますと，濁川先生のお話とも通

じますが，高等学校では特にプライ

バシーの問題があります。高校生に

もなると，ある程度大人の感覚にな

りますので，プライバシーに関して

は大変気を遣っていまして，本校で

も一人ずつ部屋に入ってもらい，対

応しています。

本校には１，０００人ほどの生徒がお

ります。大阪府の高等学校の場合

は，応援医師が教育委員会で認めら

れておりまして，２００名に対して１

名の応援医師を配置していただくよ

うになっています。ですから，１，０００

名の生徒を５名の歯科医で２日間，

１日３時間くらいで診るようにして

います。一人あたり１分半くらいの

時間になると思います。高校生とも

なると，舌にピアスをしていたり，

カラーコンタクトをしている生徒も

います。その辺は配慮しながらやっ

ているというのが現状です。

それから，むし歯のリスクより

も，明らかに歯周病のリスクが増え

てきています。むし歯に関しても，

中学校ではコントロールできていて

も，高校生になって崩れてきてしま

うという状況があります。その辺が

課題かと思います。
■司会 ありがとうございました。

それでは，大薮先生の担当校のお話

をお願いできますか。

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………

学校歯科医の立場から③：
幼稚園・小学校における
歯科健康診断の課題
■大薮 私は，小学校と幼稚園を担

当しています。小学校は健康診断の

真っ最中でして，私の担当校はマン

モス校のため，１回に１学年ずつ，

都合６回学校に出向いています。そ

の度に保健調査が行われていて，子

どもたちが保健調査票を持ってきま

田中英一
東京都中野区立緑野中学校
学校歯科医

田幡 純
大阪府立高等学校歯科医会 会長
（一社）日本学校歯科医会
広報担当理事
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すので，歯科健康診断のスクリーニ

ングでも非常に役に立っています。

小学生の口の中では永久歯と乳歯

が混在しているので，保護者からの

質問もずいぶん多いのです。例え

ば，歯並びが気になるとか，歯ぐき

から血が出やすいということを，保

健調査票に書いてくる子どもが結構

いるのです。それを記録係の人が

チェックして，「この子はこうです」

と言ってもらってから診査をします

ので，大変役に立っています。た

だ，それを保護者の方にフィード

バックすることも必要ではないかと

思います。

保健調査票を通した教育関係者と

家族と医療関係者の連携というか，

考え方みたいなものは，今回の検討

会で話題にはならなかったのでしょ

うか。
■衞藤 そうですね。そこまで細か

な考察はなかったと思います。た

だ，従来の体制でも，健康診断結果

を受けて，健康相談を行いますよ

ね。その時に，健康診断のことだけ

ではなく，保健調査の内容も併せて

活用し得るとは思います。しかしな

がら，保健調査だけを見て即答する

ような場面を改めて設けるという議

論はなかったと思います。
■大薮 私が担当しているのは小学

生なものですから，「歯並びが悪い」

ということが調査票に書いてあっ

て，本人に説明しても，子どもには

なかなか理解できないのです。健康

相談という機会もありますが，どこ

かで保護者の方に説明するような機

会があるといいと思います。小学校

の場合，保護者が学校に来る機会が

あまりありませんので，特に気にな

る子どもに関しては，養護教諭にお

願いして，「ちょっとお知らせして

おいて」と言うのが精一杯です。保

健調査を行えば，スクリーニングの

役には立ちます。ただ，それを

フィードバックする手段はないのか

な，という気がするのです。

……………………………………………

……………………………………………………

継続的に使用する
健康診断の記録の活用
■濁川 資料としてお配りした「健

康の記録」（図１）というのは，本

校で使っている保健調査です。健康

診断の時に，内科の先生は，内科と

皮膚科の項目で丸がついてきた子ど

もについては，「検診のようす」と

いう欄にコメントを書いてください

ます。

歯科については，私のほうで「歯

並びが悪いそうです」と言うと，「ど

こが気になるの？」という声をかけ

てくださって，「このくらいならま

だ成長するので様子を見て」など，

学校歯科医の先生に言われたことを

私が書いています。中学生ですか

ら，そのような生徒には「お母さん

に伝えてね」という程度ですが，受

診をすすめた方がよい子どもについ

ては，学級担任を通して，健康診断

の結果をすぐ伝えるようにしていま

す。ただ，「すぐにお医者さんに行

きなさい」という状態でない場合に

は，少し時間が経ってしまうかと思

います。これは３年間使うもので，

次の年に前年度の健康診断結果がわ

かるようになっています。
■司会 小学校でも，そういう６年

間の記録があるといいですね。
■濁川 問題は，子どもに返したも

のがすぐに戻って来ず，なくしてし

まう場合もあるということです。中

学生でも，返したら戻ってこないと

いう生徒が出てしまうので，６年間

同じものを使うには，よほどしっか

りした管理が必要だと思います。

図１ 健康の記録（群馬県桐生市立川内中学校）
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■司会 歯科では，健康相談が非常

に少ないようですね。健康診断の結

果を報告するだけで，相談につな

がっていないということが，特に歯

科にはあるようです。

小学校は，複数の学校歯科医が健

康診断を担当するところも多いです

から，一人の子どもをずっと自分が

診ているわけではなく，ほかの先生

が診られていて，大変熱心な先生と

そうではない先生が組んだりする

と，とても大変だということをよく

耳にします。中学校になると，いく

らかいろいろな話もしやすいのです

が，小学校では大変だと思います。
■衞藤 フィードバックするケース

があまりに多いと難しいかもしれま

せんが，少なければ，例えば健康手

帳などに書いてあげるといいと思い

ます。一人ひとり持っていますから

ね。
■司会 先生が健康手帳を新しくお

作りになったという話をうかがいま

したけれども……。
■衞藤 ちょうど一年ほど前に，日

本学校保健会のホームページに出た

と思いますが，A４判くらいで，歯

科についてはかなりたくさんの写真

が入っています（図２）。

■司会 以前見せていただいて，非

常にいいものだと思いました。日学

歯でも検討が必要ですね。

衞藤先生ご自身も，学校医でい

らっしゃいますね。
■衞藤 私はお茶の水女子大学とい

う国立大学附属の幼稚園から高等学

校までを担当しています。健康診断

自体は，中学校以上の女子は女性医

師が担当しますので，幼稚園，小学

校，中学男子，人数はそう多くあり

ませんが，保健調査で問題がある者

は介助の教員から教えていただいて

診ます。

あとは，「フォローアップ健診」

といって，幼稚園から高等学校まで

全部いっしょに，６月初旬の午前

中，低身長のお子さんですとか，一

種の健康相談を兼ねて行っていま

す。保護者が来る場合もあります

し，結核など問題のあるケースもま

とめて診ています。ある程度，そこ

で解決できるものは解決しています

が，時間がかかるケースは改めて個

別に対応しています。
■司会 大変ていねいに相談をした

り，対応なさっているのですね。

それでは，次に歯科健康診断の課

題ということで，それぞれの先生が

お感じになっている課題を教えてい

ただければありがたいと思います。

田中先生，いかがですか。

……………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………

歯科健康診断における課題：
診査から一歩踏み出す
アプローチの必要性
■田中 歯科の場合，歯並びも診て

あげたいし，歯肉も顎関節も，とい

うようにたくさんの診査項目がある

ので，なるべく時間をかけて診てあ

げたいところなのですが，やはり学

校現場の中では時間が限られている

という問題があります。我々も効率

よく診査する工夫が必要なのでしょ

うけれども，もう少し時間を確保で

きると，より質の高い健康診断がで

きるのではないかと感じています。

今はスクリーニングが主体になっ

ている中で，「むし歯や歯肉炎がな

ければ健康」というとらえ方がなさ

れているように思います。学校保健

委員会などで保護者の話を聞いてい

ると，「むし歯がないからよいので

はないか」，「歯肉に問題がないか

ら，うちの子は歯みがきがうまくで

きていると思う」などの声を聞きま

す。保護者の方もそうですが，生徒

もそこで止まってしまっている。実

際には，健康な歯肉を使って，おい

しく食べる，安全に食べるというこ

と，あるいは，周りの人としっかり

コミュニケーションを取るというこ

とが一番大事なわけで，健康診断や

健康教育を通じて，もう少し踏み出

したアプローチをしなければと，こ

こ数年，強く感じています。
■司会 歯垢の付着の状態ですと

か，歯肉の状態の診査等は，スムー

ズに行われていますか。
■田中 平成７年からCO・GOの

考え方が学校健康診断に正式に入っ

て，導入された当初はなかなか理解

できず，現場でも混乱があったと思

います。最近は日学歯の啓発も進ん図２ わたしの健康手帳（日本学校保健会）
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できて，現場では割とスムーズにと

らえられていると思います。私見で

すが，導入当初はCO・GOや要観

察の場合は，学校での対応が中心

だったように思います。最近では，

地域との連携という視点から，学校

だけでなく地域のかかりつけ歯科医

といっしょに管理していくことも必

要ではないかと思っています。

疾病の変化という面では，う蝕が

減少しているけれども，一方で歯肉

炎が増加している，あるいは，生徒

たちの歯並びに対する意識が高く

なってきているというところが，中

学校での大きな課題です。う蝕の減

少も，学校の中で二極化が進んでい

て，ほとんどの生徒は本当によい状

態なのですが，その中で多数の課題

を抱えている生徒も依然としていま

す。その辺りに我々がどの程度アプ

ローチできるか，ということも重要

だと感じています。
■司会 ありがとうございます。

田幡先生，高等学校の健康診断で感

じる課題はありますか。
■田幡 そうですね。中学校との違

いとして強く感じているのは，やは

り生活習慣が大きく変化してくると

いうことです。クラブ活動，アルバ

イト，進路，受験等の問題で，自己
ちゅう

管理することの範疇が増えてくる世

代なのですね。また，個人差，学校

差というのもあるように思うのです

が，家庭環境，社会環境などにも影

響を受けやすい年頃になってくると

思います。

本校では，学校保健委員会は年に

２回あります。活動も活発で，PTA

も参加されていますが，生活環境の

変化を我々がどういうふうにとらえ

て，まあ，口の中を見れば，ある程

度その生徒の性格というか，生活態

度がわかる部分はありますので，そ

ういうことをどういう形で本人や学

校側に伝えていくかという課題があ

ると思います。

先ほどお話があった健康相談です

けれども，例えば，顎関節に異常が

ある，歯肉に異常があるという生徒

は，その場で対応することは難しい

ので，健康相談という形で養護の先

生にピックアップしてもらい，校内

で歯の健康相談を実施して，問題の

ある生徒は連絡してください，とい

うようなことを案内しています。年

に３，４回は，そういう子どもたち

に，より具体的に対応する時間を

取ってあります。その時は歯科衛生

士も同伴し，潜血反応があると，

「明らかに歯ぐきから血が出ている

よ，ブラッシングしましょう」と話

したりしています。
■司会 かなり踏み込んで行ってい

ますね。
■田幡 そうですね。それで，本人

に自覚させています。ほぼ大人で，

自我を持っている生徒たちなので，

親に言われて歯医者さんに行くと

か，学校に言われて行くとか，そう

いうことではもうないのです。本人

が自覚しない限り，健康診断のお知

らせもよく見ずに放り出しているよ

うなことのほうが多いと思います

ね。具体的な指導を繰り返していく

と，やはり２年生あたりではかなり

改善しています。
■司会 歯肉炎の子どもたちをピッ

クアップしているということです

ね。
■田幡 もちろんカリエスも含めて

ですが，顎関節もそうです。
■司会 大薮先生，低年齢の子ども

たちの健康診断はいかがですか。

……………………………………………………

………………………………

………………………………

設備の問題，
子どもたちの心と体を
理解すること
■大薮 私は幼稚園も担当していま

すが，園児たちの口は小さいです

し，口腔内が狭いうえに大きく開け

てもらえません。小学校は光を当て

る設備がありますが，幼稚園はなか

なかそこまで整っていなかったり，

年少さんだと泣いてしまったり，健

康診断自体が難しい状況です。子ど

もと友達にならないことには，健康

診断をさせてもらえないところがあ

りますね。

小学校は，口の中に永久歯と乳歯

が混ざり合っていて，顎も発育する

真っ最中です。私は学校歯科医に

なってずいぶん経ちます。皆さん

おっしゃるように，昔はむし歯が結

構多かったのですが，最近はほとん

どないのですよね。それよりも，軟

食が進んでいるので，歯並びの悪い

ケースが多く見受けられます。健康

診断よりも，保健指導に重点をおか

なければいけません。

名古屋市の場合だけかもしれませ

んが，小学校の３年生と４年生は年

に１回，４月から６月の健康診断の

あと，７月に体育館に１学年を集め

て，歯ブラシ指導をすることになっ

ています。集団指導ですから，個々

への指導はなかなか行き届きませ

ん。健康診断を踏まえた上での保健

指導をどう行っていけば保護者に助

言が伝わるかという点が，課題に

大薮武男
（一社）日本学校歯科医会
広報担当常務理事



15日本学校歯科医会会誌 116号

特 集 ①

なっていますね。

小学校では「保健だより」を月に

１回出しているのですが，１年生か

ら６年生まで同じものを出している

ので，場合によっては，例えば「低

学年に焦点を絞ったものを出してく

ださい」という話はしていますが，

先ほどお話しした保健調査にお答え

するようなものにはなかなかなりま

せん。その辺を今後どういう形で具

体化していくのか，これはもう現場

の問題になりますけれども，それが

一番の悩みですね。
■司会 子どもたちの口が小さく，

診査自体が難しいという課題が一つ

と，保護者との連携が今後の課題と

いうことですね。ちょうど連携のお

話が出たところで，関係者との連携

と事後措置を今後どうすればよいか

という話に入りたいと思います。

事後措置は非常に大切なことです

が，事後措置が適切に行われるため

には，どのような方向性が考えられ

るのか――この点については，検討

会でもいくつか出てきていました。

医療の専門家と学校関係者との連携

は，どう考えていけばよいのか，保

健相談，保健指導を我々がどう活用

すべきかという話になると思います

が，衞藤先生，何かよいアドバイス

はありませんか。

■関係者との連携と事後措置

…………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………

健康志向型の
スクリーニングと
新しい医療とのかかわり
■衞藤 検討会のまとめで，「歯科

健康診断は今後，発見型のスクリー

ニングから，健康志向型のスクリー

ニングに変わっていくのが望まし

い」というような言葉で結ばれてい

たと思うのですけれども，従来の健

康診断の考え方では，とにかく病的

なものがあれば，それを医療に結び

つけていました。健康志向のスク

リーニングになると，必ずしも病的

なところで線を引くのではなく，病

気でなくても時々歯医者さんに行っ

て診てもらうなど，子どもの習慣の

中に医療が日常として入って行くよ

うな形で，歯科医療の在り方と学校

の健康診断との関係性を今までとは

違う発想で見ていく必要があるので

はないかと感じています。

特に，高等学校を卒業したあと，

その人が自分の歯と口の健康をどう

守っていくか，そういう習慣を形成

していく時に，歯科医療機関はどう

いうふうにかかわるか。健康状態が

悪くなくても，例えば半年に１回受

診するなどの動機づけをしたほうが

よいのか。そういうことは，今の学

校教育の中では，まったくなされて

いないと思います。そういう新しい

課題が投げかけられたように感じま

した。
■司会 そうですね。疾病発見型で

はないということが，かなり強く言

われてきたと思います。我々歯科関

係者は，健康診断をした後，どこで

どのような連携を取っていくかとい

うことを明らかにしなければ，そこ

でそのまま消えてしまうことになる

という危惧もありますよね。

濁川先生，保護者と地域が連携し

た取り組みなどは，実際かなり行わ

れているのでしょうか。

……………………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………………………

地域でばらつきのある
学校保健委員会の開催頻度，
他校種・他校医とのつながり
■濁川 地域保健委員会を開いてい

る学校もありますが，本校は開催し

ていません。ただ，桐生市は十数年

前に受診率が非常に悪かったのが，

学校歯科医さんたちが市の現状を養

護教諭に訴え，協力して，ずいぶん

よくなってきています。養護教諭

も，受診のすすめだけではなく，歯

周病についての指導をどんどんして

いかなければいけないという意識に

変わり，桐生市全体で取り組んでき

たと感じています。学校歯科医さん

たちが学校に来られて，健康診断以

外に歯科講話をしてくださったり，

学活での保健指導に入ってくださっ

たりということが普通になってきた

かな，と思います。本校では，健康

診断の日程を決める時に，「歯科の

保健指導はいつしましょうか」と，

年度初めに健康診断以外の日程調整

をして，２年生の２クラスに授業を

していただいています。その他は，

私が学級担任とT. T（チーム・

ティーチング）で行うことになって

います。ただ，ほかの校医さん同士

の連携，小学校と中学校の校医さん

が連携する機会はないので，歯科健

康診断票を見ていると，診査する先

生によって基準に違いを感じること

もあります。異なる校種の連携など

を含めて，地域学校保健委員会等で

いっしょにできればいいですね。

昨年度，学校を異動して感じたの

は，以前は普通にできていた歯科受

診率１００％ということが，山間部で

は歯科医院が少ないということや，

保護者の共稼ぎが多くなり，子ども

たちは部活動に一所懸命で歯医者さ

んにかかる時間がなかなか取れず，
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受診率が低いということです。それ

でも保健指導は大事なので，受診率

は上げていこうと思っています。

健康診断で実感するのは，むし歯

のある子どもは確実に減っていると

いうことです。先ほどからお話に出

ている歯肉炎，歯列咬合の異常，矯

正している子どもも増えています。

そういう子どもたちを歯医者さんに

つなげていくには，やはり自分自身

が歯科の先生方や校医さん以外の先

生方とも，もっと交流していかなく

てはと感じます。
■司会 中学校では，処置率が高い

状態ですか。
■濁川 前任校には何年もいたので

処置率はずいぶんよくなっていまし

たが，今の学校は，よくありませ

ん。「受診のすすめ」を渡しても受

診率は５０％，去年１年でやっと８０％

にできたので，今年はもう少し上げ

たいと思います。ともかくむし歯は

治さなくてはいけないし，その他の

歯周疾患については，保健指導しか

ないと思っています。学校の中で，

先生方にその課題を投げかけていか

なくてはいけないと思っています。

健康診断の流れと注意点として，

少し補足させていただきます。本校

では，前の日に「歯科健康診断があ

りますよ」ということで，保健委員

が学活の時間に話をしています。初

めは学級担任にお願いしたのです

が，担任は端折るところは端折って

しまうのです。これは大事だと思っ

ても，私の思いが伝わらないと，簡

単に配って「読んでおけ」で終わっ

てしまうので，保健委員にさせてい

ます。ですから，保健委員は事前に

私とやり取りをし，健康診断の大事

さを理解して，皆の前で話すように

しています。

そして，健康診断が終わった時

に，「歯と口の健康診断結果のお知

らせ」を全員に出します（図３）。

子どもが「歯医者さんに行かなく

ちゃ」と思っている時に保護者に

知ってもらう，そのタイミングが大

事だと思うので，受診のすすめはで

きるだけ早く出すようにします。

「ひとこと保健指導」（図４）とい

うのは，教員用です。「明日の先生

のこの時間には，歯科健康診断が当

たりますよ，お手伝いは○○先生で

すよ」とお知らせし，授業がスムー

ズに行くようにフォローしていま

す。教員にもそれぞれ授業計画が

あって，突然呼びに来られても困る

と思いますので，事前にお知らせを

して準備してもらっています。お手

伝いの先生も決まっていて，担当に

なった先生にはお手伝いをしていた

だいています。

私は，歯科健康診断が終わったあ

と，校長室で，学校歯科医の先生と

校長とで健康診断結果の話をするの

で，器具の消毒以外の健康診断の片

付けと保健室の復元は，残った先生

方で全部してくださいます。

子どもたちに受診のすすめを出し

た時に，歯医者さんに行く子どもの

様子を全教職員にも知ってほしいと

思い，例えば「う蝕については，４８

名の生徒に受診のすすめを出してい

ます」，ということをお知らせしま

す。これもやはり，先生方の関心の

あるうちがよいと思うので，早めに

出しています。

５月１日には「要観察名簿」とい

うものを出しました。歯科だけでは

なく，４月に各科の検診が終わった

時点で，これだけの生徒に受診のす

すめを出しています，という一覧表

を各教員に渡し，家庭訪問の時に

いっしょに伝えてもらうようにして

図３ 学校歯科健康診断結果のお知らせ例
（『学校歯科医の活動指針＜改訂版＞』より）



17日本学校歯科医会会誌 116号

特 集 ①

います。

図５は一昨年のものですけれど

も，毎年行っている歯のクイズ集会

をした時の要項です。今年度は６月

２７日に行いましたが，○×集会とし

て，歯のクイズを出して，全校で遊

びながら歯のことを知ろうという集

会を行います。生徒保健委員会も

いっしょに，歯科の保健教育にかか

わらせています。事後措置というの

は，受診のすすめだけではなく，や

はり年間を通して，いろいろ行うも

のです。１２月までは「歯を治しま

しょう」というアプローチが毎月出

されるので，教員みんなで受診の必

要な子どもに気づかせるようにして

います。

ただ，昼休みに歯みがきをさせよ

うと思っても，洗口場の問題があり

ます。学校というのは，水道の数が

決まっています。小学生だと，パッ

クを持たせて，そこにガラガラパッ

とさせて「あとで捨てなさい」で済

みますが，中学生だと簡単に言うこ

とを聞かないので，洗口場に大勢が

並んでしまい，全校で取り組もうと

思っても，なかなか難しい問題があ

ります。ハード面のことで，とても

苦慮する問題です。
■司会 とてもいい資料ですね。
■濁川 他の先生方には，健康診断

の時は毎日めまぐるしくて，申し訳

ないと思います。
■司会 健康診断を６月３０日までに

終えなければならないことについて

は，先生も検討会の時に，「もう少し

何とかなりませんか」とおっしゃっ

ていましたよね。
■濁川 手伝う教員も大変ですが，

準備する養護教諭も大変です。私が

特別なのではなく，ほかの先生方も

このように一つの健康診断に対して

いろいろな書類を出して，教職員や

生徒に呼びかけているということを

理解していただくと，大変さがわ

かっていただけるかと思います。
■司会 大薮先生，小学校ではどの

ような課題がありますか。

………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………

歯科健康診断後の
ブラッシング指導で
改善につなげる
■大薮 そうですね。むし歯に関し

ては，歯科医院を受診しないことに

は治りません。歯肉炎に関しては，

成年になれば歯周病に移行してしま

いますが，子どもたちの場合は歯肉

に限った炎症ですから，正しいブ

ラッシングをすれば，自分で治すこ

とができるのです。

私の行っている小学校では，１学

期の健康診断で歯肉炎というマーク

をつけた児童を養護の先生に集めて

いただいて，全員は無理ですが，ブ

ラッシング指導を学校で行っていま

す。２学期に歯肉の状態が改善して

いるかどうか，その効果のほどをも

う一回検査をします。それが非常に

いい動機づけになっているようで，

それもある意味での事後措置かと思

います。

つまり，学校現場でもう一度歯肉

図４ ひとこと保健指導①（群馬県桐生市立川内中学校） 図５ ひとこと保健指導②（群馬県桐生市立川内中学校）
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炎の検査をするわけで，特に公立は

年間スケジュールがきっちりと決

まっているものですから，この時間

に４年生をこれだけ集めてください

とお願いしても，なかなか難しいの

ですよね。歯科保健というのは，小

学校の場合，特に重要ですから，学

校現場で教育にかかわっている先生

方を中心とした協力をもう少しお願

いできたらな，という気持ちはあり

ますね。
■司会 大阪府立高等学校歯科医会

では，そういう事後措置やお知らせ

などについて，組織としてどのよう

に取り組まれているのでしょうか。

……………………………………………………………

…………………………………………

組織としてのつながりを
健康教育に活かす
■田幡 図６の組織図をご覧くださ

い。大阪府立高等学校歯科医会とい

うのは，大阪府立高等学校保健会の

傘下にあります。府立高等学校保健

会の中に，校長部会，保健主事部

会，養護教諭部会，学校医部会，学

校歯科医部会，学校薬剤師部会とい

う六つの部会があります。この組織

は日本学校保健会につながるのです

けれども，大阪府立高等学校歯科医

会は，大阪府学校歯科医会の一加盟

団体という形で，昭和３２年の設立で

す。現在，大阪府立高等学校歯科医

会の理事は２０名弱いるのですが，そ

のうち２名は大阪府教育委員会から

入っていただいています。

歯科保健を教育の一環としてとら

えるのであれば，やはり高等学校は

最後の集大成という形になるかと思

います。１２歳のときのDMF歯数

１．１本を高校生になっても維持して

いるかといったら，そうでもありま

せん。その中で，高等学校における

保健教育として，歯科の課題を生活

習慣にかかわる問題のひとつととら

え，子どもたちの生涯の健康に何と

か役立てたいということで，各職種

同士のつながりのある組織になって

います。

また，府立高等学校保健会の中で

は，学校三師と保健主事，養護教諭

部会との懇談会という形で会合を

行っています。これは三師の持ち回

りなのですが，昨年は歯科が担当

だったので，「スポーツおよび事故

による歯・口の外傷の応急処置」と

「歯科健康診断結果のデータベース

化について」の検討を行いました。

１２歳児のDMF歯数などは，全国的

にかなりしっかりしたデータが出て

いますが，高等学校では，同じよう

に健康診断を行っていてもデータが

集約されないという現実がありま

す。教育委員会とかなり密接な関係

を持っていますので，そういう要望

も出しているのですが，なかなか予

算化できないし，軌道に乗りませ

ん。

高校生になりますと，ラグビーや

空手などのクラブ活動が盛んになっ

てきます。マウスガードに関して

図６ 大阪府立高等学校保健会組織図
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も，以前からいろいろな研究をした

り，普及活動に務めています。

それ以外に，先ほどの６部会で組

織された職域合同研究協議会があ

り，大阪府下では１０地区，それが年

に２回，全体での会合を持ち，２年

に１回は地区別で研究発表もしてい

ます。これは，養護教諭部会と保健

主事部会の持ち回りになっています

が，三師の講演も行っており，全国

的にも珍しい活動だと思います。

研究テーマには，歯科に関するも

のはもちろん，食育，生活習慣，

デートDVなどもあります。恋人

に暴力を振るわれるということです

ね。あとは，薬物使用などです。生

活に関することの中でも，携帯電話

の使い方やアルバイトなどのテーマ

があり，中には「これが高校生の健

康課題なのか」とびっくりするよう

な内容もあります。

研究発表の時には，私たち三師も

持ち回りで講演を行います。学校三

師と校長，学校関係者との関係を密

に取っているということが，大阪府

の特徴かと思います。

昨年はその実効性をさらに増すた

めに，校長部会と学校三師との懇談

会という形で，校長先生と直接話を

する機会がありました。教育委員会

もそこに必ず入ってきますので，教

育委員会に対する要望書で，先ほど

濁川先生がおっしゃっていた洗口台

など，実現はなかなか難しいです

が，お願いはしています。

例えば健康診断の照明機器にして

も，「白熱灯を LEDに替えてほし

い」と教育委員会に直接お願いして

いるのですが，なかなか実現されま

せん。ミラーなどは，皆さんどうさ

れていますか。数はきちんと用意さ

れていますか。
■司会 ダブルミラーですか。１，０００

人規模の学校だと，どうなのでしょ

う。

■田幡 結局ないのですよ。その費

用が出てこないという問題もありま

すが，先ほどの要望書などでお願い

しているところです。

いずれにしましても，より実践的

な健康教育の中に我々が入っていっ

て，健康診断，健康相談も含めて，

何かしようとすれば，校長先生はじ

め教育委員会，三師のかかわり合い

はかなり必要だと考えております。

また，養護教諭や保健主事の先生方

の理解がなければ，なかなか進まな

いことだと思いますので，そういう

部分にも大阪府立高等学校は力を入

れています。
■司会 組織がしっかりしていると

いうことですね。

田中先生は，食育と歯科とを結び

つけて，いろいろな取り組みをされ

てますね。

…………………………………………………………

……………………………

……………………………………………………………………

健康教育で
子どもたちの変容を促し
家庭や地域の変容につなげる
■田中 食育は非常に幅広い領域で

すので，学校歯科医の考えや学校の

思いなどで，さまざまな取り組みが

可能です。特別授業で取り上げるこ

ともできますし，最初に紹介させて

いただいたように，生徒への一言で

も食育といえるのではないかと考え

ています。

私の場合は，健康診断前のミニ講

話で食育というか口の機能について

取り上げています。例えば，１年生

には「朝食と集中力」，２年生には

「唾液の力」，３年生には「噛む力」

などです。以前，「こうした話を聞

いて，少し自分が変わりましたか」，

「歯みがきをていねいにするように

なりましたか」など，事後アンケー

トを取ったことがあるのですが，そ

う簡単に行かないということが身に

しみてわかりました。こうしたアン

ケートも含めて，子どもたちにつな

がることで，少しずつ積み重なって

いくのではと考えています。

それから，事前の質問票や事後ア

ンケートの結果は，必ず学校保健委

員会で話をしています。年によって

は，生徒たちにも事後パンフレット

を作って渡すようにしています。こ

れは，児童生徒を通じて，歯科保健

の話題を家庭に持ち帰ることがで

き，地域に広がったりすることもあ

るのではという考えからです。我々

が取り組む生徒への健康教育が，生

徒の変容を促すだけではなく，家庭

や地域の変容にもつながってもらえ

ればうれしく思います。学校歯科医

が改めて地域連携の場を作るという

ことはなかなか難しいのですが，で

きることもあるのではないかと思い

ます。

事後措置については，学校の中で

行うだけでなく，地域の医療機関と

学校とがうまく連携を取って取り組

むほうが望ましいのではと考えてい

ます。ただ，一つ大きな課題があり

ます。学校歯科医は日学歯の会員と

して，いろいろな情報を得ていま

す。しかし学校歯科医ではない先生

方は，こうした情報を得る機会がな

く，今でもおそらくかなりの数の先

生が，学校健康診断というと「むし

歯のチェックをするのだろう」とい

う意識をお持ちだと思います。です

から，我々学校歯科医と地域の歯科

医師が，学校歯科保健について共通

の認識を持つようになることが，大

きな課題だと感じています。
■司会 かかりつけ医との連携とい

うのは，非常に難しい部分がありま

すね。特に，COといったら，削っ

たとか削らないとか，その辺はいつ

も日学歯に質問が来たりするところ

です。

さて，今後予定されている健康診

断の改正に向けてのポイントをもう

少しうかがいたいのですが，文部科
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学省の検討結果を踏まえて，平成２６

年４月３０日付けで文部科学省スポー

ツ・青少年局学校健康教育課から，

学校保健安全法施行規則の一部改正

通知が出されたということですの

で，その解説を衞藤先生にお願いで

きればと思います。

■学校健康診断の改正に向けて

……………………………………………

……………………………………

検診項目の変更と
保健調査の充実
■衞藤 この資料（参考資料▶P.２４）

は文部科学省の通知ですが，一番後

ろにある「参考」という部分（▶P.

３０）が，昨年１２月に出した検討会の

意見で，文部科学省に対して検討結

果を投げかけたものです。それを受

けて，文部科学省で「学校保健安全

法施行規則を改正すると，具体的に

はこういうふうになりますよ」と示

したのがこの通知で，施行は平成２８

年４月１日からとなっています。

検討会の意見を踏まえて出された

ものですから，それと対応している

内容で，新しく加わっているものは

ありませんし，省略されたものもな

いと思います。検討会の意見を基

に，文部科学省の中の，法律の専門

の方たちの検討も加わって，こう

なったということです。

新旧対照表を見ていきたいと思い

ます（▶P.２７）。身長，体重とあっ

て，これまでは座高があったのです

けれども，座高はなくなりました。

運動器に関しては，「並びに四肢の

状態」という言葉が加わりました。

一応，検討会の意見をすべて網羅し

てあります。「第十一条 保健調査」

の部分では，今まで小学校以外の学

校についてはあまり踏み込んで書か

れていませんでしたが，全校種で保

健調査をより充実させたという点な

ど，検討会の意見が反映されてい

ます。

これを基にマニュアルを改訂し，

個々の健康診断において，具体的に

どこをどのように注意するというよ

うなことが書き込まれる段取りに

なっています。

……………………………………

………………………………………

………………………………………………

検討会における
学校病に関する
ワーキンググループ
■司会 検討会では，ワーキンググ

ループとして「学校病」についても

検討されましたが，濁川先生と衞藤

先生に，学校病に関する解説をいた

だければありがたいと思います。

学校病は，ほとんどう蝕しかない

というような説明もうかがっており

ましたし，歯肉炎を入れてくれない

かという要望も我々歯科界からはず

いぶんありました。歯肉炎を入れる

ならアレルギーなどほかの疾病も考

慮しなくてはならないといった事情

から，今回は現状通りということに

なったのでしたね。
■衞藤 「学校病」というのは，医

療費の面倒を見るという，教育関係

の法律としては非常に類稀な，やや

変則的なものになっています。これ

は実際には，生活が非常に苦しく，

医療費が出しにくい状況にある子ど

もたちに限定してある制度で，今も

利用者がいるため，それをなくすこ

とはできません。ただし，そこに新

しい疾病を加える必要はないだろう

という結論だったように思います。

これについては，どちらかという

と，国会でたびたび問題になってき

ました。政党間のやり取りもあった

と聞いておりますけれども，文部科

学省での検討を受けて，従来通りと

いう結論を出しました。また，歯科

に関しては，歯周病というご要望が

あったと聞いておりますが，結局従

前のものと何も変わらないという結

論だったと，ワーキンググループか

ら聞いております。
■司会 濁川先生，今のお話に補足

することはございますか。
■濁川 私がワーキンググループに

参加した時に，厚生労働省の予算と

生活保護の関係の予算といった諸事

情があるということは聞いておりま

した。地域にもよりますが，中学校

を卒業するまで医療費助成があり，

無料で医療機関にかかることができ

る地域が多くなっています。学校病

もしくは医療費助成を使って受診す

る場合，もちろん学校病が優先です

が，保護者の方は，無料で受診でき

る医療費助成のほうを使いたいと思

われる方が多いようです。医療券を

齋藤秀子
（一社）日本学校歯科医会
学術担当常務理事
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出すけれど，使わず，医療費助成を

受けるケースが増え，「学校病はそ

もそも必要なのだろうか」という意

見が検討会でも上がっておりまし

た。

要は，すでにかかっている子ども

がいるので，この「学校病」という

ものを取り外すことはできない。新

しいものを追加するのではなく，病

名については検討します，というこ

とで終わりました。現在，ほとんど

の地域ではトラコーマで医療券を

使っていませんが，使っている地域

もあります。白癬，疥癬について

は，内科検診で診断しないので，こ

こも煩雑なのですけれど，「皮膚湿

疹がある」ということで病院に行

き，そこで疥癬なり白癬の診断が

あったら学校病として認めるとい

う，二重の手続きをしなくてはなり

ません。私としては，難しくなって

しまったという感じを受けました。
■司会 ありがとうございました。

学校病に関しては歯科の課題のよう

にいわれていたので，どこかできち

んとした回答が出ればいいと思って

いたのですが，学校病に含まれる疾

病そのものが「う蝕」以外にはあま

りないものの，六つの学校病すべて

について医療券が出されていたとい

う事実が大きかったように思いま

す。

あとは，子どもの医療費助成が，

全国一律に中学生まであるわけでは

ないという点ですね。全国にばらつ

きがあるということは，ご意見とし

てかなり出ていました。

さて，マニュアルの改訂は平成２８

年度の４月１日までに行われるとい

うことですので，まだ少し時間的に

余裕があります。健康診断に関して

も，日学歯では学術委員会が中心に

なって検討を進めておりまして，G

やGOの診査基準の検討や，事後

措置のアンケート等も取っていこう

ということになっております。た

だ，現時点で「今回，このように変

わりますよ」ということはお伝えで

きませんので，本日の先生方のご意

見をまとめまして，日学歯の中で健

康診断について議論をしているとい

うことを，会員に向けて発信できれ

ばと思っているところです。

それでは最後に，先生方から，日

学歯に対して何かご意見やご助言等

がおありでしたら，一言ずつお願い

できますでしょうか。

■日学歯への期待と要望とは？

■衞藤 そうですね。「歯科の問題

ではこういうことがある」というこ

とを絶えず発信していただきたいと

思います。

最初にお話ししたように，文部科

学省の検討会は，結果的には１０年に

１回くらいの割合でしかできていな

いのですが，その間にどういうこと

が課題になってきたかという情報を

集めて，集約したものの結果で議論

していると思います。やはり時代に

よって子どもの健康課題は変わって

くると思いますし，ご専門の立場で

「こういうことが問題になっている」

ということは，絶えず声を大きくし

て発信していただきたい，私たちも

聞いていきたいと思っています。
■司会 ありがとうございます。

濁川先生，いかがでしょう。
■濁川 皆さんのお話の中で，学校

歯科医がかかわった健康相談があま

りされていないということをお聞き

しました。それを企画するのは，や

はり，養護教諭，保健主事ですの

で，それを自覚して，月１回という

ことは難しいですけれども，１学期

に１回，２学期に１回くらい，そう

いう日を設定できれば，健康相談が

できるのかと思います。年度初めに

行事を組めば，必ずそこは空けてい

ただけるので，そういう努力を養護

教諭も保健主事もしなければ，とい

うことを感じました。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは，田中先生，いかがでしょう

か。
■田中 今日はありがとうございま

した。現場で，校長先生や養護教諭

の先生といろいろと話をする中で，

我々の思いがなかなか通じない部分

もあります。学校歯科医自身が，歯

や口は直接眼に見えて変化もわかり

やすいといった健康教育の題材とし

ての大きな利点を，もっと発信して

いかなければと思っています。日学

歯からも，こうした情報を発信して

いただけると，大きな力になるので

はないかと感じています。

もう一つ，マニュアルを改訂して

いただけるということで，楽しみに

しているところですが，我々もつい

立派なマニュアルをパラパラ見て終

わってしまうことが少なくありませ

ん。マニュアル解説の講演会など，

会員への周知の企画もお考えいただ

けると，末端の地域としては大変う

れしく思います。よろしくお願いい

たします。
■司会 ありがとうございました。

マニュアルが改訂されたら，もっと

わかりやすく情報発信したいと思い

ます。では，田幡先生，いかがで

しょう。
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■田幡 皆さんのおっしゃられたこ

との繰り返しになるかもしれません

けれども，子どもたちの健康を考え

る中で，教育としてとらえるのであ

れば，やはり，養護教諭，保健主

事，校長先生と密接な関係を取りつ

つ，いろいろな場面で我々も教育の

媒体として学校側に発信していける

ようになりたいな，というのが私た

ちの思いです。
■司会 では，大薮先生，お願いし

ます。
■大薮 我々は歯科医ですから歯科

の健康診断が中心になりますが，今

回の座談会は，平成２８年度からの健

康診断改定へ向けての，日学歯の会

員の先生方への情報発信の第１弾に

なると思います。今後，マニュアル

改訂に関する具体的な内容が出てく

れば，順次，会員の先生方に情報発

信をしていくつもりでおります。ま

たその時には，いろいろご協力いた

だきたいと思いますので，どうかよ

ろしくお願いいたします。
■司会 本日は長時間にわたり，ご

協力いただきまして，ありがとうご

ざいました。

昨年の１２月，文部科学省に設置された「今後の健康診断の在り方等に関する検討会」より『今後の健康診断の在り
方に関する意見』が出されたことは，既にお知らせしたとおりです。
そこで会誌１１６号では，検討会の座長を務められた東京大学名誉教授であり，社会福祉法人恩賜財団母子愛育会日

本子ども家庭研究所所長の衞藤 隆先生をお迎えし，「学校における健康診断の在り方を考える」と題した座談会を
開催いたしました。折しも４月３０日に文部科学省スポーツ・青少年局長より「学校保健安全法施行規則の一部改正等
について」の通知が出された直後と，非常によいタイミングでの開催となったかと思います。
この座談会を通じ，そもそも学校健康診断とは何のために行われているのか，改めて考え直す好機となったのでは
ないでしょうか。また，学校健康診断が時代の流れとともにどのように変わってきたか，なぜ再来年の平成２８年度に
改定されるのか，どのような流れで改定されていくのか，さらに今後はどのような方向に進もうとしているのか，十
分ご理解いただけたのではないでしょうか。
衞藤先生より「子どもの習慣の中に医療が日常的に入っていくような形で，歯科医療の在り方と学校の健康診断と
の関係性を今までとは違う発想で見ていく必要がある」とのご発言がありましたが，二つをどのように関連づけてい
くかが，まさしく学校歯科医としてだけではなく，地域の歯科医療を担う医療人としても，われわれに課せられた今
後の課題をいみじくも示唆した座談会であったと思います。
今後，マニュアルの改訂など，新たな動きが出てきましたら，会誌・広報紙等を通じ，いち早く会員の皆さまにお
知らせさせていただくつもりでおります。
最後に，諸先生にはご多忙にもかかわらず快くご参集くださいましたこと，また大変貴重なお話をお聞かせいただ
きましたことに感謝申し上げるとともに，この座談会が明日からの学校保健活動の糧となりますよう祈念いたします。

一般社団法人日本学校歯科医会 常務理事 大薮武男

「学校における健康診断の在り方を考える」を終えて
特集①座談会
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「学校病」とは，いわゆる「医療券」による医療費援助の対象となる疾病であり，私たち歯科医師
う

にとっては，「齲歯」が対象となります。「齲歯」については治療方法が制限されていましたが，平成
１６年に治療方法の制限がなくなり，保険請求できるすべての治療が可能になりました。また，「今後
の健康診断の在り方等に関する検討会」でも「学校病」に関するワーキング・グループが開催され，
意見書が出されました（参考資料▶P.３３参照）。
「学校病」に該当するものは，経済的な理由により就学困難と認められる公立義務教育諸学校の児
童生徒の保護者に対し，感染性または学習に支障を生じる恐れのある疾病の治療のための医療費につ
いて，地方公共団体が必要な援助をすることが政令で定められています。感染性または学習に支障の
生じる恐れのある疾病とは，トラコーマ及び結膜炎，白癬，疥癬及び濃痂疹，中耳炎，慢性副鼻腔炎
及びアデノイド，齲歯，寄生虫病（虫卵保有を含む）の６疾病です。

【参考】「学校病」関連法規
「学校病」の制度を利用している児童生徒は，６疾病の中では，齲歯が７０～８０％を占めています。

齲歯をもつ者は，歯肉炎等の歯周疾患を併発していることが多く，学校病への歯肉炎の追加が議論
されました。しかし，歯肉炎は，学習に支障をきたす恐れのある疾病ではなく，また，生活習慣病で
あることから，現状の６疾病のままで継続することになりました。しかしながら，歯科保健に重点的
に取り組むことで，子どもや保護者が健康観を高め，その他の疾病についても積極的に取り組むこと
ができるという，歯科保健の特性を生かした今後の取り組みが重要であることが，今回の検討会でも
あらためて示唆されることになったと言えます。

（日本学校歯科医会 理事 野村圭介）

「「学学校校病病」」ににつついいててコラム

○学校保健安全法（昭和三十三年四月十日法律第五十六号）
（地方公共団体の援助）
第２４条 地方公共団体は，その設置する小学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の
小学部もしくは中学部の児童又は生徒が，感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で
定めるものにかかり，学校において治療の指示を受けたときは，当該児童又は生徒の保護者で次の各
号のいずれかに該当するものに対して，その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援
助を行うものとする。
一 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者
二 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

○学校保健安全法施行令（昭和三十三年六月十日政令第百七十四号）
（感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病）
第８条 法第２４条の政令で定める疾病は，次に掲げるものとする。
一 トラコーマ及び結膜炎
二 白癬（はくせん），疥癬（かいせん）及び膿痂疹（のうかしん）
三 中耳炎
四 慢性副鼻腔炎（まんせいふくびくうえん）及びアデノイド
五 齲歯（うし）
六 寄生虫病（虫卵保有を含む。）

○学校教育法（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号）
第１９条 経済的理由によって，就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては，市町
村は，必要な援助を与えなければならない。
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参考資料 学校保健安全法施行規則の一部改正等について（通知）

２６文科ス第９６号
平成２６年４月３０日

各 都 道 府 県 知 事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各 国 公 私 立 大 学 長 殿
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長
構造改革特別区域法第１２条第１項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省スポーツ・青少年局長
久保 公人

学校保健安全法施行規則の一部改正等について（通知）

このたび，別添のとおり，「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令（平成２６年文部科学省令第２１号）」が公布さ
れ，職員の健康診断及び就学時健康診断票に係る改正規定については同日に，児童生徒等の健康診断に係る改正規定等に
ついては平成２８年４月１日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨及び概要は下記のとおりですので，改正の目的等に照らし健康診断の適正な実施等を図られるようお
願いします。
また，各都道府県知事，各都道府県教育委員会教育長及び構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共
団体の長におかれては，それぞれ所轄の私立学校，域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社の設置する学校に対
し，本件につき御周知くださいますよう併せてお願いします。

記

Ⅰ 改正の趣旨
近年における児童，生徒，学生及び幼児（以下「児童生徒等」という。）の健康上の問題の変化，医療技術の進歩，地
域における保健医療の状況の変化などを踏まえ，児童生徒等の健康診断の検査項目等の見直しを行うとともに，職員の健
康診断，就学時健康診断の様式等について，最近における状況や予防接種法（昭和２３年法律第６８号）の改正を踏まえた結
果を反映するため，改正を行うものであること。

Ⅱ 改正の概要
１ 児童生徒等の健康診断
⑴ 検査の項目並びに方法及び技術的基準（第６条及び第７条関係）
ア 座高の検査について，必須項目から削除すること。
イ 寄生虫卵の有無の検査について，必須項目から削除すること。
ウ 「四肢の状態」を必須項目として加えるとともに，四肢の状態を検査する際は，四肢の形態及び発育並びに運
動器の機能の状態に注意することを規定すること。

⑵ 保健調査（第１１条関係）
学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うため，保健調査の実施時期を，小学校入学時及び必要と認め
るときから，小学校，中学校，高等学校及び高等専門学校においては全学年（中等教育学校及び特別支援学校の小
学部，中学部，高等部を含む。）において，幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。
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２ 職員の健康診断
⑴ 方法及び技術的基準（第１４条関係）
ア 血圧の検査の方法について，水銀血圧計以外の血圧計が利用できるよう改めたこと。
イ 胃の検査の方法について，胃部エックス線検査に加えて，医師が適当と認める方法を新たに認めるよう改めた
こと。

３ 就学時健康診断（第一号様式関係）
予防接種法の一部を改正する法律（平成２５年法律第８号）が平成２５年４月１日より施行されたことを受けて，第一
号様式（就学時健康診断票）の予防接種の欄に，Hib 感染症と肺炎球菌感染症の予防接種を加えたこと。

４ その他
用語の整理及び専修学校の準用規定等について所要の改正を行ったこと。

５ 施行期日（附則関係）
改正後の規定の施行期日を，職員の健康診断及び就学時健康診断票に係る改正規定については公布の日，児童生徒
等の健康診断に係る改正規定等については平成２８年４月１日としたこと。

Ⅲ 改正に係る留意事項
１ 身長曲線・体重曲線等の活用による発育の評価について
座高の検査を必須項目から削除したことに伴い，児童生徒等の発育を評価する上で，身長曲線・体重曲線等を積極
的に活用することが重要となること。

２ 寄生虫卵の有無の検査の必須項目からの削除に伴う留意事項について
寄生虫卵検査の検出率には地域性があり，一定数の陽性者が存在する地域もあるため，それらの地域においては，
今後も検査の実施や衛生教育の徹底などを通して，引き続き寄生虫への対応に取り組む必要があること。

３ 改正に伴う補足的事項の改正及びマニュアルの改訂について
文部科学省においては，今回の改正に係る健康診断の適切な実施の確保を図るため，「児童，生徒，学生，幼児及
び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項について」（平成６年１２月８日付け文体学１６８号文部省体育局長
通知別紙）を改正するとともに，「児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）」（財団法人 日本学校保健会）を改訂
し，追って送付する予定であること。

Ⅳ その他健康診断の実施に係る留意事項
１ 児童生徒等の健康診断の目的・役割について
児童生徒等の健康診断には，家庭における健康観察を踏まえ，学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについ
て，疾病をスクリーニングし，児童生徒等の健康状態を把握するという役割と，学校における健康課題を明らかにす
ることで，健康教育の充実に役立てるという役割があることに留意すること。

２ 色覚の検査について
学校における色覚の検査については，平成１５年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し，希望者に対し
て個別に実施するものとしたところであるが，児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え，就職に当
たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や，保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関す
る基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。
このため，平成１４年３月２９日付け１３文科ス第４８９号の趣旨を十分に踏まえ，①学校医による健康相談において，児

童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査，指導を行うなど，必要に応じ，適切な対応ができる体制を整えるこ
と，②教職員が，色覚異常に関する正確な知識を持ち，学習指導，生徒指導，進路指導等において，色覚異常につい
て配慮を行うとともに，適切な指導を行うよう取り計らうこと等を推進すること。特に，児童生徒等が自身の色覚の
特性を知らないまま不利益を受けることのないよう，保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど，より積極
的に保護者等への周知を図る必要があること。
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省 令

○文部科学省令第二十一号
学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第十七条第一項及び第二項並びに学校保健安全法施行令
（昭和三十三年政令第百七十四号）第四条第一項の規定に基づき，学校保健安全法施行規則の一部を改正す
る省令を次のように定める。

平成二十六年四月三十日

文部科学大臣臨時代理
国務大臣 田村 憲久

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令
学校保健安全法施行規則（昭和三十三年文部省令第十八号）の一部を次のように改正する。

せき

第六条第一項第一号中「，体重及び座高」を「及び体重」に改め，同項第三号中「脊柱」を「脊柱」に改
め，「有無」の下に「並びに四肢の状態」を加え，同項中第十一号を削り，第十二号を第十一号とし，同条
第三項第二号及び第三号中「及び第七条第六項」を「，第七条第六項及び第十一条」に改め，同条第四項中
「，小学校の第四学年以上の学年並びに中学校，高等学校及び高等専門学校の全学年においては第十一号に
掲げるものを」及び「第一号，」を削り，「，第十号及び第十一号」を「及び第十号」に改め，「（第一号にあ
つては，座高に限る。）」を削る。

くつ し

第七条第二項中「たび，靴下」を「靴下」に，「両上肢」を「両上肢」に改め，同条第四項を次のように
改める。
４ 前条第一項第三号の四肢の状態は，四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意する。
第七条第六項中「この条」の下に「及び第十一条」を加え，同条第八項を削り，同条第九項中「，寄生虫
卵の有無の検査」を削り，同項を第八項とする。
第十一条中「小学校においては入学時及び必要と認めるとき，小学校以外の学校」を「小学校，中学校，
高等学校及び高等専門学校においては全学年において，幼稚園及び大学」に改める。
第十四条第四項中「水銀血圧計を用い，聴診法で」を「血圧計を用いて」に改め，同条第六項中「胃部エ
ツクス線検査」の下に「その他の医師が適当と認める方法」を加える。
第三十条中「），第七条」の下に「（同条第六項については，大学に関する部分に限る。）」を加え，「小学

校以外の学校」を「大学」に，「第七条第九項」を「第七条第八項」に改める。

第一号様式中
「 せき

予防接種 ポリオ BCG ３種混合（百日咳，ジフテリア，破傷風）
麻しんⅠ期・Ⅱ期 風しんⅠ期・Ⅱ期 日本脳炎 」

を

「 せき

予防接種 ポリオ BCG ３種混合（百日咳，ジフテリア，破傷風）
麻しんⅠ期・Ⅱ期 風しんⅠ期・Ⅱ期 日本脳炎 Hib 肺炎球菌 」

に改める。

附 則
この省令は，平成二十八年四月一日から施行する。ただし，第十四条第四項及び第六項並びに第一号様式
の改正規定は，公布の日から施行する。

３ 事後措置について
健康診断の結果，心身に疾病又は異常が認められず，健康と認められる児童生徒等についても，事後措置として健
康診断の結果を通知し，当該児童生徒等の健康の保持増進に役立てる必要があること。
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（検査の項目）
第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目
は，次のとおりとする。
一 身長，体重及び座高
二 （略）

せき

三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

四～十 （略）

十一 寄生虫卵の有無
十二 （略）
２ （略）
３ 第一項第八号に掲げるものの検査は，次の各号に掲げ
る学年において行うものとする。
一 （略）
二 中学校（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校
の中学部を含む。以下この条及び第七条第六項におい
て同じ。）の全学年
三 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学
校の高等部を含む。以下この条及び第七条第六項にお
いて同じ。）及び高等専門学校の第一学年
四 （略）
４ 第一項各号に掲げる検査の項目のうち，小学校の第四
学年及び第六学年，中学校及び高等学校の第二学年並び
に高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四
号に掲げるもののうち聴力を，小学校の第四学年以上の
学年並びに中学校，高等学校及び高等専門学校の全学年
においては第十一号に掲げるものを，大学においては第
一号，第三号，第四号，第七号，第十号及び第十一号に
掲げるもの（第一号にあつては，座高に限る。）を，そ
れぞれ検査の項目から除くことができる。

（方法及び技術的基準）
第七条 （略）

くつ

２ 前条第一項第一号の身長は，たび，靴下等を脱ぎ，両
でん

かかとを密接し，背，臀部及びかかとを身長計の尺柱に
し

接して直立し，両上肢を体側に垂れ，頭部を正位に保た
せて測定する。
３ （略）

でん

４ 前条第一項第一号の座高は，背及び臀部を座高計の尺
し

柱に接して腰掛に正座し，両上肢を体側に垂れ，頭部を
正位に保たせて測定する。
５ （略）

（検査の項目）
第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目
は，次のとおりとする。
一 身長及び体重
二 （略）
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状
態
四～十 （略）
（削る）
十一 （略）

２ （略）
３ 第一項第八号に掲げるものの検査は，次の各号に掲げ
る学年において行うものとする。
一 （略）
二 中学校（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校
の中学部を含む。以下この条，第七条第六項及び第十
一条において同じ。）の全学年
三 高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学
校の高等部を含む。以下この条，第七条第六項及び第
十一条において同じ。）及び高等専門学校の第一学年
四 （略）
４ 第一項各号に掲げる検査の項目のうち，小学校の第四
学年及び第六学年，中学校及び高等学校の第二学年並び
に高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四
号に掲げるもののうち聴力を，大学においては第三号，
第四号，第七号及び第十号に掲げるものを，それぞれ検
査の項目から除くことができる。

（方法及び技術的基準）
第七条 （略）
２ 前条第一項第一号の身長は，靴下等を脱ぎ，両かかと

でん

を密接し，背，臀部及びかかとを身長計の尺柱に接して
直立し，両上肢を体側に垂れ，頭部を正位に保たせて測
定する。
３ （略）
４ 前条第一項第三号の四肢の状態は，四肢の形態及び発
育並びに運動器の機能の状態に注意する。

５ （略）

現 行改 正 案

○学校保健安全法施行規則（昭和三十三年文部省令第十八号）（抄）
（傍線の部分は改正部分）

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令案 新旧対照表
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６ 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は，心
電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するもの
とする。ただし，幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含
む。以下この条において同じ。）の全幼児，小学校の第
二学年以上の児童，中学校及び高等学校の第二学年以上
の生徒，高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学
の全学生については，心電図検査を除くことができる。

７ （略）

８ 前条第一項第十一号の寄生虫卵の有無は，直接塗沫法
ぎょう

によつて検査するものとし，特に十二指腸虫卵又は蟯虫
卵の有無の検査を行う場合は，十二指腸虫卵にあつては

ぎょう

集卵法により，蟯虫卵にあつてはセロハンテープ法によ
るものとする。
９ 身体計測，視力及び聴力の検査，問診，胸部エツクス
線検査，尿の検査，寄生虫卵の有無の検査その他の予診
的事項に属する検査は，学校医又は学校歯科医による診
断の前に実施するものとし，学校医又は学校歯科医は，
それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して
診断に当たるものとする。

（保健調査）
第十一条 法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施す
るため，当該健康診断を行うに当たつては，小学校にお
いては入学時及び必要と認めるとき，小学校以外の学校
においては必要と認めるときに，あらかじめ児童生徒等
の発育，健康状態等に関する調査を行うものとする。

（方法及び技術的基準）
第十四条 （略）
２～３ （略）
４ 前条第一項第四号の血圧は，水銀血圧計を用い，聴診
法で測定するものとする。
５ （略）
６ 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は，胃部

がん

エツクス線検査により検査するものとし，癌その他の疾
病及び異常の発見に努める。

７～９ （略）

（専修学校）
第三十条 第一条，第二条，第五条，第六条（同条第三項
及び第四項については，大学に関する部分に限る。），第
七条，第八条，第九条（同条第一項については，学生に
関する部分に限る。），第十条，第十一条（小学校以外の
学校に関する部分に限る。），第十二条から第二十一条ま
で，第二十八条及び前条の規定は，専修学校に準用する。

６ 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は，心
電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するもの
とする。ただし，幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含
む。以下この条及び第十一条において同じ。）の全幼児，
小学校の第二学年以上の児童，中学校及び高等学校の第
二学年以上の生徒，高等専門学校の第二学年以上の学生
並びに大学の全学生については，心電図検査を除くこと
ができる。
７ （略）
（削る）

８ 身体計測，視力及び聴力の検査，問診，胸部エツクス
線検査，尿の検査その他の予診的事項に属する検査は，
学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものと
し，学校医又は学校歯科医は，それらの検査の結果及び
第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとす
る。

（保健調査）
第十一条 法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施す
るため，当該健康診断を行うに当たつては，小学校，中
学校，高等学校及び高等専門学校においては全学年にお
いて，幼稚園及び大学においては必要と認めるときに，
あらかじめ児童生徒等の発育，健康状態等に関する調査
を行うものとする。

（方法及び技術的基準）
第十四条 （略）
２～３ （略）
４ 前条第一項第四号の血圧は，血圧計を用いて測定する
ものとする。
５ （略）
６ 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は，胃部
エツクス線検査その他の医師が適当と認める方法により

がん

検査するものとし，癌その他の疾病及び異常の発見に努
める。
７～９ （略）

（専修学校）
第三十条 第一条，第二条，第五条，第六条（同条第三項
及び第四項については，大学に関する部分に限る。），第
七条（同条第六項については，大学に関する部分に限
る。），第八条，第九条（同条第一項については，学生に
関する部分に限る。），第十条，第十一条（大学に関する
部分に限る。），第十二条から第二十一条まで，第二十八
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（注） （略）（注） （略）

（略）（略）

せき

ポリオ BCG ３種混合（百日咳，
ジフテリア，破傷風） 麻しんⅠ
期・Ⅱ期 風しんⅠ期・Ⅱ期 日本
脳炎

予 防 接 種

せき

ポリオ BCG ３種混合（百日咳，
ジフテリア，破傷風） 麻しんⅠ
期・Ⅱ期 風しんⅠ期・Ⅱ期 日本
脳炎 Hib 肺炎球菌

予 防 接 種

（略）（略）

就学時健康診断票就学時健康診断票

第１号様式第１号様式

この場合において，第五条第一項中「六月三十日まで
に」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内
に」と，第七条第九項中「学校医又は学校歯科医」とあ
るのは「医師」と，第九条第二項中「学校医その他の医
師」とあるのは「医師」と，第十二条中「第五条」とあ
るのは「第三十条において準用する第五条」と，第十九
条第二号，第三号及び第四号中「学校医その他の医師」
とあるのは「医師」と，第十九条第五号及び第六号並び
に第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」と
それぞれ読み替えるものとする。

２ （略）

条及び前条の規定は，専修学校に準用する。この場合に
おいて，第五条第一項中「六月三十日までに」とあるの
は「当該学年の始期から起算して三月以内に」と，第七
条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医
師」と，第九条第二項中「学校医その他の医師」とある
のは「医師」と，第十二条中「第五条」とあるのは「第
三十条において準用する第五条」と，第十九条第二号，
第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは
「医師」と，第十九条第五号及び第六号並びに第二十一
条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読
み替えるものとする。
２ （略）
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参考 今後の健康診断の在り方等に関する意見

平成２５年１２月
今後の健康診断の在り方等に関する検討会

学校における健康診断は，児童生徒等の健康の保持増進を図り，学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資するた
め，重要である。その内容については，平成６年に検査項目の大幅な改正が行われたものの，近年の児童生徒等の健康問
題を踏まえ，今後の在り方について検討を行う必要性が指摘されたことから，本検討会が設置された。
平成２４年５月から９回にわたり，専門的見地から広く今後の健康診断の在り方について議論を重ね，今後の健康診断の
在り方等に関する意見を，以下のとおり取りまとめた。
文部科学省においては，本検討会の意見を踏まえ，学校の健康診断の在り方について，更に所要の検討を進め，適切な
対応を図られたい。

Ⅰ 学校の健康診断の総論について

１．学校における健康診断の目的・役割
○学校保健安全法では，学校における児童生徒等の健康の保持増進を図るため，学校における保健管理について定め
ており，学校における健康診断は，この中核に位置する。また，学習指導要領においては，特別活動の中で健康安
全・体育的行事として位置付けられており，教育活動として実施されるという一面も持っている。それらのことを
踏まえると，学校における健康診断は，家庭における健康観察を踏まえ，学校生活を送るに当たり支障があるかど
うかについて，疾病をスクリーニングし健康状態を把握するという役割と，学校における健康課題を明らかにして
健康教育に役立てるという，大きく二つの役割がある。このことについて，学校関係者や保護者の間で，共通の認
識を持つことが重要である。
○一般に，疾病のスクリーニングでは，その検査のみで疾病の確定診断を行うことを目的とするものは少ない。特
に，学校における健康診断においては，学業やこれからの発育に差し支えの出るような疾病がないか，ほかの人に
影響を与えるような感染症にかかっていないかということを見分けることがスクリーニングの目的となる。そのよ
うな観点からは，学校における健康診断では，細かく専門的な診断を行うことまでは求められておらず，異常の有
無や医療の必要性の判断を行うものと捉えることが適当である。なお，子供の健康課題は，発達段階に応じて異な
る側面を持つため，その点についても留意する必要がある。また，特別な支援を要する子供たちが，適切に健康診
断を受診できるように工夫していくことも，今後の大きな課題である。

２．健康診断の実施体制
○健康診断は限られた時間の中で行うため，より充実した健康診断にするに当たっては，事前の準備が重要である。
校（園）長の指導の下，保健主事，担任，養護教諭が連携し，学校全体として健康診断に取り組むことが求められ
る。
○学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うためには，担任や養護教諭等が事前に保健調査や学校生活管理
指導表等で子供の健康状態を把握し，学校医・学校歯科医に伝えることが非常に重要である。家庭や学校の日常の
様子など，健康診断の前に情報がまとまっていれば，学校医・学校歯科医としてより的確な診察を行うことができ
る。また，健康に関する情報を保護者に提供してもらうことが，保護者の問題意識と学校の健康診断とをつなぐ大
事な架け橋になるとともに，学校においても，本当に必要な情報が何であるかについて，認識を深めることができ
る。その際には，既に診断されている疾患についても，併せて情報を共有することが求められる。
○健康診断の実施においては，感染症予防や，プライバシーが保護される状況を確保するための，環境整備が求めら
れる。その一方で，学校医・学校歯科医による身体診察について，脱衣など診療上必要な事項は，プライバシーの
保護という観点に配慮しつつも，子供や保護者の理解を求めていくことが必要である。安全で落ち着いた環境，そ
してプライバシーが守られている中で，子供たちが安心して健康診断を受けられるようにすることが大事である。
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３．関係者の連携と事後措置
○健康診断において，事後措置は非常に重要であるが，学校における健康診断においては，スクリーニングされて
も，その後，適切に医療につながっていないケースがある。学校保健安全法では，保健指導において，保護者に対
して必要な助言を行うことが求められていることからも，事後措置が適切に行われるような取組をすることが求め
られる。
○歯科保健においては，実際に口の中が見えることを前提として，歯の状態に応じた磨き方や食物摂取の在り方等に
関する指導を通じて，子供の自己管理能力を育てることができるなど，子供や保護者の健康教育にとって重要な役
割を果たしている。その一方で，学校歯科検診では，むし歯だけではなく，歯周病，歯肉炎，顎関節や歯列咬合（し
れつこうごう）なども留意することになっており，診るべき疾病が多様化している。現代の子供の口腔（こうく
う）内の状態も大きく変わってきており，今後は，健康相談や保健指導の充実を図ることも課題である。
○健康診断に関する一連の流れにおいて，校（園）長，保健主事，担任，養護教諭，学校医，学校歯科医，保護者等
の関係者間の連携が重要である。特に，教育の専門家である教職員と，医療の専門家である学校医・学校歯科医と
の関係の構築が重要である。そのような体制の中で，健康診断やその後の事後措置等について評価し，次の改善に
生かすという PDCAサイクルがうまく機能することが期待される。PDCAを実施するに当たっては，校（園）
長，保健主事，担任，養護教諭，学校医，学校歯科医等を含めて，役割分担を明確化しておくことが求められる。
○子供の健康診断の結果を踏まえて，学校全体の健康課題の分析や課題の抽出，それに対する取組，またその到達具
合を検証するに当たって，学校保健委員会や健康相談の機能は重要である。学校，家庭，学校医，学校歯科医，学
校薬剤師，地域等が連携して，健康課題に取り組んでいく必要がある。

４．健康に関する情報
○入学予定校において，就学時健康診断の情報が十分に活用されていないという意見や，学校の健康診断の結果が卒
業後に生かされておらず，貴重な健康情報が埋もれているという指摘がある。人生の各局面における健康情報は，
一貫して管理され，個人に還元されることに意義がある。健康増進法に基づく指針においても，健康の自己管理の
観点から，本人が主体となり健康手帳等を用いて健康診査の結果等の情報を継続させていくことが重要である旨が
述べられている。健康に関する情報の重要性とともに，それを生涯にわたる健康情報として自ら活用することが非
常に有効であるということについて，共通認識を持つ必要がある。
○健康情報の取扱いについては，例えば健康手帳や，電子媒体による伝達等が考えられ，その内容については，発達
段階に応じた項目や，既往症や予防接種歴等に関する項目等が考えられる。
○子供の健康情報の活用については，保護者との情報共有も重要である。個人情報保護に留意しつつ，将来にわたっ
て子供の健康を守っていくためには，子供や保護者の理解を得ることが必要である。これにより，保護者の健康観
を育成することや，将来にわたって子供と関係づくりをしながら健康の度合いを高めていくことなども期待され
る。

Ⅱ 学校の健康診断の各論について

１．個別の健康診断項目
学校の健康診断の項目については，子供たちを取り巻く環境の変化や健康課題の変遷等を踏まえ，時代に応じて適
宜見直していく必要がある。今回，特に見直しが求められている４項目について検討した。

⑴ 座高
○健康診断において計測したデータは，異常の発見や発育の評価によって，個々の子供に還元されるべきであり，身
長曲線・体重曲線を作成し子供の成長を評価するなど，より積極的な対応が求められる。一方，学校の健康診断
は，現状でもかなり厳しいスケジュールで行われていることから，効率化という観点も必要である。
○座高については，発育の評価に有用という側面があるものの，現状ではほとんど活用されておらず，学校現場から
は座高測定は不要であるとの声も多い。子供の成長を評価する上では，座高より身長曲線・体重曲線の方がより重
要であることから，身長曲線・体重曲線の活用を推進することを前提とするならば，座高測定は省略可能と考えら
れる。
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⑵ 寄生虫卵
○衛生状態の良い現代において，医学的・疫学的には，学校で寄生虫卵の検査をする意義はかなり乏しい。実際に，
寄生虫卵の検査の検出率は極めて低く，ここ１０年間，１％以下で推移している。また，学校現場からも，寄生虫卵
の検査は不要ではないかとの声も多い。
○現在，ほとんどの学校で，寄生虫卵検査としてぎょう虫卵検査を実施しているため，寄生虫卵検査を考えるに当
たっては，ぎょう虫卵検査について検討することが妥当であるが，ぎょう虫は，通常の衛生教育で十分に対応でき
る病気とされている。現状の寄生虫の状態を鑑みると，手洗いや清潔の保持という基本的な衛生教育を引き続き徹
底することにより，寄生虫卵の検査を省略してもよいと考えられる。
○しかしながら，寄生虫卵検査の検出率には地域性があり，陽性者が多い地域もある。それらの地域においては，今
後も検査の実施や衛生教育の徹底などを通して，引き続き，寄生虫への対応に取り組むべきである。また，寄生虫
についての基本的な知識をまとめた資料等が必要だと思われる。

⑶ 運動器に関する検診
○現代の子供たちには，過剰な運動に関わる問題や，運動が不足していることに関わる問題など，運動器に関する
様々な課題が増加している。これらの課題について，学校でも，何らかの対応をすることが求められており，その
対応の一つとして，学校の健康診断において，運動器に関する検診を行うことが考えられる。その際には，保健調
査票等を活用し，家庭における観察を踏まえた上で，学校側がその内容を学校医に伝え，学校医が診察するという
対応が適当である。そこで異常が発見された場合には，保健指導や専門機関への受診等，適切な事後措置が求めら
れる。
○運動器に関する検診の実施に当たっては，担任，保健体育の教諭，養護教諭，学校医等に対して，整形外科医等の
専門的な立場から，研修等によって助言を得る機会を積極的に設けることが重要である。

⑷ 血液検査
○近年，子供の肥満や痩せ，生活習慣に関する課題が多く指摘されており，健康に対する意識の啓発などが求められ
ている。それらについて，学校単独での取組には限界があるため，地域住民の理解を下地に，地域全体として健康
教育に取り組むことによって，子供の健康により良い影響を与えることができうる。
○生活習慣病や鉄欠乏性貧血などの発見のために，血液検査を実施するという方法もあるが，血液検査を全国一律に
学校で行うことは困難であるため，例えば，身体測定等を活用して健康教育を進めるという方法もある。ただし，
身体測定や血液検査等によって，肥満や痩せ，検査値の異常などが指摘された子供に限らず，健康についての教育
や指導は全員に必要とされる。現在でも生活習慣病についての教育は行われているが，今後，更にそうした取組を
進めることが重要である。

２．健康診断における各分野の課題
学校における健康診断は，大きく，身体全体，眼（め），耳鼻咽頭，歯と口腔（こうくう）の領域に分けられる。
今回，特に，眼（め），耳鼻咽頭，歯と口腔（こうくう）の領域について，個別の分野が抱える課題を整理した。

⑴ 眼（め）の領域
○学校での健康診断において，色覚の検査が必須項目から削除されてから約１０年が経過した現在，自身の色覚の特性
を知らずに卒業を迎える子供が増加している。色覚による就業規制がある職業もあるため，子供たちが自身の色覚
について知っておいた方が良い。色覚の検査については，保護者や本人の同意のもとで行うことが極めて重要であ
るが，中には，色覚に関する知識が乏しい家庭もあることから，色覚検査の基本的事項について，積極的な周知を
図ることも必要ではないか。なお，実施体制については，学校医との相談の上，適切な体制を整えることが大事で
ある。
○コンタクトレンズの不適切な使用により，眼（め）の感染症などのトラブルを起こすケースが増えている。就学期
からコンタクトレンズを使用する場合も多いため，適切な使用法の周知が求められている。

⑵ 耳鼻咽頭の領域
○耳鼻咽頭領域は，高い専門性を有するため，その専門性にたけた医師が健康診断を行うことが適当。他方，医師不
足等の問題も深刻であるため，学校所在地の医師だけでは対応が困難な地域もある。今後は，地域内にとどまら
ず，地域を超えての連携も重要な課題である。
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○耳鼻咽頭領域の検診では，鼻，耳，咽頭の検査以外にも，聴覚異常や言語異常などのコミュニケーション障害を発
見するという可能性もある。耳鼻咽頭領域の検査は，子供たちが検査の指示にきちんと従うことが非常に重要であ
り，例えば，聴力や発語の検査など，子供自身の協力が必要不可欠である。そうした協力が得られにくい子供の検
査については，特段の配慮が求められている。

⑶ 歯と口腔（こうくう）の領域
○歯科検診におけるむし歯や歯肉炎等の結果を踏まえ，歯と口腔（こうくう）の課題だけではなく，子供の健康その
ものの保持増進を図るという取組が必要になってくる。すなわち，生活習慣病の予防という観点にも注目し，健康
相談や保健指導と関連させながら，歯科検診の更なる充実を図ることが必要となる。歯科検診は，「疾病発見型の
スクリーニング」ではなく「健康志向（健康増進）型のスクリーニング」であることに意義がある。
○今後は，歯列咬合（しれつこうごう）及び顎関節についても大きな課題となってくる。これらは，「食べ物を取り
込み，食べる」機能，「表情をつくり，話す」機能及び「運動を支え，体のバランスをとる」機能等に直接関わっ
ており，生活の質に関係してくるため，学校歯科医はもちろん，教諭，養護教諭をはじめとする教職員にも，その
重要性の共有が求められている。

３．いわゆる「学校病」について
○いわゆる「学校病」の制度は，法律上，感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病について定められてお
り，具体的には，授業を受けられないほどに重い症状であるにも関わらず，医療にかかることができない子供に対
しての援助という主旨で始まったと言える。そのように「学校病」が制定された当時と比べると，現在の子供の衛
生状態等は飛躍的に改善していることから，「学校病」という制度自体を再考すべきという意見もある。しかしな
がら，「学校病」の制度を利用している子供が現に存在しているのであれば，現時点において制度の中止はすべき
ではないと考えられる。
○現在「学校病」に指定されている疾病について，現状では，学習に支障を生じているとは想定しにくい疾病や，対
象者が非常に少ない疾病も含まれるが，「学校病」として利用されている実態を考慮すると，現在指定されている
疾病を削除することは望ましくないと考えられる。例えば，「学校病」で最も多い齲歯（うし）については，現在
では歯が痛くて授業が受けられないといった重い症状の子供は多くはないが，一方で，子供たちの中でいまだにり
患者が多い疾病であることを考えると，「学校病」から齲歯（うし）を削除することは望ましくないと言える。さ
らに，これらの疾病について，より具体的には，健康診断又は健康相談，保健指導などにおいて，学校医・学校歯
科医その他の医師が疾病を診断した場合に，「学校病」の対象になるものとする。また，このような「学校病」の
制度や主旨について，学校現場や医療関係者が正しく理解できるように，周知を図ることも重要である。
○近年の子供たちにみられる生活習慣病などの健康課題の中には，授業を受けられないほどに重い症状であるという
疾病は少なく，「学校病」の制度の主旨からすると，これらの疾病は「学校病」にはなじまないと言える。他方，
これらの課題に対しては，学校として何らかの形で取り組むことが求められている。疾病によっては，学校生活管
理指導表などで統一した対応を図っているものもあり，例えば歯周病や歯肉炎についても，そのような形での対応
を検討することも一案。生活習慣が密接に関わるような疾病については，日々の生活の改善が重要であるため，そ
の達成のための方策を探るべきである。
なお，子供たちの健康課題については，「学校病」に限らず，健康診断によって異常を指摘された場合には，まず
は医療機関に適切につなげることが重要。きちんと医療機関を受診することや，その後も治療終了まで通院するこ
となどが大事であることについての理解を得る必要がある。例えば，歯科保健に重点的に取り組むことで，子供や
保護者の健康全体への関心が高まったという事例もあり，そのような取組を通して，子供や保護者の健康への意欲
を高めていくことも大事である。
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1.学校における健康診断の目的と
実施経緯

わが国の学校検診は，明治２４（１８９１）年に三重県
の歯科医直邨善五郎が津市の小学校で歯の検査を行
い，児童のむし歯統計報告を行ったことが始まりと
されている１）。
学校保健については，昭和３３（１９５８）年度におけ
る学校保健法の制定および教育課程の基準として全
面的に改定された学習指導要領により，保健管理面
の活動のみならず教育を重視して取り組むことに
なった。これにより，従来の学校における予防処置
を中心とした展開から健康診断後の治療の指示に重
点を置くような方向付けに変わり，「管理と指導の
調和」が求められることになった２）。
昭和４８（１９７３）年６月に学校保健法施行令の一部
を改正する政令および学校保健法施行規則の一部を
改正する省令の施行によって，就学時の健康診断で
は「歯の疾病及び異常の有無」の検査を「歯及び口
腔の疾病及び異常の有無」の検査に改め（省令第２
条の改正），歯ぎん炎，歯槽膿漏その他の歯周疾患
等についても検査することとした（規則第１条の改
正）。児童・生徒・学生および幼児の定期健康診断
は毎年，６月３０日までに行うものとした（規則第３
条の改正）。また，学校医，学校歯科医は予診的検
査の結果および保健調査を活用して健康診断にあた

ること（規則第５条の改正）などが，文部省体育局
長により通達された２）。
文部省では昭和６２（１９８７）年４月に財団法人日本
学校保健会に対し，児童生徒等の健康診断の見直し
についての検討を委嘱して，平成６（１９９４）年４月
１２日に同会から文部省体育局長あてに報告が出され
た。そこで，この報告に対する都道府県教育委員
会，市町村教育委員会等の関係者の意見を踏まえ
て，さらに検討し，同年７月５日付けで体育局長に
最終報告を行った。平成６年７月６日には保健体育
審議会学校保健分科審議会を開き，報告内容の検討
を行い，原案通り了承された。これを受けて文部省
では平成６年１２月８日付けで省令改正を行い，平成
７（１９９５）年４月１日より施行された２）。
主な改正点として，永久歯の未処置歯を従来の４
度分類から［C］のみとし，新たに要観察歯［CO
（Questionable Caries under Observation）］を導入
した。これにより，歯牙は健全歯・要観察歯・未処
置歯・処置歯の４段階で評価することになった。新
たに設けられた検査項目の「歯列・咬合・顎関節」，
「歯垢の状態」は（０・１・２）の３段階で評価
し，これらはスクリーニングの観点から「０」は異
常なし，「１」は要観察（要注意），「２」は要治療
（要精査）の区分にすることになった。また，歯肉
の状態が「１」または「２」の者については，歯垢
と歯肉の状態を総合的に判断して「GO」（歯周疾患
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瀨川 洋 奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 教授

要 約 近年における児童生徒等の健康上の問題の変化，医療技術の進歩，地域における
保健医療の状況の変化などを踏まえ，児童生徒等の健康診断の検査項目等の見直しを行うと
ともに，職員の健康診断，就学時健康診断の様式等について，最近における状況や予防接種
法の改正を踏まえた結果を反映するため，平成２６（２０１４）年４月３０日付けで学校保健安全法
施行規則の一部を改正する省令が公布された。この改正により，学校における歯・口の健康
診断はどのように展開されていくのか。「今後の健康診断の在り方等に関する検討委員会」
が平成２５（２０１３）年１２月に公表した「今後の健康診断の在り方等に関する意見」に基づき解
説する。
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要観察者）または「G」のいずれかを記入すること
にした。なお，健康診断票はそれまでの３号様式を
廃止して，各専門医において適切に定めることがで
きるようになり，文部省から様式令が示された。さ
らに，これらの改正は昭和３３（１９５８）年に学校保健
法が制定されて以来の大きな改正であり，戦後５０年
を経て，わが国の健康管理の考えを疾病志向から健
康志向へと初めて切り替えた画期的なものと言え
る２）。
このような中，近年の児童生徒等の健康・安全を
取り巻く状況の変化に鑑み，学校保健および学校安
全に関して，地域の実態や児童生徒の実態を踏ま
え，各学校において共通して取り組むべき事項につ
いて規定し，学校の設置者ならびに国および地方公
共団体の責務を定め，併せて学校給食を活用した
「食に関する指導」の充実を図る等の措置を講ずる
ために，平成２０（２００８）年６月１８日に「学校保健法
等の一部を改正する法律（平成２０年法律第７３号）」
が公布，学校保健法から学校保健安全法に改題さ
れ，平成２１年４月１日から施行された＊１。
学校保健安全法では，学校における児童生徒等の
健康の保持増進を図るため，学校における保健管理
について定めており，学校における健康診断は，この
中核に位置する。また，学習指導要領においては，
特別活動の中で健康安全・体育的行事として位置
付けられており，教育活動として実施されるという
一面も持っている。それらのことを踏まえると，学校
における健康診断は，家庭における健康観察を踏ま
え，学校生活を送るに当たり支障があるかどうかに
ついて，①疾病をスクリーニングし健康状態を把握
するという役割と，②学校における健康課題を明ら
かにして健康教育に役立てるという，大きく二つの
役割がある。このことについて，学校関係者や保護
者の間で，共通の認識を持つことが重要である。
一般に，疾病のスクリーニングでは，その検査の
みで疾病の確定診断を行うことを目的とするものは
少ない。特に，学校における健康診断においては，
学業やこれからの発育に差し支えの出るような疾病
がないか，ほかの人に影響を与えるような感染症に
かかっていないかということを見分けることがスク
リーニングの目的となる。そのような観点からは，
学校における健康診断では，細かく専門的な診断を
行うことまでは求められておらず，異常の有無や医

療の必要性の判断を行うものと捉えることが適当で
ある。なお，子どもの健康課題は，発達段階に応じ
て異なる側面を持つため，その点についても留意す
る必要がある。また，特別な支援を要する子どもた
ちが，適切に健康診断を受診できるように工夫して
いくことも，今後の大きな課題である。
さらに，学校保健安全法施行規則の一部を改正
する省令（平成２６年文部科学省令第２１号）が平成２６
（２０１４）年４月３０日に公布され，職員の健康診断お
よび就学時健康診断票に係る改正規定については同
日，児童生徒等の健康診断に係る改正規定等につい
ては平成２８（２０１６）年４月１日から施行されること
になった（参考資料「学校保健安全法施行規則の一部改
正等について（通知）」▶特集①座談会 P.２４）。
改正の趣旨は，「近年における児童生徒等の健康
上の問題の変化，医療技術の進歩，地域における保
健医療の状況の変化などを踏まえ，児童生徒等の健
康診断の検査項目等の見直しを行うとともに職員の
健康診断，就学時健康診断の様式等について，最近
における状況や予防接種法の改正を踏まえた結果を
反映するため」，改正を行うというものである＊２。
平成６（１９９４）年に検査項目の大幅な改正が行わ
れたが，本改正に際して文部科学省は，近年の児童
生徒等の健康問題を踏まえ，今後の健康診断の在り
方について検討を行うために，平成２３年度に公益財
団法人日本学校保健会へ委託し，幼稚園・小学校・
中学校・高等学校・特別支援学校の約１万校を対象
に「今後の健康診断の在り方に関する調査」を実施
した。
さらに，調査結果を踏まえた分析および今後の健
康診断の在り方等について検討するために「今後の
健康診断の在り方等に関する検討会」（以下，「検討
会」とする。）を設置して，平成２５（２０１３）年９月
から９回にわたり，専門的見地から広く今後の健康
診断の在り方について検討を重ね，最終的には「今
後の健康診断の在り方等に関する意見」として『文
部科学省においては，本検討会の意見を踏まえ，学
校の健康診断の在り方について，更に所要の検討
を進め，適切な対応を図られたい』との旨が平成２５
（２０１３）年１２月に取りまとめられた。
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2.歯・口の健康診断の内容と留意点 3.文部科学省検討会の意見書にみる
歯科のポイント

4.歯・口の健康診断の実施体制と
事後措置

学校における歯・口の健康診断は，学校保健安全
法第２章第３節「健康診断」の規定に基づいて行わ
れる。児童生徒が健康診断の体験を通して，自分の
歯や口腔の健康状態を具体的に知り，健康の保持増
進に対する意欲を一層高めることをねらいとしてい
る。
健康診断項目としては，①姿勢，顔面，口の状
態，②顎関節，③歯列・咬合，④歯垢の付着状態，
⑤歯肉の状態，⑥歯の状態および⑦その他，本人の
気になることである。健康診断実施上の留意点とし
ては，健康診断当日の検査開始前には，関係者間で
健康診断について打ち合わせをした事項を確認す
る。また，学校歯科医は，検査の記録者と検査手順
について打ち合わせをする。個々の検査前に保健調
査票を確認して問題点等を把握して検査を行い，必
要ならばその場で学級担任を交えて指導と相談を行
うことが望ましい。その際，個人のプライバシーを
侵害しないよう，また，個人の人格を尊重するよう
十分な配慮が必要である。
器具は児童生徒の数に十分な数をそろえておくこ
とが望ましいが，そろわない場合は適切な消毒を行
う。器具の消毒は，高圧蒸気滅菌等の採用が望ま
しい３）。
また，健康診断にあたる学校歯科医が注意する事
項としては，下記の点が挙げられる。

① 手指の消毒には細心の注意を払う必要があ
る。口腔内に触れないようにミラーを２本使用
するなどの方法を採る。病的な皮膚や粘膜に触
れた場合は十分に手指を消毒した後，次の検査
に移る。
② 検査は主として視診にて行い，検査の補助器
具として探針を用いる場合は垂直的な圧力を加
えないように注意する。
③ 歯・口腔ばかりでなく，保健調査の結果や児
童生徒の態度，顔色なども注意深く観察し，疾
病や機能形態のハイリスクおよび児童虐待の疑
いの徴候を見逃さないようにする。

健康診断時における歯・口腔領域の課題として，
歯科健康診断におけるむし歯や歯肉炎等の結果を踏
まえ，歯と口腔の課題だけではなく，児童生徒の健
康そのものの保持増進を図るという取り組みが必要
である。すなわち，生活習慣病の予防という観点に
も注目し，健康相談や保健指導と関連させながら，
歯科健康診断の更なる充実を図ることが必要とな
る。学校における健康診断モデルは，疾病の早期発
見，即時治療の「疾病発見型のスクリーニング」で
はなく，疾病リスクの早期発見，疾病リスク除去の
保健教育の「健康志向（健康増進）型のスクリーニ
ング」であることに意義があり，歯列咬合・顎関節
についても大きな課題となってくる。これらは，
「食べ物を取り込み，食べる」機能，「表情をつく
り，話す」機能および「運動を支え，体のバランス
をとる」機能等に直接かかわっており，生活の質に
関係してくるため，学校歯科医はもとより，教諭，
養護教諭をはじめとする教職員にも，その重要性の
共有が求められている。

健康診断の実施体制について，検討会では，学校
における健康診断は限られた時間の中で行うことか
ら，より充実した健康診断を実施するためには，事
前の準備が重要であり，校（園）長の指導の下，保
健主事，担任，養護教諭が連携し，学校全体として
健康診断に取り組むことを求めている。
「今後の健康診断の在り方に関する調査研究（平
成２３年度）」の結果では健康診断の前に実施する保
健調査は，幼稚園を除いた小・中・高・特別支援学
校において，概ね実施されているが，健康診断時に
十分に活用されていない状況が認められた。この結
果を踏まえて，より効果的な健康診断を行うために
は，学級担任や養護教諭が事前に保健調査や学校生
活管理指導表で児童生徒の健康状態を把握し，学校
医，学校歯科医へ家庭や学校の日常の様子について
健康診断前に情報を伝達することにより，的確な診
査を行うことができると考えられる。また，健康調
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査を通じた保護者から児童生徒の健康に関する情報
の提供は，保護者の健康に関する問題意識を高め，
家庭での健康意識の向上につながる。
平成１８（２００６）年に刊行された『児童生徒の健康
診断マニュアル（改訂版）』には，歯・口腔にかか
わる保健調査の設問として，「噛むと痛い歯があ
る」，「口を大きく開けるときあごの関節が痛む」，
「あごの関節で音がする」，「歯並びで心配なところ
がある」，「毎日，歯みがきの習慣がある」，「口のに
おいが気になる」などが例示されている４）。
しかし，最近，歯並びやかみ合わせに関して児童
生徒のみならず保護者の関心が高まってきているの
に対し，「歯並びやかみ合わせに関する治療の希望」
や「不良習癖」などの設問は見受けられない。学校
歯科医は学校関係者と設問内容を事前に検討して，
各家庭における歯・口腔に関わる関心の高い項目を
盛り込む必要があると考えられる。
このような背景から，学校保健法施行規則第１１条
は，従来の「法第１３の健康診断を的確かつ円滑に実
施するため，当該健康診断を行うに当たつては，小
学校においては入学時及び必要と認めるとき，小学
校以外の学校においては必要と認めるときに，あら
かじめ児童生徒等の発育，健康状態等に関する調査
を行うものとする」から「小学校，中学校，高等学
校及び高等専門学校においては全学年において，幼
稚園及び大学」（下線部）に改められた。
健康診断の実施において，検討会では，感染症予
防やプライバシーが保護される状況を確保するため
の環境整備を求めている。その一方で，学校医・学
校歯科医による身体診察について，脱衣など診療上
必要な事項は，プライバシーの保護という観点に配
慮し，児童生徒や保護者の理解を求めていくことが
必要で，安全で落ち着いた環境，そしてプライバ
シーが守られている中で，児童生徒たちが安心して
健康診断を受けられるよう配慮することについても
求めている。
学校における健康診断では，学校が教育の現場で
あるという観点に立って，「健康診断の結果をいか
にして生徒の健康行動に結び付けていくか」が大き
な課題であり，そこに健康診断の意義がある。ま
た，健康診断の実施後は速やかに健康診断結果を分
析し，適切な事後措置を実施して，初めて，学校保
健安全法第１条の目的を達することができる。健康

診断の事後措置は非常に重要であるが，学校におけ
る健康診断においては，スクリーニングされてもそ
の後，適切な医療につながっていないケースがある
こと，また学校保健安全法では，保健指導において
保護者に対して必要な助言を行うことが求められて
いることからも，検討会では『事後措置が適切に行
われるような取組をする』よう求めている。歯科保
健においては，実際に口の中が見えることを前提と
して，歯の状態に応じたみがき方や食物摂取の在り
方等に関する指導を通じて，子どもの自己管理能力
を育てることができるなど，子どもや保護者の健康
教育にとって重要な役割を果たしている一方で，
『学校歯科検診では，むし歯だけではなく，歯周
病，歯肉炎，顎関節や歯列咬合なども留意すること
になっており，診るべき疾病が多様化している。現
代の子供の口腔内の状態も大きく変わってきてお
り，今後は，健康相談や保健指導の充実を図ること
も課題である』としている。
さらに，『健康診断に関する一連の流れにおいて，
校（園）長，保健主事，担任，養護教諭，学校医，
学校歯科医，保護者等の関係者間の連携が重要であ
る。特に，教育の専門家である教職員と，医療の専
門家である学校医・学校歯科医との関係の構築が重
要である。そのような体制の中で，健康診断やその
後の事後措置等について評価し，次の改善に生かす
という PDCAサイクルがうまく機能することが期
待される』としており，具体的には Preparation（準
備：実態等の把握，課題の焦点下）を行った上で，
Plan（計画：目標や重点の設定，計画の作成），Do
（実施：校務分掌，組織体制の整備），Check（評
価：組織的な評価と情報の共有），Action（改善：
修正，改善）のサイクルを重視し，常に見直し，改
善していくことが大切である５）。実施に際しては，
校（園）長，保健主事，担任，養護教諭，学校医，
学校歯科医等を含めて，役割分担を明確化しておく
ことが求められる。
また，学校歯科医は，歯科保健を含む健康教育さ
らには学校教育全般の課題解決や取り組み改善に
「専門的な立場」と「学校の非常勤特別職員」とし
て幅広くかつ積極的にかかわることが期待されてい
る。その期待に報いるためには学校における歯科健
康診断に従事することのみならず，養護教諭と連携
して，より効果的な保健教育を実践するための機会
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を作ってもらうと同時に，実施に際しては保健教育
についてポイントを絞り，講義時間を遵守すること
が大切である。

前述のように，平成２６（２０１４）年４月３０日付けで
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が公
布された。今後，『児童生徒の健康診断マニュアル
（日本学校保健会発行）』や『学校歯科医の活動指
針（日本学校歯科医会発行）』の改訂に向けた作業
が行われる。日本学校歯科医会では学校歯科医生涯
研修制度として，「全ての学校歯科医が歯科医師と
しての専門性を活かしながら教育者としての資質を
備え，積極的に学校歯科保健活動を推進し，生涯に
わたってその資質の維持と向上を図り幼児，児童生
徒の歯・口腔の健康増進に貢献すること」をこの制
度の目的に掲げ，平成２１（２００９）年４月より基礎研
修会を全国で実施している。また，平成２５年度から
は基礎研修会に続き，より実践的な内容について研
修する専門研修も始まった。研修会を通じて，学校
保健安全法施行規則の改正点の周知が図られること
を期待している。
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1.はじめに

2.青森県の健康課題

3.健康あおもり２１

現在わが国の社会保障費は毎年１兆円ずつ増加
し，２０１４年には初めて３０兆円を突破する。このよう
な環境の中で日本が発展を続けるためには，健康寿
命を延伸しなければならない。健康寿命とは「日常
的介護を必要としないで自立した生活ができる生存
期間」を意味する。
厚生労働省は２０１０年に日本人の健康寿命の推計値
を男性７０．４２歳，女性７３．６２歳と公表した。同年の平
均寿命（男性７９．６４歳，女性８６．３９歳）と比較すると，
健康寿命は平均寿命より男性は約９年，女性は約１２
年短い。この期間が，自立して生活できない年数に
なる。
歯科界の進むべき方向性は，健康寿命の延伸とい
う国策に沿った歯科医療政策を充実させることにあ
る。政府は今年度医療費の支出抑制を目的に，社会
保障制度改革推進本部を立ち上げ，都道府県ごとの
医療費支出目標を設定することを検討する方針を固
めた。

日本人の長寿，青森県民の短命の分析から明らか

なことは，「喫煙」「肥満」「多量飲酒」が平均寿命
に大きな影響を与えているということである。
日本は世界一の長寿国であるが，その理由はわが
国の医学や医療のレベルの高さだけではない。強い
経済力の支え，国民の健康への関心の高さ，医療・
保険制度の整備など総合的，社会的ないろいろな要
素が絡み合って成し遂げられるものである。「喫煙」
「肥満」「飲酒」は負の生活習慣であり，生活習慣
が悪い都道府県ほど平均寿命が短くなるということ
になる。とすれば生活習慣の改善，つまり予防とい
う対策は極めて重要であると言える。このことに関
する指針は，平成１３年国の「健康日本２１」を受け，
青森県の健康増進計画として示された「健康あおも
り２１」に集約されている（図１）。

平成２５年度は，今後１０年間の県民健康づくり運動
の指針となる「健康あおもり２１（第２次）」１）がスター
トした。青森県は男女とも全国最下位の短命県であ
る（男性７７．３歳，女性８５．３歳，平成２２年調査結果）
ことから，本県の健康寿命の延伸が最重要課題と
なっている。健康寿命に係る課題に対応するため，
県健康増進計画を策定するにあたり「健康あおもり

生きる力をはぐくむ
「健康教育」の実践を目指して

髙瀨厚太郎 （一般社団法人）青森県歯科医師会理事 学校歯科委員会 委員長
青森県むつ市立第一田名部小学校 学校歯科医

要 約 日本の社会保障制度の健全な発展のためには，国民の健康寿命の延伸が必要条件で
ある。
青森県は男女とも平均寿命全国最下位であることから，「健康あおもり２１（第２次）」では

健康寿命の延伸が最重要課題であり，専門部会がそれぞれ「現状値」から健康度向上のため
「目標値」を定め，目的達成に向け事業を展開していくことになる。
平成２５年度の歯科保健統計から，１２歳児のDMF歯数は全国平均１．０５本に対し青森県平均

は１．４７本と格差は埋まっていない。肥満傾向児出現率も県内すべての地区で全国平均を上
回っており，子どもたちの生活習慣の改善と学校での健康診断の事後措置の在り方を再検討
し，保健学習と保健指導の更なる充実を考えなければならない。
青森県歯科医師会は，う歯被患率の軽減と地域格差の解消を目指し，医科・歯科のみなら

ず多職種協働で子どもたちの健康を考えていこうと思っている。

特集② 学校における歯科健康診断 ～健康教育にどう活かすか～ 【学校現場の立場から】
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２１専門委員会」を設置している。委員会は次の４専
門部会で構成される。
１）栄養・運動部会
２）糖尿病・循環器病・がん・たばこ部会
３）こころ・アルコール部会
４）歯科部会
４部会の委員は医師・歯科医師をはじめ各分野の
学識経験者で構成され，県健康増進計画の策定に係
る提言及び評価を行うものである。筆者は歯科部会
の委員として学校歯科保健の立場で参加している。
健康にかかわるデータは，都市型・地方型だけで
は評価できず，さまざまな要因が複合的にかかわり
合い，成り立っている。健康事業を策定する上で最
も大事なことは「目標」を掲げることである。特に
集団的な健康調査の場合，「現状値」と「目標値」
の比較は，データの分析と評価，その後の施策を立
案する上で重要である。
学校における健康診断についても同様であり，健
康診断後のデータの分析と追跡調査が可能な点で
は，これを健康志向へ活用することにより対策が明
らかになってくる。

わが国の幼児児童生徒の歯・口の健康づくりは，
これまで小学校を中心にむし歯予防に成果を上げ，
むし歯は減少を続けている。しかしながら近年，歯
周病や咀嚼・摂食などの口腔機能の未発達など新た
な課題が指摘されている。とりわけ長年の生活習慣
の積み重ねによって起こる歯周病等の生活習慣病の
予防は，国民的な課題でありその性格上小学校のみ
ならず幼稚園，中学校，高等学校，特別支援学校も
含めた連携と継続的指導が求められている。
また平成７年度より導入された「CO」「GO」該
当者の教育・管理の在り方にも課題が残されてお
り，学校での対応と家庭・地域医療機関と連携した
事後措置の在り方についても具体的に研究を進める
必要がある。
平成２１年より学校保健法が学校保健安全法に改正
されたことに伴い，養護教諭やその他の職員が連携
を強くしたうえでの健康観察，健康相談，保健指
導，あるいは地域との連携が明確に位置づけられ
た。このような法的背景の変化により，学校におけ

図１ 健康あおもり２１（第２次）概念図
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5.学校歯科医としての取り組み

6.学校における歯・口の健康診断

る学校歯科医の職務は多様化されたと同時に，多職
種との連携が重要になったと言える。

１）むつ市の概要
筆者の居住するむつ市は，本州最北の市で国定公
園下北半島に位置し，むつ湾と津軽海峡に面し下北
地方の中核都市である。人口およそ６１，０００人で農漁
業の一次産業が盛んで，日本三大霊場の恐山をはじ
め温泉にも恵まれた自然豊かな土地である。筆者が
学校歯科医を務めている，むつ市立第一田名部小学
校は市の中心商業地域に位置している。

２）むつ市立第一田名部小学校の沿革
明治６年開校で，平成２５年に創立１４０年周年を迎
えた。児童数４２０名，クラス数１５，うち特別支援２
である（平成２６年５月現在）。

教育目標 進んで学ぶ子・思いやりのある子
明るく元気な子

健康診断は，子どもが自分の健康状態を理解する
とともに，保護者や教職員がこれを把握して適切な
指導や事後措置を行うことにより，子どもの健康の
保持増進を図るものである２）。
１）歯科健康診断の実際
⑴実施計画の立案

定期健康診断は，学校保健計画の重要な行事で
あることから，年度初めに健康診断と歯科講話の
日程を養護教諭と相談の上決定している。検査会
場は日照や騒音に配慮して新校舎二階の特別活動
室に設定している。
⑵事前の準備と実施の手順
養護教諭が会場の準備と器具，健康診断票の確
認をする。むつ市教育委員会は，スタンド型照明
灯，ミラー・ピンセットなどセンター方式で準備
している。探針については，自院よりボールポイ
ント探針を持参している。児童の誘導と「頭支
え」は学級担任が担当するが，「頭支え」をして
もらうことにより，その場で気がついたことを即
聞くことができる利点がある（図２）。
⑶保健調査
歯・口の健康診断を円滑に実施し，児童の健康
状態をより的確に把握するために，本校では「顎
関節についての調査」を事前に実施している（図
３）。

２）健康診断の事後措置
健康診断は，事後措置が十分に行われて初めて意
義のあるものとなる。「健康診断結果のお知らせ」
を出すだけでなく，その結果を子どもが自分の健康
課題と捉えて自分で解決する力を身に付けるように
支援することが必要である。さらには健康診断結果
を活用した健康教育へと発展させ，子どもが健康の
大切さを認識して，より健康な生活を送るための実
践力を培えるよう，保健学習や保健指導につなげる
ことが重要である３）。

図２ 歯科健康診断のようす 図３ 保健調査票
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歯科健康診断の結果，未処置歯のある児童が
受診した割合

平成２１年度 ２５．３％
２２年度 ２７．２％
２３年度 ４６．７％
２４年度 ４６．３％
２５年度 ４３．９％

３）長期休暇の対策
健康診断の結果を記入した「健康カード」（図４）
は，夏休みと冬休みの長期休暇前に「保健だより」
と「すくすくカード」（図５）を一緒に配布して保
護者の健康への意識付けを図っていけるようにして
おり，休み明けには保護者からの欄に一言コメント
を書いて提出してもらうように指導している。
「歯・口の健康診断結果と受診のおすすめ」（図
６）は保護者に結果を通知し，特に「CO」「GO」
「歯列・咬合」「顎関節」などの要観察状態にある
者には注意喚起して家庭，学校においても保健指導

が必要であることを理解してもらうことにしてい
る。
治療勧告され，治療によってのみ疾病の進行が止
められると判断された場合は，保護者に治療すべき
内容を示し，受診を勧めるようにしている。治療が
行われた場合は，歯科医師に結果を記入してもら
い，学校に提出するように指導している。
本校の場合，受診が必要と判断されても未受診者
が多いことから，冬休み前に再度「受診のおすす
め」を通知することにより，平成２２年から２３年の間
に受診率が上がった。

長期休暇中は，生活のリズムが崩れがちになり食
生活や食後の歯みがき，夜更かしなど健康意識が希
薄になり，生活習慣全般に乱れが生じることが予想
されるので注意が必要である。そのため，６月と１１
月の休暇前に「歯・口の健康講話」と「歯みがき指図４ 健康カード

図５ すくすくカード 図６ 歯・口の健康診断結果と受診のおすすめ
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7.歯科保健調査から見えてくるもの

導」を可能であれば学校参観日に実施することにし
ている。

４）親子で健康について話し合う
子どもと保護者が一緒に学習することで，講話の
内容や正しい歯みがきの方法を家庭でも話題にし
て，健康についての意識を家族全員で共有すること
が狙いである。そのためには，講話の内容も，イラ
ストを用いたり，親子でクイズやパズルなど様々な
教材を工夫して楽しく学習してもらえるように心が
けている。

平成２５年度の歯科保健調査によると，１２歳児の
DMF歯数は年々減少傾向が続いており，全国平均
では１．０５本となっている。青森県も減少傾向は続い
ているものの，１．４７本と依然として全国との格差は
埋まっていない（図７）。
県内市町村の１２歳児DMF歯数でみると，１市２
町２村でDMF歯数１．０本以下（０．２７～０．８３本）を
示しているのに対して１町２村で３．６本以上と地域
格差が大きい。
本校での定期健康診断の結果から１～４年生まで
は１．０本以下で推移しているが，５年生では男女計

で１．４９本（県０．８６本），６年生では１．３５本（県１．０５
本）となっており，いずれも県平均を上回ってい
る。故にこの時期での事後措置，保健学習と指導
が重要と言える。また，全学年のCO所有者率は
３９％，GO・G所有者率も１６％といずれも高い率を
示している。
歯列・咬合の要観察者の割合も高く，課題は多
い。う歯被患率を県内地区別で比較すると，東青，
三八，上北地区が低く，西北，むつ市を含む下北地
区は各年齢別でも高い率を示している（図８）。

図８

図７
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8.肥満傾向児出現率との関連

9.健康課題と対策

この傾向は，肥満傾向児出現率と相関しており，
本校全児童の肥満傾向児出現率は１９．３％（男子
２１．３％，女子１７．４％）と全国平均より１０ポイント近
く高くなっている。
青森県の肥満傾向児の割合も学齢期の各年齢で全
国上位に位置している。県内とりわけ下北地区の割
合が高い傾向は，看過できない問題である（図９）。

１）年間の保健教育の取り組み
口腔内環境の改善や肥満率減少など，本校の健康
課題への取り組みとして，以下が挙げられる。
⑴おやつの取り方 １年生と保護者対象
⑵メタボ改善教室 ４年生

（講師 青森県立保健大学）（図１０）
⑶給食試食会 保護者対象（講師 栄養士）
⑷保健指導 ３年生（人間のからだ）
⑸歯科講話・ブラッシング指導 ５年生

（学校歯科医・歯科衛生士）（図１１）
⑹学童歯みがき大会参加 ６年生（図１２）

図９

図１０ 清涼飲料水の糖分量の測定

図１１ 歯科講話とブラッシング指導
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10.青森県下での取り組みと課題

１）青森県歯科医師会の取り組み
青森県歯科医師会として，これまでも子どもたち
の健康課題について協議を重ねてきた。そして，疾
病予防と生活習慣の改善に重点を置いた事業を展開
してきた。平成２２年度より青森県学校歯科保健研究
大会のメインテーマを「児童・生徒の生活習慣病を
口腔衛生の立場から考える」と定め，医科・歯科・
養護教諭を中心に学校関係者のそれぞれの立場から
の提言，情報の提供と意見交換を行ってきた。
その中から，子どもたちの生きる力をはぐくむ学
校での歯・口の健康づくりの課題がいくつか見えて
きた。一つは学校での「歯科健康診断の事後措置」
であり，そして「健康教育の実践と啓発」である。

２）多職種協働による健康教育
つまり，子どもたちの健康課題について歯科だけ
でなく多職種協働・連携で考えて行こうというもの
である。この考え方は，２０２５年にわが国が直面する
超高齢者社会を控え，在宅医療の充実と重点化・効
率化・地域包括ケアシステムを実効性のあるものに
するため，地域の医療・福祉に携わるあらゆる職種
の協働連携により支えて行こうとする趣旨４）と似て
いる。いまや在宅医療は，かかりつけ医一人で完結
できるものではないように，学校・家庭・学校医，
学校歯科医など学校保健にかかわる「多職種協働」

で子どもたちの健康を考えなければならない。

３）寿命対策は生活習慣病対策
弘前大学医学部社会医学講座の中路重之教授によ
る岩木健康増進プロジェクト（平成１７年より開始，
今年で１０年を迎える。研究対象者は弘前市岩木地区
住民８００～１，１００人で健康調査）の中での「口腔環境
と全身健康度の関連性に関する研究」５）によると
⑴ 口腔内健康と年齢，BMI，運動，喫煙，歯み
がきのライフスタイル（運動習慣，歯みがき習
慣，肥満）には有意な関連がみられた。
⑵ 残存歯数や刺激唾液量で評価される口腔内環
境の悪化は皮質代謝異常ならびに血圧・動脈硬
化指数（PWV）・好中球活性酵素種産生能の
低下と有意な関連が認められた。
⑶ 残存歯数が多いほど骨密度も高い傾向がみら
れた。
このように，口腔内環境の保持が全身の健康度に
大きな影響を持つというデータが蓄積されつつあ
る。歯・口腔は目で確認できる数少ない臓器の一つ
であることと併せ，今後歯科と医科の連携により健
康対策，医療ひいては寿命延伸対策が取り組まれる
べきと考える。

４）児童生徒の健康管理と情報の活用
青森県歯科医師会学校歯科委員会は，これまで
文科省の統計による全国と県内市町村別の１２歳児

図１２ 学童歯みがき大会
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11.まとめ

DMF歯数を公表してきたが，青森県教育委員会は
平成２４年度より，学校における健康診断のすべての
データを年齢別（６～１７歳），校種別，市町村別，
地区別に統計化し今後の保健教育，研究に寄与する
ことを目的にした。これによりこれからの学校保健
の指針となり，更にきめ細かな対策が取られるもの
と期待される。

５）幼児～就学前の歯科健康課題
青森県市町村別う歯有病状況調査（平成２４年度）
によると，一人平均むし歯数では青森県は１歳６か
月児で０．０９本と全国平均（０．０６本）より約１．５倍，
３歳児では１．２０本と全国平均（０．６８本）より約１．８
倍多くなっている。
これを都道府県別にみると，１歳６か月児で４１
位，３歳児は４４位と低迷している。
う歯有病者率でみると，青森県は１歳６か月児で

３．００％と全国平均（２．０８％）より約１．４倍，３歳児
では３１．９４％と全国平均（１９．０７％）より約１．７倍多
くなっている。都道府県別では１歳６か月児で４１
位，３歳児は４６位となっている。
健康あおもり２１（第２次）では，３歳でう歯がな
い者の割合を平成２７年度，７０％以上を目標値に据
え，平成３２年度は９０％を目標としており，現時点で
改善はされてはきているが，目標未到達傾向にある
としている。
一方，１２歳児の一人平均う歯数では，現状値の１．４７
本から平成３２年度１．０本未満を目標値として定め，
目標到達傾向としているが，今後地域格差の解消が
できるか否かが重要なポイントである。

健康とは豊かなライフワークを送るための財産で
あるとすれば，将来健康寿命を延伸させるための方

策を実行，継続していかなければならない。そのた
めには予防医学すなわち，生活習慣病の要因となる
ものの見直しである。
学校における健康診断はそのための動議づけであ
り，だからこそ「事後措置」が的確に行われること
が重要である。
男女とも平均寿命全国最下位の青森県は，がん・
成人病対策はもとより，子どもの頃からの家庭・学
校・地域を包括した食育，肥満傾向児対策，う歯被
患率の軽減など生活習慣を柱とした「健康教育」の
普及，啓発が急務でありそれが後に健康寿命の延伸
に繋がると確信している。
全国と県，地区別の健康調査の統計から見えてく
るものは，「健康度の格差」である。親の健康に対
する意識の希薄さ，ひとり親家庭の存在，家庭の経
済力など社会的環境も無関係ではない。しかし，学
校における教育はすべての子どもに平等であり，で
あればこそ学校における「保健学習」と「保健指
導」をさらに充実させることで，少しでも格差を解
消できるのではないかと考えている。
健康あおもり２１が掲げる「目標値」の実現のため
に，行政の力強いリーダーシップのもと学校関係
者，学校医，学校歯科医など多職種協働連携で取り
組んでいかなければならない。
すべては心身ともに健康な子どもたちのために

参考文献
１）青森県：健康あおもり２１（第２次），２０１３．
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４）日本医師会：かかりつけ医の在宅医療 超高齢者社
会－私たちのミッション，２０１３．
５）青森県教育委員会，一般社団法人青森県歯科医師
会：平成２４年度青森県学校歯科保健研究大会（抄録），
２０１２．



１．はじめに

日本学校歯科医会では，平成２５・２６年度に新規の
三つのモデル事業，すなわち「私立学校における歯
科保健活動推進モデル事業」，「食育と口腔機能健全
育成に関するモデル事業」，「歯・口の外傷予防と
安全教育の推進に関するモデル事業」を立ち上げ，
実施している（事業実施期間：平成２５年４月１日～
平成２７年３月３１日）。
当事業は，本会が指定する加盟団体ならびに教育
委員会を通じて実施することとして，加盟団体・教
育委員会から推薦されもしくは本会が選定した学校
に委嘱するもので，選定の結果，１モデル事業につ
き各２校が委嘱校に決定した。
平成２６年５月２８日には，本会役員のほか，該当す
る加盟団体・教育委員会・推進校等の事業関係者に
よる「平成２５・２６年度モデル事業推進会議」を開催
し，各推進校の紹介ならびに事業に関する討議を
行った。

２．三つのモデル事業

１）私立学校における歯科保健活動推進モデル事業
＜実施校＞
・東京都 菅生学園初等学校
・愛知県 学校法人妙覚寺学園 白鳥幼稚園
＜趣 旨＞
学校歯科保健の目的は，子どもが学習によって健
康の大切さに気づき，歯みがきや食などの生活習慣
を主体的に改善し，自律的な健康管理を行い健康な
生活を実現していくことにある。これは公立学校だ
けでなく私立学校に在籍する幼児，児童生徒にとっ
ても同様である。近年，子どもたちを取り巻く環境
の変化は著しく，それがために健全な成長発達に少
なからず影響を及ぼしている現状を改善することは
急務である。私立学校においては建学の精神を尊ぶ
ことから，公立学校のように一律に教育方針や教育
内容を統括することができないので，今まで日本学
校歯科医会としては学校歯科保健活動にかかわる事

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

各各種種モモデデルル
事事業業ににつついいてて

―３事業の取り組み―

執行部の立場から

（一社）日本学校歯科医会 常務理事
（各種モデル事業推進委員会担当）

是澤 恵三
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業展開を調査研究する委員会を立ち上げ，検討して
きた。その結果を踏まえて，今回「学校歯科保健の
事業展開」に取り組むことを目的として当モデル事
業を実施する。

２）食育と口腔機能健全育成に関するモデル事業
＜実施校＞
・長野県 松本市立梓川小学校
・静岡県 沼津市立長井崎中学校
＜趣 旨＞
歯・口は「食べる」「話す」など人が生きていく
ための大切な器官であり，なかでも，健康の源でも
ある「食」に関する機能は生きるうえでの基本でも
ある。また，心身の健康の基盤である適切な食習
慣，食行動を築くためにも重要であり，学校での
歯・口のづくりでは，食べ方（とくに咀嚼）の発達
支援，五感で食べ育む体験的学習，間食・食事指
導，窒息・誤嚥予防の食べ方指導などを「食教育」
として健康教育活動の一環として進めていくととも
に，口腔機能の健全な育成を支援していくことが，
子どもの生涯の健康管理にとって不可欠である。
歯・口の健康づくりに関する学習を通じて，自らの
健康課題を発見するとともに，「食」を含めた生活
習慣を主体的に改善し，自律的な健康管理を行いな
がら健康な生活を実現していく資質と能力を育むう
えでも，食育を推進していくことが重要である。
よって本会は，食育の推進を図るために学校での
歯・口の健康づくりを通じて子どもたちのQOLを
向上し，確かな健康観を確立するとともに，生涯を
通じて健康を保持増進し，健康な生活ができる資質
や能力の育成に資するために，当モデル事業を実施
する。

３）歯・口の外傷予防と安全教育の推進に関する
モデル事業
＜実施校＞
・埼玉県 さいたま市立土合中学校
・大阪府 松原市立松原第四中学校
＜趣 旨＞
学校歯科保健の目的は，子どもが学習によって健
康の大切さに気づき，歯みがきや食などの生活習慣

を主体的に改善し，自律的な健康管理を行い健康な
生活を実現していくことにある。近年，学校保健統
計調査にも表れているようにむし歯が減少している
ものの，口腔の機能面や歯肉炎の増加などの課題が
指摘されており，また，学校現場における歯・口の
外傷事故の割合も依然として高く，文部科学省発行
の学校歯科保健参考資料『「生きる力」をはぐくむ
学校での歯・口の健康づくり』においても，学校で
の転倒や衝突による事故の防止や体育・スポーツ活
動での外傷の予防に努めることが，子どものQOL
の向上，健康な生活の実現にとって大切であること
が記されている。
よって，本会は学校におけるマウスガードの普及
を含めた歯・口の外傷予防等にかかわる具体的な取
り組みについて調査研究を進め，学校歯科保健を通
じた安全教育のさらなる充実と子どもの生きる力の
育成に資することを目的として当モデル事業を実施
する。

３．事業の流れ

実施にあたって，本会は委嘱校に対して単年度２０
万円（２年間の事業期間で４０万円）を上限とする事
業経費を負担する。
委嘱を受けた学校は，本会が定める様式にて平成

２５年１１月１５日までに「事業計画書ならびに事業予算
書」，また平成２６年３月末までに「事業中間報告書
ならびに平成２６年度事業予算書」，平成２７年２月末
までに「事業報告書ならびに予算書」を作成し，本
会に提出することになっている。
平成２６年７月末現在，事業中間報告書・平成２６年
度事業予算書ならびに「歯・口の外傷予防と安全教
育の推進に関するモデル事業」の実施前アンケート
が事業実施校より提出され，いかにこれらの資料を
今後生かしていくかについて，各種モデル事業推進
委員会にて検討を行っている。
また，今年度末には３事業の２年間の取り組みを
もとに報告書をまとめ，本会加盟団体に配付する予
定である。

日学歯広場 執行部の立場から
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１．はじめに

本校は，「生涯にわたり健康を保持増進しようと
する生徒の育成」を主題として，三つの歯科保健目
標に基づき，歯・口の外傷予防と安全教育の推進を
図っています。
【本校の歯科保健目標】
○歯や口についての健康の重要性を認識し，関心を
高め，自主的に健康な生活を送る。
○けがの予防に努める
○う歯の早期治療

２．外傷予防と安全教育の
モデル事業

１）事業推進にあたって
「歯・口の外傷予防と安全教育の推進に関するモ
デル事業」について，歯科医師会等と連携を図り，
研究を円滑に進めるための調整や校内組織の整備，
調整と以下の各分野に取り組んでいます。

①研修・講演等による校内研修
教職員が，「歯・口の外傷予防と安全教育の推
進に関するモデル事業」について共通理解を得る
ための研修を企画し，運営しています。
②アンケートに基づく意識の変容による健康教育
「歯・口の外傷予防と安全教育の推進に関する
モデル事業」にかかわる健康課題について，取り
組み前後で生徒，保護者，教職員の意識がどのよ
うに変化したかを調査し，保護者や生徒向けの講
演や学校保健委員会等の発表の場を企画・運営し
ています。
③外傷発生状況の調査および安全教育
本校の外傷（一般／歯・口）の発生状況を調査
し，外傷予防の手立てを探ることを目標にしてい
ます。
④歯・口の外傷予防による部活動への取り組み
部活動に参加している生徒（野球部員）にマウ
スガードの装着を体験させ，生徒や保護者が歯・
口の外傷予防と安全教育に関する意識の向上が図
れたかどうかを検証します。

以上の研究推進課題をとおして，本校の歯科保健
目標である「けがの予防に努める」ことを目指すと
ともに，「安全確保の目的のためのマウスガードの
使用」としてマウスガード作製実習を実際に生徒に
体験してもらうことにより，さらに意識を深めるこ
とを目的としました（表１）。

表１ 歯・口の外傷予防に関する実施計画

平成２５年度

８月 調査用紙の作成・検討
１０月 アンケート実施 ①

（集計・分析・考察 ①）
１１月 マウスガード実践準備
１２月 マウスガード作製・装着実施

（専門医による説明・指導等）

平成２６年度

５月 マウスガード活用報告
７月 マウスガード装着実施
９月 アンケート ② 実施
１０月 集計・分析・考察 ②

にち がく し ひろ ば

今号のテーマ

各各種種モモデデルル事事業業にに
つついいてて

―３事業の取り組み―

日 学 歯 広 場

実施校の立場から

埼玉県さいたま市立土合中学校
（歯・口の外傷予防と安全教育推進に関する

モデル事業実施校）
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２）マウスガード作製実習
マウスガード作製実習では，むし歯のない野球部
員４６名を対象として，本校の学校歯科医および県歯
科医師会の先生方のご指導により，既製のマウス
ガードを使用した作製実習を行いました（図１・
２）。
今回の実習は，あくまでも個人が作製する（でき
る）ためのマウスガードであるので，マウスガード
周囲の調整や咬み合わせの調整に関しては，基本的
に考慮しないという点に留意して，作製を行いまし
た。
後日，希望者（１０名程度）を対象にカスタムタイ
プのマウスガードを作製し，装着感，使用感を比較
する予定です。中学校１・２年生では乳歯の残存も
あり，永久歯への影響も考慮しなければなりません
が，将来の安全確保の目的のためのマウスガード使
用という啓発の意味でも，よい実習となりました。
この実習を踏まえて，後日開催された学校保健委
員会において「生徒の健康課題に対する本年度の取
り組みを報告し，広く意見を得て健康教育に活か
す」という目的のための一項目として，マウスガー
ドに関する生徒の研究発表が行われました。

３）学校保健委員会における研究発表（マウスガー
ドについて）
生徒自ら精力的に，マウスガードに関する調査を

行い，下記の項目について，スライドを用いたわか
りやすい丁寧な発表を行いました。
・マウスガードの目的・効果
・材質・種類（呼び方）
・ケアの方法
・歯や口のけがの種類

さらに，県歯科医師会学校歯科部の先生による
「中学生時における歯のけがの予防と健康について」
と題する講話も行われました。質疑に関しては，教
員からの積極的な質問等，学校における安全教育の
一環としてのマウスガードに対する理解が深まって
いるように感じました。マウスガードに関する教職
員・生徒への意識の導入，理解の第一歩として，生
徒による作製実習が活かされた結果となりました。

３．事業のまとめに向けて

マウスガード作製実習を終え，今秋には歯・口の
外傷予防に関する２回目のアンケート調査を実施
し，その集計結果について考察を行う予定です。
また，年度末には，生徒・保護者・教職員の意識
の変容等，このモデル事業の成果を分析し，次年度
の学校保健計画や本校における今後の安全教育に活
かしていきたいと考えています。

図１ パワーポイントによる講義 図２ マウスガード実習説明

日学歯広場 実施校の立場から
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１．はじめに

大蔵村は山形県の北部に位置し，月山・葉山山系
に属する山間地帯で８５％が林野で占められ，積雪は
平均２メートルを超える。２７の集落が点在してい
る緑豊かで，のどかな地域であるが，高齢化率は
３０．３％と高い状況にあり，子どもたちは，３世代・
４世代家族の中で育っている環境である。村の医療
機関は村立診療所が１か所で，歯科が併設されてお
り，保健・医療・福祉が連携して地域医療を進めて
いるところでもある。
本校は平成２１年に統合し，１村１校となり６年目
を迎えている（図１）。教育目標として「いのち輝
く 健やかな子どもの育成～まなび合う子・たすけ
合う子・きたえ合う子～」を掲げ，保・小・中連携
のもと教育活動を実施している。現在児童数は１６５
名，９学級，（普通６，情緒１，知的１，病弱１）
である。県内でも有数の広い学区のため，遠距離を
バスで通う児童が多く，通学のため毎日バス８台が
運行している。

２．大蔵小の学校保健

１）保健教育
現在，山形県第５次教育振興計画に基づき「いの
ちの学習」を進めている。さらに「早ね・早起き・
朝ごはん・食後の歯みがき，テレビ・ゲームのお約
束」をスローガンに学校・家庭・地域連携のもと，
良い生活習慣形成の習得を図っている。村ではその
取組ポスターを作成し，全戸配布した（図２）。

２）保健指導
本校では病弱学級があることから，学校感染症の
早期発見のため健康観察の強化と欠席している児童
の事由把握を心がけている。また，環境衛生検査に
ついても水質・照度・空気等の定期検査は欠かさず
実施している。身長と体重のバランスが気になる児
童には体重の計測を行い，運動や飲食について個別
指導も行っている。

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくり
―学校歯科医・家庭・地域と連携した歯科保健活動を通して―

研 究 発 表

山形県大蔵村立大蔵小学校

養護教諭 阿部隆子

図２ 生活習慣形成ポスター図１ 大蔵小学校校舎
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平成１１年 大蔵村がヘルシーティース事業の実施
「歯科保健推進協議会」設置

平成１４年 村養護教諭部会が「歯の健康ノート」
を作成し，活用を開始

平成１５年 歯科保健目標の設定
１２歳児のDMFT指数２．５以下
歯肉の状態（１・２）指摘２０％以下

平成１６年 「歯と口の指導計画」作成
学校歯科医による歯科講話開始

平成１７年 歯科保健指導計画に添った指導と給
食後の歯みがきダブルブラッシングの
開始

平成２１年 生活リズム改善運動の開始
平成２２年 学校歯科医による教職員研修の開始
平成２４年 生活リズム改善運動ポスターの全戸

配付
平成２５年 歯科保健目標改定

１２歳児のDMFT指数０．３以下
歯垢・歯肉の指摘１０％以下

「ヘルシーティース事業」の実施内容
＜歯科行動目標＞
・夜の歯みがきを毎日する‥‥‥‥目標 １００％
・夕食後のおやつは食べない‥‥‥目標 ７５％
・約束を決めておやつを食べる‥‥目標 ８０％
・仕上げみがき（毎日する＋時々する）

１・２年‥‥‥８０％ ３年‥‥‥７０％
高学年は声をかけて確認する‥‥‥５０％

・定期的な歯科受診‥‥‥‥‥‥‥目標 ８０％

３）大蔵村との連携
大蔵村では，十数年前は乳幼児のむし歯罹患率に
おいて全国ワースト１だったことをきっかけに，地
域ぐるみで「歯と口」の健康に取り組んできた。
これまでの村全体での取り組み経過は，以下の通
りである。

① 平成１１年度県のモデル事業として「歯科保健
推進協議会」を設置し，村の現状と課題の把握
を行い，みんなの力で改善していくことを確認
し，目標値を設定して取り組み，現在に至って
いる。
② 食生活改善推進委員会を中心に幼児のむし歯
予防をめざした「おやつ対策」の取組を実施。
③ １～４歳まで年４回の歯科健康診断・保健指
導・フッ化物塗布の実施。
④ 乳幼児歯科健康手帳の活用。
⑤ 村の防災無線による「おやつ注意報」の呼び
かけ。

このような村の取組で，３歳児のむし歯の一人平
均本数が２年で４．６本から１．８本に減少し，現在は
０．８本まで減少している。

３．本校の歯科指導

１）歯科保健目標
～食後の歯みがきからひろがる
健康的な生活習慣を身につけた子どもの育成～
目標値：DMFT指数０．１以下，歯垢・歯肉で指摘

される児童１０％以下に設定。

２）学校歯科保健に関連した表彰の主なあゆみ
平成１８年度 山形県よい歯の学校優良校
平成１９～２１年度 山形県よい歯の学校優秀校
平成２２年度 山形県よい歯の学校最優秀校
平成２３年度 山形県よい歯の学校モデル校
平成２３年度 ヘルシースマイル校
平成２３年度 むし歯予防標語 最優秀賞
平成２４年度 全日本学校歯科保健優良校表彰

優秀賞（文部科学大臣賞受賞）
平成２５年度 山形県よい歯の学校優秀校

ヘルシースマイル校

３）学校歯科保健全般の取組
① 保健教育

＊歯科行動目標の設定

② 保健管理（歯の健康ノートの活用）

・歯の健康ノートは職員室で一括管理し，定期お
よび臨時の歯科健康診断時に使用する。
・記入された健康診断結果を，家庭へのお知らせ
に使用する。
・歯科保健学習で資料として使用する。学習記録
や学習プリント（図３）を添付し，学習内容が
分かるようにしている。
・歯科の受診記録，歯科医の指導が記入されてい
る。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●研 究 発 表
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図６ 大蔵村の「歯と口の保健指導計画」

・学校と各家庭，歯科医との連携が図られる。
・村内小・中学校で使用する独自のノートであり，
学校と各家庭，そして歯科医と連携を図ること
ができるようにそれぞれに記入欄が設けられて
いる。また，歯科健康診断時の利用や定期受
診・通院時には歯科診療所に持っていくなど，
「一人ひとりの歯科手帳」になっている（図４）。
③ 組織活動

学校保健委員会を年２回開催している（図５）。
「学校保健委員会だより」は年２回以上発行し，
話題を共有できるようにしている。学校保健委員
会の話題については，授業参観後の学級懇談や
小・中合同の地区懇談会の席で，委員（保護者）
に紹介していただき，課題の共有化や小・中の活
動内容の共通理解を図っている。
④ 学級活動における歯科保健の取組

村の「歯と口の保健指導計画」に基づく系統的
な指導を年２回，６月と１１月にT・Tで実施して
いる。村の「歯と口の保健指導計画」には，歯と
口の発育の特徴・指導題材名２時間分・歯みがき
スキルが，小学１年生から中学３年生まで盛り込
まれている。

ア）「歯と口の保健指導計画」（図６）

イ）学級活動の実践例
○１年生（図７）
題材名：「６ちゃん
をむし歯からまもろ
う」
第一大臼歯を「６ちゃん」と呼ぶことで自分
の歯に対する愛着を深め，６ちゃんのむし歯予
防のみがき方を学んだ。

図３ 学習プリント

図５ 学校保健委員会 図７ １年生の学習内容

図４ 小学校用「歯の健康ノート」の活用
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○２年生
題材名：「つぎつぎ生えるおとなの歯」
生えかわる理由を知り，むし歯にならないよ
うに大切に使うことを学ぶ。どの学年も，歯の
保健指導を終えると，学習内容を保健だよりに
載せて保護者に知らせている（図８）。
○５年生
題材名：「めざせ！ピチピチ歯肉」
歯肉炎予防のブラッシングは，超先細毛歯ブ
ラシを一斉に配布して行っている。
大蔵村の「歯と口の保健指導計画」には，題
材ごとに指導案と学習プリントが用意されてお
り，誰でもすぐに授業ができるようにファイリ
ングされている（図９）。
大蔵小学校では，歯科指導の後に「歯みがき
カード」を準備し，学習したことを定着させる
ため，その日の夜から１週間の点検活動がある。

４）保健室での取組
① CO・GO児への個別指導
春と秋の歯科健康診断の後や，みがき残しがみ
られるような児童に対して，みがき方の個別指導
を行っている。
② 身体測定時のミニ保健指導（図１０）
「おやつについて」，「生活リズムについて」な

ど，むし歯予防や生活習慣形成に関する内容での
指導。
③ ピカピチ賞の表彰
むし歯も歯肉炎もなかった児童に対して，「ピカ
ピチ賞」の表彰を行い，これからもむし歯をつく
らないようにしていこうと意識づけを行っている。

５）児童保健委員会の取組
・昼の歯みがきタイムの進行と放送
・１年生への歯みがき指導（１学期）
・健康オリエンテーリングの開催（２回）
・歯ブラシ点検（毎月）
・歯みがき名人コンクールの実施（１回）
・ポスターによるむし歯予防の呼びかけ

図８ 「つぎつぎ生えるおとなの歯」 図９ ５年生の歯科保健指導案

図１０ 身体測定前の保健指導
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６）その他日常の取組
① 給食後のダブルブラッシングの実施
手鏡で歯を見ながら，音楽に合わせてみがいて
いる。学校保健委員会の当番の人や養護教諭が
回って声をかけながら，しっかりみがけるよう
日々のブラッシングの充実を図っている。
また，口の中のすっきり感を味わうためにも，
ダブルブラッシングをしている（音楽に合わせて
３分間カラみがきの後に，フッ化物入り歯みがき
剤をつけて簡単みがきを実施している）。
② 献立の工夫
毎月８日は「歯の日」ということで，歯によい
食品を取り入れた，かみごたえのある給食を提供
している。
給食献立の紹介については，「いただきます」
の前に給食委員の児童が放送で発表している。
③ 栄養教諭による栄養指導とおやつ指導，食事
のマナー指導の実施。

７）学校歯科医との連携
① 定期と臨時の年２回の歯科健康診断の実施
② 検診スタイルの工夫（養護教諭が健康診断票
に記入し，歯科衛生士が受診内容を報告する）
（図１１）。
このスタイルになったのは，平成１５年度からで
ある。歯科健康診断のデータが正確であり，個の
問題がその場で共有できる。また，努力の称賛が
一緒にできる利点がある。
③ 学校医・学校歯科医の参加する学校保健委員
会の開催（年２回）
学校医・学校歯科医は村の検診業務を各一名で
担っているので，日程調整を密にし，出席できる

日に開催している。学校保健委員会では，指導お
よび助言をしていただけるため，保護者へ情報を
伝えることができる。
④ 「歯の健康ノート」を通しての指導内容の理解
ノートの記入により，健康診断結果や学校での
指導内容を家庭に伝えている。また，歯科医によ
る診療内容の記入もあるので，治療や指導の内容
が学校でも理解しやすい（図１２）。
⑤ 専門知識の伝達
教職員への研修会の開催と児童への歯科保健指
導への協力体制を高めている。
学校歯科医の推薦する歯ブラシの常時使用を図
り，歯ブラシは年度当初に一人７本一括購入する。
また，学校歯科医より歯科目標や歯科行動目標
作成への指導・助言をいただいている。

８）家庭・地域との連携
① 親子で考えるよい歯の標語募集
標語は，学校保健委員会のメンバーにより審査
され，上位２点をコンクールに応募している。平
成２３年度は，当時１年生の熊谷心平君が「歯みが
きは じょうぶなからだの 第一歩」で最優秀賞

図１１ 歯科健康診断の様子

図１２ 学校歯科医による指導内容

図１３ 受賞した熊谷心平君のポスター
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祖父母と一緒におやつづくり

を受賞した（図１３）。
② 「早ね・早起き・朝ごはん・食後の歯みがき，
テレビ・ゲームのお約束」の奨励と生活・食育
アンケート調査の実施
アンケートの内容は，小・中学校同一で調査時
期も同じにしている。５月と１月の年２回実施
し，１月の結果から指導の効果や習慣形成の様子
を確認している。
③ 生活リズム改善運動の実施（図１４）
小・中連携のもと，年３回（５月，８月，１月）
行い，家庭と連携を図りながら子どもたちの意識
づけを図っている。
④ 村の防災無線で「むし歯注意報」の呼びかけ
とむし歯のない児童・生徒の表彰
⑤ 学校行事を利用してのおやつづくり
学年で収穫したいもや野菜，米などを使って，
祖父母参観時におやつなどを一緒につくった。

４．成果と課題

１）成 果
① DMFT指数が低下した。
＊地域や家庭と学校の長年にわたる歯科保健活
動により，３歳児・１２歳児・１５歳児のDMFT
指数が低下した（図１５）。

② 食後の歯みがきが定着してきている（朝の歯
みがき９０％，夜の歯みがき８６％）。
＊生活習慣の確立を図ることで，食後の歯みが
きの定着度合いが高まった（図１６）。

③ 定期的な歯科受診が多くなった（受診率
８３％，受診間隔３か月８４％）（図１７，１８）。
④ 仕上げみがきをしてくれる保護者が増えた
（「毎日」・「ときどき」合わせて６０％）。
⑤ 親子カラーテストや親子ペアペア歯みがきで
は，保護者が熱心に協力し，感想欄にはほとん
どの保護者が記入して提出している。
＊保護者や子どもたちの予防歯科への関心が高
まり，歯・口の健康維持につながっている。

⑥ おやつ指導により，のどが渇いた時やおやつ
の時の飲み物が，お茶や水という児童が増加し
た。清涼飲料水の取りすぎは，むし歯だけでな
く，肥満にも結びつくことから，健康管理への
関心を持つようになってきた（図１９）。

図１４－１ 生活リズム点検カード 図１４－２ セーブメディア点検表
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２）課 題
① 歯垢・歯肉でチェックされる児童１０％以下の
目標達成をめざす。
＊個別指導により個々の健康課題の改善がなさ
れたが，翌年には，別の児童がCOや GOを
指摘される状況がある。

② 歯みがきをしない児童をなくす。
＊朝の歯みがき習慣がない，あるいは夜の歯み
がき習慣がない児童がいる。口腔衛生の大切
なことが理解できていても行動が伴わない児
童への対応について，家族の協力を得なが
ら，自律的な健康行動ができる児童の育成を
継続していく必要がある。

③ 就寝２時間前になったら，おやつを食べない
習慣形成を図る。

＊遠距離通学のため，バス通学児童が多い。む
し歯予防と関連させ，肥満予防も行いたい。

④ 「歯・口の健康」の問題は食生活と深くかか
わるので，よくかんで何でも食べられるよう家
庭と連携して取り組んでいく。
⑤ 管理から支援，そして自立へと１５年間を見通
した保・小・中連携での指導体制を整える。
＊「歯の健康ノート」は，乳児から中学生まで
１５年間使用している。この期間内で，自ら考
えて行動できる力が身につくように，この
ノートの活用を通して，子どもたちを育てて
いきたい。

５．終わりに

心身の健康の出発は，歯・口の健康から。進んで
歯・口の健康を考えられる子どもは，「生きる力」
を身につけた子どもと言える。
大蔵村の子どもたちが「自ら進んで」生涯にわ
たって健康な歯を保つために，今後も家庭・地域，
学校歯科医，保育所および中学校と連携し，歯・口
の健康づくりを通し，子どもたちの「生きる力」を
育んでいきたい。

図１７ 定期的な受診の割合

図１６ 生活リズムアンケートから図１５ DMFTの推移

図１８ 定期受診の間隔

図１９ おやつについての掲示
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歯みがき大会

59日本学校歯科医会会誌 116号

１．はじめに

学童歯みがき大会は，小学生の歯と口に対する健
康意識を育てることを目的に，毎年「歯と口の健康
週間（６月４日～１０日）」に開催しています。本年
度の第７１回大会は６月４日（水）に，東京都千代田
区の歯科医師会館からインターネットライブ配信で
４７都道府県とアジア８か国地域の小学校から総数
１，１６２校，約６６，１００名の小学生が参加しました。
学童歯みがき大会は１９３２年に第１回大会が開催さ
れてから，これまでに約９２万人の小学生に参加して
いただきました。第６５回大会からインターネットラ
イブ配信がスタートして，在校のまま，同じ時間に
同じ教材を使って歯と口の健康について学べる大会
として，年々多くの学校から参加をいただいていま
す。
今大会では昨年に続き，明海大学 学長 安井利一
先生監修のもと，「みるぞ！ みがくぞ！ つくるぞ
元気！」をテーマに，健康生活行動の振り返りや歯
ぐきの観察，歯みがき方法等，クイズも交えながら
楽しく歯と口の健康について学びました。また，本

年度の新たな取り組みとして，歯みがきに加えて
「歯間清掃の重要性」を伝えるため，デンタルフロ
スの使い方も取り入れました。
そして，ご指導いただく参加小学校の先生方には
インターネットで事前説明会を開催し，安井先生か
ら指導のポイントをご説明いただきました。また，
家庭でも振り返り学習ができるように，大会終了後
に配信した映像をホームページで公開しました。
本稿では，第７１回学童歯みがき大会の概要と参加
小学校の児童，先生方の感想，ならびに学校歯科医
の先生を含め各関係者の方々の取り組みを紹介させ
ていただきます。

学童歯みがき大会で拡がる！深まる！歯科保健指導

『第７１回学童歯みがき大会』を開催
公益財団法人ライオン歯科衛生研究所 口腔保健部 部長 稲葉 卓

◆第７１回学童歯みがき大会概要◆
開催日時 平成２６年６月４日（水） １３：３０～１４：３０
参加校数 １，１６２校 ６６，１００人 小学校４～６年生
配信会場 歯科医師会館大ホール（東京都千代田区）
主 催 （一社）日本学校歯科医会 （一財）東京都学校保健会 （公財）ライオン歯科衛生研究所 ライオン株式会社
後 援 文部科学省，東京都教育委員会 （公財）日本学校保健会 （公社）日本歯科医師会 （公社）東京都歯科医師会

（一社）東京都学校歯科医会 （公社）日本歯科衛生士会
協 力 UQコミュニケーションズ株式会社

報 告

●提供教材（児童用） プログラム（全１４ページ）

清水会長の開会宣言で学童
歯みがき大会がはじまりま
した。

配信会場の様子
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２．ご参加いただいた児童，先生方の声

３）歯科衛生士養成校の感想

４）海外からの参加校の感想

１）参加児童の感想 ２）養護教諭の感想

●ホーチミン日本人学校 養護教諭 近藤友紀子 先生
海外で暮らす子どもたちにとって，日本の学校の子どもたち
と共にオンラインで指導を受けられることはとても良い刺激と
なり，大会後，学校での昼食後の歯みがきをする子どもが増え
ました。本校は昨年に引き続き２回目の参加で，４年生５７名が
大会に参加しました。４年生のDMFT指数は０．０９で，保護者
の意識の高さが感じられる一方，DMF歯の保有者には顕著な
偏りがみられます。歯科健康診断直後の大会参加であり，大会
後の映像配信が保護者への良い啓発となったと思います。

●埼玉県加須市立大利根東小学校 ４年生
今日やった学童歯みがき大会をとおして，歯みがき
のし方，歯ぐきのチェックのし方など健康と口にかん
することがたくさん学べました。その中でもよく学べ
たことがあります。一つ目は，デンタルフロスの使い
方です。わたしは，はじめてデンタルフロスを使って
歯の細かいところのよごれがとれるとわかりました。
今日，学んだことを家や学校でいかし，むし歯にもな
らないように注意してみがきたいと思いました。

●茨城県かすみがうら市立牛渡小学校 ５年生
歯肉炎は自分で治せることを初めて知りました。歯
こうは歯ブラシだけでは落ちないと聞いて少しおどろ
きました。そのためにも，デンタルフロスを使用し
て，歯こうをなるべく残さずにみがきます。歯ブラシ
の毛先きが広がったら，すぐに取り替えます。歯肉炎
にならないため，毎日歯みがきを忘れずに行います。
４つのサインがあることを知ったのでサインを見すご
さないようにします。

●愛知県北名古屋市立師勝小学校 石黒康子 先生
歯みがき大会には４年前から参加させていただき，
本校の恒例行事になっており，子どもたちも毎年喜ん
で参加しております。北名古屋市ではシステムセキュ
リティの変更等により，テスト配信映像が見られない
状況だったのですが，市のシステム担当者に６月２日
に映像が見られるようにしてもらい，当日，見ること
ができました。
●島根県安来市立母里小学校 堀江奈津子 先生
毎年度，歯科保健に関する指導は同じようなもの（染
め出し，歯みがき指導など）になりがちですが，今回
は今までにない学習方法で行ったので，児童は強い関
心をもって参加していました。また，歯ブラシやデン
タルフロス等をいただき大変喜んでいました。
●長崎県大村市立大村小学校 西村亜矢美 先生
話ばかりではなく，児童が「へえ～」と初めて知る
ような内容のクイズがあったり，みがき方もわかりや
すい説明があったりと，とても勉強になる内容だった
と思います。

●専門学校名古屋デンタル衛生士学院
教務主任 栗嵜政子 先生

当日は小学校に出向
き，学生と児童がペアと
なり始まりました。初め
は緊張している様子でし
たが，大会の開始が告げ
られクイズを一緒に考え
たり，健康チェックを行

ううちに徐々に笑顔が見られるようになり，児童とふ
れあうことで生活習慣を含めた口腔内の状況を理解す
ることができたと思います。また，学齢期へのアプ
ローチ方法，コミュニケーションの取り方などについ
ても学ぶことができ，学生にとっても貴重な経験とな
りました。

●京都歯科医療技術専門学校
教務主任 有井真弓 先生

ネット配信の授業終了
後，学生１名につき１～２
名の児童のサポートをしま
した。学生は緊張する中，
萌出途中の口腔に対する歯
ブラシやフロスの扱い方を
一緒に確認し，児童が素直

に聞き入れてくれることに喜びを感じたようです。学
生がどのように児童と関わるのか心配でしたが，上手
く進めることができ，胸を撫で下ろすと共に，成長を
感じる場面でした。医療人としての遣り甲斐を感じる
有意義な実習でした。
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３．地域の取り組み事例

４．学校歯科医の先生方による事後指導

●埼玉県羽生市教育委員会 教育長 小島敏之 先生
羽生市では，平成２４年度からは全小学校１１校でこの『学童歯みがき大会』に参加しています。今年度も配信された
動画を活用して「健康な歯ぐき」について学習しました。大会内容に沿って，学校歯科医や歯科衛生士，養護教諭が
歯ブラシやフロスの使い方を補助的に指導したり，全国各地の学校の取り組みの様子をリアルタイムで視聴したり，
子どもたちが意欲的に取り組むことができました。
羽生市は，平成２５・２６年度に日本学校歯科医会から「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」の委嘱を
受けており，自律的健康づくりや習慣化を目指す取り組みを地域をあげて研究しております。今後も，子どもたちが
生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るために，各校学校歯科医と連携して取り組んでいきます。

●岐阜県山県市教育委員会 学校教育課長 渡辺千俊 先生
山県市学校教育の重点の一つとして『歯と口腔の健康づくり』に取り組んでおり，全小中学校においてフッ化物洗
口を実施しています。毎年の『学童歯みがき大会』にも全小学校９校が参加しています。こういった取組を長年継続
してきたことにより，児童生徒も保護者も養護教諭のみならず全教職員も『歯と口腔の健康づくり』に高い意識と行
動力を身に付けています。平成２５年度の山県市全１２歳児のDMFT指数は，「０．０８」であり，全国でもトップクラス
の数値という結果でした。今後も山県市学校教育の「健康教育」の重点に『歯と口腔の健康づくり』を掲げていきたい
と考えています。

●沖縄県八重山地区養護教諭研究会 会長 又吉尚子 先生
石垣市の「歯と口の健康づくり」の取り組みの中でマンネリ化打開策として，石垣市全小学校五年生が歯について
『同じ内容で』『同じ時間に』『一斉に学習する』という新たな学習形態で本大会を取り入れることを提案しました。
小学校全２０校中１８校が参加し，歯と口の健康について学びました。その結果，給食後の歯みがきタイム時に児童同士
で教え合う場面が見られるようになりました。児童の歯科衛生の意識向上に大きな成果があり，学校歯科保健指導の
一端を担う大きな取り組みになりました。今後もアジアや全国と繋がりながら，学習できる『学童歯みがき大会』に
参加し「歯と口の健康を子ども自身が守る」ことのできる児童の育成に努めていきたいと考えています。

●北海道札幌市立新琴似小学校
学校歯科医 岩寺環司 先生

毎年，歯みが
き大会を楽しみ
に小学校に行っ
て，小学生と共
に学び教えられ
ています。

●宮城県亘理町立亘理小学校
学校歯科医 山形光孝 先生

毎年３・４年生に町
の歯科衛生士さんによ
る歯みがき教室を行っ
ています。今回の企画
はそのスキルアップに
も役に立ったと思いま
す。

●新潟県新潟市立新津第一小学校
学校歯科医 浅見浩之 先生

●埼玉県上尾市立大石北小学校
学校歯科医 森田全省 先生

今回初めて学童歯みが
き大会に参加しました。
様々な趣向により，楽し
みながら歯と口の健康意
識を向上させることがで
きました。

●岐阜県土岐市立駄知小学校
学校歯科医 大塩総尾 先生

子どもたちにとっ
て，歯肉の状態を理解
して，その対応を学ぶ
ことは貴重な経験とな
りました。

●兵庫県姫路市立船津小学校
学校歯科医 橋本芳紀 先生

学校歯科医も参
加し補足説明をす
ることによって，
その学校独自の保
健指導が行えると
思います。

●鹿児島県霧島市立小野小学校
学校歯科医 平川純敎 先生

楽しみながら学
べるこの大会は，
生涯にわたる自律
的健康づくりにと
ても役立つと思い
ます。

◇新潟市歯科医師会
理事 三村博史 先生

学校歯科医として，子どもたちに伝え
たいことが網羅されていました。歯科健
康診断の事後指導として活用できるよう
構成されおり，限られた時間であっても
効果的に活用できる内容です。多くの学
校歯科医の先生がこの大会をきっかけに
学校内で活躍できるよう紹介してゆきた
いと思います。

日本だけでなく海外
の小学生も参加してい
ることに共感して画面
に集中していました。
楽しく歯と口の大切さ
を学んだと思います。
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５．歯と口の健康教室

６．お詫びとお願い

「みるぞ！みがくぞ！つくるぞ元気！」をテーマに，「歯ぐき」
を通し，「自分の歯ぐき（歯）は自分で守る」ことを伝え，その
ために必要な歯ぐきの観察，歯みがき方法など児童の毎日の健康
行動に取り入れてもらうための支援の場としました。

⑴ 自身の日ごろの生活行動と健康（身体・歯と口）との関係の
理解
毎日の生活の行動が身体・歯と口の健康に関連しているこ
と，自分の行動によって身体・歯と口を健康にできることに気
づいてもらうことからスタートしました。

⑵ 歯ぐきについての理解
歯ぐきからのサインと歯ぐきは自己管理ができることの２つ
を伝え，歯ぐきの「色・形・硬さ・出血」について健康と歯肉
炎のオリジナル歯ぐき教材を活用し，実習を通じてみる力の育
成と自分の歯ぐき観察から自分の状態の理解に繋げました。
また歯肉炎は直接の原因は歯垢であること，歯垢を取り除く
ことで健康な歯ぐきを常に保てることを理解させました。

⑶ 歯みがき力のステップアップ
歯垢のつきやすい場所，特に歯ぐきに悪影響を及ぼす歯と歯
ぐきの境目と参加児童が混合歯列期にあることから，萌出途中
のみがき方に重点を置き展開しました。ここでは，みがくとき
の力，みがく回数は実験映像を交えて説明しました。また，今
年からデンタルフロスを取り入れ，その必要性を説明し，実習
を行いました。

第７１回学童歯みがき大会では，インターネット配信システムトラブルにより，一部の参加校におきまして映
像と音声が受信できない，途中で途切れる等の不都合が発生しました。このような事態を招き，参加者ならび
に関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたこと，心よりお詫び申し上げます。原因は，当方が用いました配信
プログラムとご使用のブラウザとの不適合によるものです。第７２回大会におきましては，このようなことが発
生しないよう，万全の体制で大会の準備に当たってまいりますので，ご理解賜りますとともに，第７２回大会へ
のご参加の程よろしくお願い申し上げます。

■第７２回大会開催のお知らせ
・開催日時：平成２７年６月４日（木） １３：３０～１４：３０
・参加対象：小学校５年生（４年生・６年生でも参加いただけます。いずれかの１学年となります）
・募集要項：平成２６年１０月６日（月）より，下記『学童歯みがき大会サイト』に掲載します。

ライオン歯科衛生研究所 検索 http://www.lion-dent-health.or.jp/

歯ぐきチェック表

みがき方指導風景

指導者用提供教材
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（一社）北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
（一社）札幌歯科医師会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目－１０３４ ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
（一社）青森県歯科医師会 山口 勝弘 ０３０‐０８１１ 青森市青柳１－３－１１ ０１７‐７７７‐４８７０ ０１７‐７２２‐４６０３
（一社）岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
（一社）秋田県歯科医師会 藤原 元幸 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
（一社）宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２１５‐３４４２
（一社）山形県歯科医師会 石黒 慶一 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
（一社）福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
（公社）茨城県歯科医師会 森永 和男 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２－１ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
（一社）栃木県歯科医師会 柴田 勝 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 村山 利之 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
（一社）千葉県歯科医師会 斎藤 英生 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
（一社）埼玉県歯科医師会 島田 篤 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５F ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
（一社）東京都学校歯科医会 川本 強 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館２F ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
（一社）神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
（公社）川崎市歯科医師会 井田 満夫 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
（一社）山梨県歯科医師会 井出 公一 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
（一社）長野県歯科医師会 春日 司郎 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６－６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
（一社）新潟県歯科医師会 五十嵐 治 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
（一社）静岡県歯科医師会 柳川 忠廣 ４２２‐８０６４ 静岡市駿河区曲金３－３－１０ ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
（一社）愛知県歯科医師会 渡邉 正臣 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内３－５－１８ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 松浦 和典 ４６０‐８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課内 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
（公社）岐阜県歯科医師会 阿部 義和 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
（公社）三重県歯科医師会 田所 泰 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
（一社）石川県歯科医師会 蓮池 芳浩 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
（一社）富山県歯科医師会 吉田 季彦 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
（一社）滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
（一社）奈良県歯科医師会 森口 浩充 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
（一社）京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１８ 京都市中京区西ノ京栂尾町１ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
（一社）大阪府学校歯科医会 髙橋 達行 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
（一社）大阪市学校歯科医会 岡本 卓士 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
（一社）兵庫県歯科医師会 豊川 輝久 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
（公社）神戸市歯科医師会 住谷 幸雄 ６５０‐００２１ 神戸市中央区三宮町２－１１－１－５１４ センタープラザ西館５F ０７８‐３９１‐８０２０ ０７８‐３９１‐６４８０
（一社）岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市北区石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
（一社）鳥取県歯科医師会 樋口壽一郎 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
（一社）広島県歯科医師会 荒川 信介 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
（一社）島根県歯科医師会 渡邊 公人 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
（公社）山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
（一社）徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
（公社）香川県歯科医師会 豊嶋 健治 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
（一社）愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
（一社）高知県歯科医師会 織田 英正 ７８０‐０８５０ 高知市丸ノ内１－７－４５ 総合あんしんセンター２F ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
（一社）福岡県学校歯科医会 杉原 瑛治 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 上田 克己 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
（一社）長崎県歯科医師会 許斐 義彦 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
（一社）大分県歯科医師会 長尾 博通 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
（一社）熊本県歯科医師会 浦田 健二 ８６０‐０８６３ 熊本市中央区坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
（一社）宮崎県歯科医師会 重城 正敏 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
（公社）鹿児島県歯科医師会 森原 久樹 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
（一社）沖縄県歯科医師会 比嘉 良喬 ９０１‐１１０５ 島尻郡南風原町字新川２１８－１ ０９８‐９６６‐３５６１ ０９８‐９６６‐３５６２
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一般社団法人日本学校歯科医会 役員名簿（平成２６年８月３１日現在）

（任期：平成２５年６月２６日～平成２７年定時総会終結時）

役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲

役 職 氏 名 職務分掌 役 職 氏 名 職務分掌

会 長 清 水 惠 太 理 事 金 森 市 造 モデル事業（私立）

副 会 長 齊 藤 愛 夫 学術・渉外
生きる力・生涯研修 理 事 兼 元 妙 子 普及・モデル事業（食育）

副 会 長 由 井 孝 普及・広報
各種表彰・モデル事業 理 事 髙 田 克 重 普及・モデル事業（外傷）

専務理事 川 本 強 総務・会計 理 事 田 幡 純 広報・各種表彰

常務理事 杉 原 瑛 治 総務・全国大会 理 事 柘 植 紳 平 学術・生涯研修

常務理事 齋 藤 秀 子 学 術 理 事 野 坂 百 樹 会計・生きる力

常務理事 土 屋 松 美 総務・各種表彰 理 事 野 村 圭 介 学術・生きる力

常務理事 長 沼 善 美 会 計 理 事 松 崎 弘 明 学術・生きる力

常務理事 今 井 健 二 生きる力 理 事 水 野 泰 弘 総務・生きる力

常務理事 竹 内 純 子 普及・生涯研修 監 事 飯 嶋 理

常務理事 是 澤 恵 三 普及・モデル事業 監 事 岡 伸 二

常務理事 大 薮 武 男 広 報 監 事 添 田 廣

常務理事 向 井 美 惠 普 及

※名誉会長については，任期はありません。
※顧問・参与については，今期は選任しておりません。
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一般社団法人日本学校歯科医会 定款

第１章 総 則

（名 称）
第１条 この法人は，一般社団法人日本学校歯科医会と
称 す る。英 語 で は JAPAN ASSOCIATION OF
SCHOOL DENTISTS（略称 JASD）という。
（事務所）
第２条 この法人は，主たる事務所を東京都千代田区に
置く。
２ この法人は，理事会の決議によって従たる事務所を
必要な地に置くことができる。

第２章 目的及び事業

（目 的）
第３条 この法人は，幼児，児童生徒，学生並びに教職
員の健康の保持増進を図るため学校歯科保健に関する
調査研究を行うとともに，学校保健の普及及び振興に
努め，もってその円滑な実施に寄与することを目的と
する。
（事 業）
第４条 この法人は，前条の目的を達成するため，次の
事業を行う。
⑴ 学校歯科保健に関する調査研究
⑵ 学校歯科保健に関する普及啓発
⑶ 機関誌の発行
⑷ その他目的を達成するために必要な事業
２ 前項の事業は，本邦及び海外において行うものとす
る。

第３章 会 員

（法人の構成員）
第５条 この法人に次の会員を置く。
⑴ 第一種正会員 都道府県及び市の学校歯科医の団
体（以下，「加盟団体」という。）の会員である歯科
医師
⑵ 第二種正会員 歯科医師，歯科衛生士，学校保健
関係者を養成する大学あるいは専門学校等（以下，
「医育機関」という。）に勤務する教育担当者で，
この法人の目的に賛同する者
⑶ 賛助会員 この法人の目的に賛同し，事業に協力

する者で歯科医師以外の者。但し，医育機関に勤務
する教育担当者を除く。
⑷ 名誉会員 この法人に特に功労のあった者
２ この法人の社員（一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律第１１条第１項第５号等に規定する社員をい
う。以下同じ。）は，概ね加盟団体に属する第一種正
会員２５０名の中から１人の割合をもって選出される代
表会員（端数は切り上げる）をもって社員とする。第
一種正会員が２５０名に満たない加盟団体の代表会員は
１名とする。
３ 代表会員を選出するため，第一種正会員による代表
会員選挙を行う。代表会員選挙を行うために必要な細
則は選挙規則において定める。
４ 代表会員が欠けた場合又は代表会員の員数を欠くこ
ととなるときは，新たに代表会員選挙を行う。その代
表会員の任期は，任期の満了前に退任した代表会員の
任期の満了する時までとする。
５ 代表会員の代理人として，第一種正会員による予備
の代表会員を選挙する。
６ 代表会員，予備代表会員は，第一種正会員の中から
選ばれることを要する。第一種正会員は，代表会員，
予備代表会員の選挙に立候補することができる。
７ 第３項の代表会員選挙において，すべての第一種正
会員は，等しく代表会員を選挙する権利を有する。こ
の法人の理事又は理事会は，代表会員を選出すること
はできない。
８ 第３項の代表会員選挙は，２年に１度，一定の時期
に実施することとし，代表会員の任期は，選任後最初
の７月１日から２年間とする。ただし，代表会員が総
会決議取消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴え及
び役員の解任の訴え（一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律（以下，「法人法」という。）第２６６条第
１項，第２６８条，第２７８条，第２８４条）を提起している
場合（法人法第２７８条第１項に規定する訴えの提起の
請求をしている場合を含む。）には，当該訴訟が終結
するまでの間，当該代表会員は社員たる地位を失わな
い（当該代表会員は，役員の選任及び解任（法人法第
６３条及び第７０条）並びに定款変更（法人法第１４６条）
についての議決権を有しないこととする）。
９ 第５項の予備代表会員の人数，選出方法及び任期
は，代表会員の規定を準用する。

１０ 第一種正会員は，法人法に規定された次に掲げる社
員の権利を，代表会員と同様にこの法人に対して行使
することができる。
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⑴ 法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等）
⑵ 法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等）
⑶ 法人法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の
閲覧等）
⑷ 法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書
面等の閲覧等）
⑸ 法人法第５１条第４項の権利（書面による議決権行
使記録の閲覧等）
⑹ 法人法第５２条第５項の権利（電磁的方法による議
決権行使記録の閲覧等）
⑺ 法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧
等）
⑻ 法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対
照表等の閲覧等）
⑼ 法人法第２４６条第３項，第２５０条第３項及び第２５６
条第３項の権利（合併契約等の閲覧等）

１１ 理事及び監事は，その任務を怠ったときは，この法
人に対し，これによって生じた損害を賠償する責任を
負い，法人法第１１２条の規定にかかわらず，この責任
は，すべての第一種正会員の同意がなければ，免除す
ることができない。
（会員の資格の取得）
第６条 この法人の会員になろうとする者は，会費を添
えて理事会において別に定める入会申込書を会長に提
出し，理事会の承認を受けなければならない。ただ
し，名誉会員に推薦された者は，入会申込書を必要と
せず，本人の承諾をもって会員とする。
（経費の負担）
第７条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充
てるため，会員になった時及び毎年，会員は，会員の
種別に応じて，会費及び負担金に関する規則に定める
額を支払う義務を負う。
２ 名誉会員は，会費を納めることを要しない。
３ 既納の会費は返還しない。
（任意退会）
第８条 会員は，理事会において別に定める退会届に理
由を付して会長に提出することにより，任意にいつで
も退会することができる。
（除 名）
第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったとき
は，総会の決議によって当該会員を除名することがで
きる。
⑴ この法人の名誉を傷つけ，又はこの法人の目的に
違反する行為があったとき。
⑵ この法人の会員としての義務に違反したとき。
（会員の資格の喪失）
第１０条 前２条の場合のほか，会員は，次のいずれかに
該当するに至ったときは，その資格を喪失する。
⑴ 加盟団体の会員たる資格を失ったとき及び医育機
関の職を失ったとき。

⑵ 会費を１年以上滞納したとき。
⑶ 総代表会員が同意したとき。
⑷ 当該会員が死亡したとき。

第４章 総 会

（構 成）
第１１条 総会は，すべての代表会員をもって構成する。
２ 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
３ 第一種正会員は，総会を傍聴することができる。た
だし，自ら意見を述べることはできない。
（権 限）
第１２条 総会は，次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 事業計画及び収支予算
⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算
書）の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ 選挙規則，会長予備選挙規則，入会及び退会に関
する規則，会費及び負担金に関する規則，会議及び
委員会に関する規則のうち特別委員会に関する規
定，総会議事規則，予算決算特別委員会規則及び議
事運営特別委員会規則の制定・改廃について，理事
会が総会に付議したもの
⑼ 予算決算特別委員会委員及び議事運営特別委員会
委員の選任
⑽ その他総会で決議するものとして法令又はこの定
款で定められた事項

（開 催）
第１３条 総会は，定時総会として毎事業年度終了後６月
に１回開催するほか，必要がある場合に臨時総会を開
催する。
（招 集）
第１４条 総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，
理事会の決議に基づき会長が招集する。
２ 総代表会員の議決権の５分の１以上の議決権を有す
る代表会員は，会長に対し，総会の目的である事項及
び招集の理由を示して，総会の招集を請求することが
できる。
３ 総会を招集するには，会長は，総会の日の１週間前
までに，代表会員に対して，会議の日時，場所，目的
である事項を記載した書面により，その通知を発しな
ければならない。ただし，総会に出席しない代表会員
が書面により，議決権を行使することができることと
するときは，２週間前までに通知を発しなければなら
ない。
４ 前３項の場合において，会長に事故あるとき又は欠
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けたときは，理事会においてあらかじめ定めた順序に
より，他の理事が招集する。
（議長及び副議長）
第１５条 総会の議長及び副議長は，総会において代表会
員の中から選出する。
（議決権）
第１６条 総会における議決権は，代表会員１名につき１
個とする。
（決 議）
第１７条 総会の決議は，総代表会員の議決権の過半数を
有する代表会員が出席し，出席した当該代表会員の議
決権の過半数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず，次の決議は，総代表会員
の半数以上であって，総代表会員の議決権の３分の２
以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 役員等の責任の一部免除
⑷ 定款の変更
⑸ 解散
⑹ その他法令で定められた事項
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際して
は，各候補者ごとに第１項の決議を行わなければなら
ない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０条に定め
る定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者
の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者
を選任することとする。
（書面表決等）
第１８条 総会に出席できない代表会員は，あらかじめ通
知された事項について書面をもって議決し，又は予備
代表会員を代理人とすることができる。
２ 予備代表会員は，代理権を証明する書面を総会ごと
に議長に提出しなければならない。
３ 第１項の場合における第１７条の規定の適用について
は，その代表会員は出席したものとみなす。
（議事録）
第１９条 総会の議事については，法令で定めるところに
より，議事録を作成する。
２ 代表会員のうちから選出された議事録署名人２人
は，前項の議事録に記名押印する。

第５章 役 員

（役員の設置）
第２０条 この法人に，次の役員を置く。
⑴ 理事 ２２名以内
⑵ 監事 ３名以内
２ 理事のうち１名を一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律上の代表理事とし，２１名以内を法人法第９１
条第１項第２号に規定する業務執行理事とする。

（役員の選任）
第２１条 理事及び監事は，総会の決議によって選任し，
その方法は，総会において別に定める選挙規則によ
る。
２ 代表理事及び業務執行理事は，理事会の決議によっ
て理事の中から選定する。
３ 前項で選定された代表理事は，会長に就任する。
４ 理事会は，その決議によって，第２項で選定された
業務執行理事より副会長，専務理事及び常務理事を選
定することができる。
５ この法人の理事のうちには，理事のいずれか１人及
びその親族その他特別の関係がある者の合計数が，理
事総数の３分の１を超えて含まれてはならない。
６ この法人の監事には，この法人の理事（親族その他
特殊の関係がある者を含む。）及びこの法人の使用人
が含まれてはならない。また，各監事は，相互に親族
その他特殊の関係があってはならない。
（理事の職務及び権限）
第２２条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で
定めるところにより，職務を執行する。
２ 会長は，法令及びこの定款で定めるところにより，
この法人を代表し，その業務を執行し，会務を統括す
る。
３ 副会長は，会長を補佐する。
４ 専務理事は，会長及び副会長を補佐し，理事会及び
総会の議決に基づき，この法人の業務を掌理する。
５ 常務理事は，会長，副会長及び専務理事を補佐し，
理事会及び総会の議決に基づき，日常の業務を処理す
る。
６ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，理
事会において代表理事を選定し，その職務を執行す
る。
７ 代表理事及び業務執行理事は，毎事業年度に４箇月
を超える間隔で２回以上，自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
（監事の職務及び権限）
第２３条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定
めるところにより，監査報告を作成する。
２ 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の
報告を求め，この法人の業務及び財産の状況の調査を
することができる。
（役員の任期）
第２４条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時ま
でとする。
２ 監事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任
者の任期の満了する時までとする。
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４ 理事又は監事は，第２０条に定める定数に足りなくな
るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，
新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監
事としての権利義務を有する。
（役員の解任）
第２５条 理事及び監事は，総会の決議によって解任する
ことができる。
（役員の報酬等）
第２６条 理事及び監事に対して，総会において定める総
額の範囲内で，総会において別に定める報酬等の支給
の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ
とができる。
（責任の一部免除又は限定）
第２７条 この法人は，役員の法人法第１１１条第１項の賠
償責任について，法令に定める要件に該当する場合に
は，理事会の決議によって，賠償責任額から法令に定
める最低責任限度額を控除して得た額を限度として，
免除することができる。
２ この法人は，外部役員との間で，前項の賠償責任に
ついて，法令に定める要件に該当する場合には，理事
会の決議によって，賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし，その契約に基づく賠償責任
の限度額は，法人法第１１３条第１項で定める最低責任
限度額とする。

第６章 名誉会長，顧問，参与

（名誉会長，顧問，参与）
第２８条 この法人に，名誉会長を１名，顧問及び参与を
若干名置くことができる。
２ 名誉会長は，総会の議決を経，顧問及び参与は理事
会の議決を経て会長が委嘱する。
３ 顧問及び参与は，重要な事項について会長の諮問に
応ずる。
４ その他名誉会長，顧問及び参与に関して必要な事項
は，理事会の議決を経て別に定める。

第７章 理事会

（構 成）
第２９条 この法人に理事会を置く。
２ 理事会は，すべての理事をもって構成する。
（権 限）
第３０条 理事会は，次の職務を行う。
⑴ この法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長及び業務執行理事の選定及び解職
２ 前項第３号の会長の選定にあたっては，会員の意識
を調査し，その結果を参考にすることができる。その
方法については別に定める。

（種類及び開催）
第３１条 理事会は，毎事業年度２回以上開催する。
２ 理事会は，次のいずれかに該当する場合に開催す
る。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会長に対し，理事会の目的で
ある事項を記載した書面をもって理事会招集の請求
があったとき。
⑶ 前号の規定による請求があった日から５日以内
に，その請求があった日から２週間以内の日を理事
会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場
合に，その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 法令に基づき，監事から会長に招集の請求があっ
たとき，又は監事が招集をしたとき。

（招 集）
第３２条 理事会は，会長が招集する。ただし，前条第２
項第３号により理事が招集する場合及び前条第２項第
４号後段により監事が招集する場合を除く。
２ 前条第２項第３号による場合は，理事が，前条第２
項第４号後段による場合は，監事が理事会を招集す
る。
３ 会長は，前条第２項第２号又は前条第２項第４号前
段に該当する場合は，その請求があった日から５日以
内に，その請求があった日から２週間以内の日を理事
会の日とする理事会を招集しなければならない。
４ 理事会を招集するときは，会議の日時，場所，目的
である事項を記載した書面をもって，理事会の日の１
週間前までに，各理事及び各監事に対してその通知を
発しなければならない。
５ 前項の規定にかかわらず，理事会は，理事及び監事
の全員の同意があるときは，招集の手続きを経ること
なく開催することができる。
（議 長）
第３３条 理事会の議長は，会長がこれにあたる。
２ 会長に事故があるとき又は欠けたときは，理事会に
おいてあらかじめ定めた順序により，他の理事が招集
し，議長となる。
（決 議）
第３４条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係
を有する理事を除く理事の過半数が出席し，その過半
数をもって行う。
２ 前項の規定にかかわらず，法人法第９６条の要件を満
たしたときは，理事会の決議があったものとみなす。
（報告の省略）
第３５条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理
事会に報告すべき事項を通知したときは，その事項を
理事会へ報告することを要しない。
２ 前項の規定は，第２２条第７項の規定による報告につ
いては，適用しない。
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（議事録）
第３６条 理事会の議事については，法令で定めるところ
により，議事録を作成する。
２ 出席した会長及び監事は，前項の議事録に記名押印
する。
３ 会長が出席しない場合の理事会の議事録は，出席し
た理事及び監事が記名押印しなければならない。

第８章 資産及び会計

（資産の種別）
第３７条 この法人の財産は，基本財産及びその他の財産
の２種類とする。
２ 基本財産は，この法人の目的である事業を行うため
に不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
３ その他の財産は，基本財産以外の財産とする。
（基本財産の維持及び処分）
第３８条 基本財産は，総会において別に定めるところに
より，この法人の目的を達成するために善良な管理者
の注意をもって管理しなければならず，基本財産の全
部又は一部を処分しようとするとき及び基本財産から
除外しようとするときは，あらかじめ理事会及び総会
の承認を要する。
（事業年度）
第３９条 この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり
翌年３月３１日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第４０条 この法人の事業計画書，収支予算書について
は，毎事業年度開始の日の前日までに，会長が作成
し，理事会の議決を経て総会の承認を受けなければな
らない。これを変更する場合も，同様とする。
２ 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業
年度が終了するまでの間備え置くものとする。
（事業報告及び決算）
第４１条 この法人の事業報告及び決算については，毎事
業年度終了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査
を受けた上で，理事会の承認を受けなければならな
い。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書（正味財産増減計算書）
⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算
書）の附属明細書
⑹ 財産目録
２ 前項の承認を受けた書類のうち，第１号，第３号，
第４号の書類については，総会に提出し，第１号の書
類についてはその内容を報告し，その他の書類につい
ては，承認を受けなければならない。
３ 第１項の書類については，毎事業年度の経過後３箇

月以内に行政庁に提出しなければならない。
４ 第１項の書類のほか，監査報告を主たる事務所に５
年間，定款，社員（代表会員）名簿を主たる事務所に
備え置くものとする。

第９章 定款の変更及び解散

（定款の変更）
第４２条 この定款は，総会の決議によって変更すること
ができる。
（解 散）
第４３条 この法人は，総会の決議その他法令で定められ
た事由により解散する。
（残余財産の帰属）
第４４条 この法人が清算をする場合において有する残余
財産は，総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす
る。
（剰余金の分配の禁止）
第４５条 この法人は，会員に対し，剰余金の分配をする
ことができない。
（保有株式（出資）の制限）
第４６条 この法人が保有する株式（出資）について，そ
の株式（出資）に係る議決権を行使する場合には，あ
らかじめ理事会において理事総数の３分の２以上の承
認を要する。

第１０章 公告の方法

（公告の方法）
第４７条 この法人の公告は，電子公告の方法により行
う。
２ 事故その他やむを得ない事由により，電子公告によ
ることができない場合は，官報に掲載する方法によ
る。

附 則
１ この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第
１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から
施行する。
２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第
１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項
に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立
の登記を行ったときは，第３９条の規定にかかわらず，
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解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし，設立の
登記の日を事業年度の開始日とする。
３ この法人の最初の会長は清水惠太とする。
４ この法人の最初の業務執行理事は，次のとおりとす
る。
理事（副会長） 齊藤愛夫 由井 孝
理事（専務理事）川本 強
理事（常務理事）杉原瑛治 齋藤秀子 土屋松美

長沼善美 今井健二 竹内純子
是澤恵三 大薮武男 向井美惠

理事 金森市造 兼元妙子 髙田克重
田幡 純 柘植紳平 野坂百樹
野村圭介 松崎弘明 水野泰弘

５ この法人の最初の監事は，次のとおりとする。
監事 飯嶋 理 岡 伸二 添田 廣

６ この定款の施行後最初の代表会員及び予備代表会員
は，第５条と同じ方法で予め行う選挙において最初の
代表会員及び予備代表会員として選出された者とす
る。
７ この定款施行後の最初の定時総会の議長及び副議長
は，第５条と同じ方法で予め行う代表会員選挙によっ
て選出された代表会員が，予め行う総会にて選出した
ものとする。

附 則
平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 入会及び退会に関する規則

（目 的）
第１条 この規則は，一般社団法人日本学校歯科医会（以
下「この法人」という。）定款第６条及び第８条の規
定に基づき，この法人の会員の入会及び退会に関し，
必要な事項を定め，会員の地位の安定を図ることを目
的とする。
（会員の種別）
第２条 定款第５条に規定する会員は，次の各号のいず
れかに該当する個人とする。なお，第一種正会員を
もって，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
上の社員とする。
一 第一種正会員 都道府県及び市の学校歯科医の団
体（以下，「加盟団体」という。）の会員である歯科
医師
二 第二種正会員 歯科医師，歯科衛生士，学校保健
関係者を養成する大学あるいは専門学校等（以下，
医育機関という）に勤務する教育担当者で，この法
人の目的に賛同する者
三 賛助会員 この法人の目的に賛同し，事業に協力
する者で歯科医師以外の者。但し医育機関に勤務す
る教育担当者を除く。
四 名誉会員 この法人に特に功労のあった者
２ 前項の適用において，第一種正会員で市の学校歯科
医の団体の会員とは，既に加盟している指定都市の学
校歯科医の団体又は歯科医師会に属する会員で歯科医
師の者をいう。
（入会手続）
第３条 この法人に会員として入会しようとする者は，
理事会において別に定める入会申込書に次の事柄を記
入し，署名捺印のうえ，第一種正会員にあっては，加
盟団体を経て，第二種正会員及び賛助会員は，この法
人に直接提出しなければならない。
一 現住所，氏名，生年月日，男女別
二 出身学校名，卒業年月日
三 学校歯科医にあっては担当学校名，就任年月日
四 歯科医師にあっては，診療所名称，所在地並びに
所属加盟団体名，第二種正会員にあっては，勤務先
名称，所在地，職名

２ この法人への入会の可否は，次に掲げる基準を基に
理事会において決定する。
一 成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
二 この法人を退会してから一年以上経過しているこ
と。
三 入会申込書の記載に不備のないこと。

３ 会長は，理事会において入会の可否を決定したとき
は，入会決定通知書により，入会申込者に通知しなけ
ればならない。
４ 名誉会員については，あらかじめ本人の意向を確認
の上，理事会の承認を得なければならない。
（会員名簿）
第４条 会員とは，第３条に定める入会申込書をこの法
人に提出し，理事会の承認を得て，会員名簿に登録さ
れた者をいう。
２ 会員名簿に登録された会員に関する情報について
は，その公開の可否及び公開の範囲について，本人の
意向を十分尊重し，慎重に取り扱わなければならな
い。
３ 第３条の入会申込書に記載した事項に変更が生じた
とき，会員は変更が生じた事項について異動届に記載
し，速やかにこの法人に提出しなければならない。な
お，提出の方法は第３条を準用する。
（会費及び負担金）
第５条 会費及び負担金の金額及び納期並びに減免に関
する扱いについては，総会の決議により定める会費及
び負担金等に関する規則によるものとする。
（退 会）
第６条 この法人を退会しようとする者は，理由を付し
て次の事柄を記載した退会届を速やかにこの法人に提
出しなければならない。なお，提出の方法は第３条を
準用する。
２ 前項の規定により会員が退会したときは，会員名簿
の登録を抹消する。
３ 定款第９条及び第１０条の規定により，退会以外の事
由により会員の資格を喪失した場合については，前項
と同様に会員名簿の登録を抹消する。
（会員の特典）
第７条 会員は，この法人の事業又は学校歯科保健につ
いて意見を述べ，又は調査研究の結果をこの法人の機
関誌等に発表することができる。
なお，発表に関する必要事項は，別に定める。

２ 会員は，この法人の発行する機関誌及び刊行物等の
配布を受け，又は購入することができる。
（会員の権利及び義務）
第８条 第一種正会員は，定款第５条に定める権利を有
するほか，この法人の定款，諸規則及び決議に従い，
この法人の伝統を尊重し，会務の運営に協力し，つと
めてこの法人の諸会合に出席するものとする。
２ 会員は，幼児，児童生徒，学生の保健管理，保健指
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導に従事するためにふさわしい人格の陶冶に心がける
ものとする。
３ 会員は，この法人の役員，委員に任命されたとき
は，正当の理由ある場合を除き，これに就任しなけれ
ばならない。
４ 第一種正会員からこの法人に提出されるすべての書
類及び会費，負担金は，特別の理由がある場合を除
き，加盟団体を経由しなければならない。
第９条 この法人は，会員に定款第９条の規定による処
分をする場合には，その会員に対し，総会の１週間前
までに，理由を付して除名をする旨を通知し，総会に
おいて，決議の前に弁明の機会を与えなければならな
い。
２ 前項により除名が決議されたときは，その会員に対
し，通知するものとする。
（再入会）
第１０条 過去にこの法人の会員であった者で再入会を希
望する場合には，第３条の規定を準用する。ただし，

退会の際未納の会費がある場合には，当該未納会費を
納入しない限り，再入会は認めないものとする。
（補 則）
第１１条 この規則に定めるものほか，必要な事項は会長
が別に定める。
（改 廃）
第１２条 この規則の改廃は，理事会の決議を得て総会の
決議をもって行う。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 会費及び負担金に関する規則

（目 的）
第１条 この規程は，一般社団法人日本学校歯科医会（以
下「この法人」という。）定款第７条に定める会費及
び負担金に関する必要事項を定めるものとする。
（名誉会員）
第２条 定款第７条第２項により，名誉会員の会費はこ
れを免除する。
（会費の種別）
第３条 この法人の会費は在籍日数にかかわらず次のと
おりとする。
一 第一種正会員並びに第二種正会員

年額 １０，０００円
二 賛助会員 年額 ３，０００円
２ この法人の負担金については，必要に応じて総会で
定める。
第４条 会費は，第一種正会員にあっては加盟団体を経
て，それ以外の会員にあっては直接に，この法人に納
入するものとする。
（会費・負担金の徴収及び納期）
第５条 加盟団体は第一種正会員の当該年度分並びに未
納分の会費を徴収し，この法人に納入するものとす
る。
２ 加盟団体は前項の会費を他の規則に別段の定めのあ
るものを除くほか，当該年度の７月３１日までにこの法
人に納入しなければならない。
なお，特段の理由がある場合は１１月３０日までに納入
するものとする。

３ 加盟団体は第一種正会員の当該年度の会費の徴収額
に不足が生じた場合は，これを立て替えて本会へ納入
することとする。
４ 第二種正会員並びに賛助会員は，当該年度の会費を
７月３１日までにこの法人へ直接納入するものとする。
（会費・負担金の減免）
第６条 会長は，特別の事情ある会員に対して理事会の
議決を経て会費の一部又は全部を減免することができ
る。
（会費・負担金の不返還）
第７条 この法人は，会員が納入した会費については，
これを返還しない。
（改 廃）
第８条 この規則の改廃は，理事会及び総会の決議を
もって行う。
（補 則）
第９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は会
長が別に定める。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 会議及び委員会に関する規則

（目 的）
第１条 この規則は，一般社団法人日本学校歯科医会（以
下「この法人」という。）の会務並びに会議の運営管
理に関する事柄を定め，この法人の円滑なる運営を図
ることを目的とし，必要な事項を定めるものとする。
（種 類）
第２条 この法人に常務理事会，加盟団体長会及び委員
会を置く。
２ 常務理事会及び加盟団体長会は必要に応じて会長が
これを招集して，その議長となる。
３ 委員会は必要に応じて会長がこれを招集する。な
お，委員の過半数の出席をもって成立するものとす
る。
４ 委員会の種類は常任委員会，臨時委員会並びに特別
委員会とし，委員会の議長は委員長とする。
５ 本条に定めるもののほか，会長は必要に応じて会議
を招集することができる。
（加盟団体及び加盟団体長会）
第３条 加盟団体長は，次の事柄についてこの法人に毎
年度報告することとし，また，これらの事柄に変更が
あったときは，速やかにこの法人に報告しなければな
らない。
一 当該加盟団体事務所の所在地
二 当該加盟団体役員の住所，氏名
三 代表会員及び予備代表会員の氏名，住所等
四 その他重要な事柄
２ 加盟団体長をもって加盟団体長会を構成する。
３ 加盟団体長会は，会長の諮問にこたえ，この法人の
運営に関する事項を協議し，この法人と加盟団体間等
の連絡協調を図る機関とする。
（常務理事会）
第４条 常務理事会は，この法人の会務並びに事業につ
いて，必要な事項を検討するために，会長がこれを招
集する。
２ 常務理事は，会長の旨を受けてその担当事務を掌理
し，専務理事を補佐し，専務理事が事故あるときは，
予め常務理事間で決めた順位に従い，専務理事の職務
を代理し，その欠けたときはその職務を代行する。
３ 会長，副会長，専務理事，常務理事をもって常務理
事会を構成する。
４ 会長は必要に応じて第３項に定める者以外の役員も
しくは委員等を常務理事会に出席させ，意見を聴取す
ることができる。

（常任委員会）
第５条 会長は必要に応じて委員を委嘱し，常任委員会
を設置することができる。
第６条 委員は会長が委嘱する。
第７条 委員の任期は委嘱した会長の在任期間とする。
第８条 委員は委員会を組織し，会長から付託された事
柄を審議する。
第９条 委員会は７名以内とし互選により委員長，副委
員長各１名を選出する。
第１０条 委員長は委員会を代表し，その会務を処理す
る。副委員長は委員長を補佐し，委員長が事故あると
きは，その業務を代理する。
第１１条 委員長は付託された事柄につき年度毎に，又は
その事柄が完了したときに，速やかにこれを会長に報
告しなければならない。
第１２条 委員長は委員会の意見を会長に具申することが
できる。
第１３条 委員長は必要に応じて小委員会を設置すること
ができる。
第１４条 この規則のほか，必要に応じて会長は委員会に
関する規程を定めることができる。
（臨時委員会）
第１５条 会長は必要に応じて臨時委員会を設置すること
ができる。
第１６条 委員の任期は，委嘱した会長の在任期間とす
る。
第１７条 委員長は，付託された事柄につき，その事柄が
完了次第速やかにこれを会長に報告しなければならな
い。
第１８条 その他，第６条，第８条，第９条，第１０条，第
１２条，第１３条，第１４条を準用する。
（特別委員会）
第１９条 特別委員会は必要に応じて当該総会の出席代表
会員の議決を経て設置し，委員については同じく総会
の代表会員又は予備代表会員の中から選出し，会長が
委嘱する。
第２０条 特別委員会委員の任期は，選出後二年以内に終
了する事業年度のうち，最終のものに関する定時総会
終結の時までとする。
２ 特別委員会委員在任中に代表会員又は予備代表会員
の資格を喪失した場合は同時に委員の職を辞し，直近
の総会において新たに代表会員又は予備代表会員の中
から選出する。但し，その任期は辞任した委員の残任
期間とする。
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第２１条 特別委員会の委員は７名以内とし互選により委
員長，副委員長各１名を選出する。
第２２条 特別委員会の委員長は特別委員会を代表し，業
務を処理する。副委員長は委員長を補佐し，委員長に
事故あるときは，その業務を代理する。
第２３条 特別委員会委員長は付託された事柄につき年度
毎に，又はその事柄が完了したときに，速やかに会長
に報告し，報告を受けた会長は直近に開催される総会
に報告しなければならない。
第２４条 この規定に定めるほかは，必要に応じて総会の
議決を経て該当する特別委員会規約（規則），運営細
則等を定めることができる。

附 則
１ この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第
１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から
施行する。
２ この規則の改廃は理事会の議決を経るものとする。
なお，特別委員会に関する条項の改廃は，理事会の議
決並びに総会の議決を経るものとする。
附 則
平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 選挙規則

第１章 総 則

（趣 旨）
第１条 この規則は，定款第５条第３項，第２１条の規定
に基づき，理事及び監事（以下，「役員」という。），
代表会員に関する選挙等について定める。
（選挙権の行使）
第２条 選挙権の行使は，一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律（以下，「法人法」という。）の定めに
従う。
２ 選挙権の行使は，理由のいかんを問わず，委任を認
めない。

第２章 選挙管理委員会

（選挙事務の管理）
第３条 この規則において役員の選挙及び会長の予備選
挙に関する事務は，選挙管理委員会が管理，執行す
る。ただし，議場における選挙の執行は，総会の議長
（以下，「議長」という）の指揮下に入る。
（選挙管理委員会）
第４条 選挙管理委員会は，委員９名以内をもって組織
する。
２ 委員は，定款第５条に規定する第一種正会員の中か
ら理事会の議決による指名に基づいて会長が委嘱す
る。
３ 委員の任期は２年とし，委嘱された年の７月１日を
もって始期とする。ただし，補充により委嘱された者
の任期は，その前任者の残任期間とする。
４ 前項の規定にかかわらず，委員は任期が満了しても
後任者が就任するまでは，その職務を行う。
５ 委員は，本会役員，顧問，参与，常任もしくは臨時
及び特別委員会委員，代表会員及び予備代表会員を兼
ねることはできない。
６ 委員は，その任期中に限り選挙権および被選挙権を
有せず，また，本会役員候補者を推薦することができ
ない。
７ 選挙管理委員会の委員長及び副委員長は，その委員
の互選による。
（選挙録の提出及び保存）
第５条 選挙管理委員会は，選挙の経過を記載した選挙
録を作成し，議長に提出しなければならない。
２ 選挙録には，選挙管理委員長，副委員長，投票立会

人及び開票立会人がこれに記名押印しなければならな
い。
３ 議長は，選挙録を会長に渡し，会長は，選挙録及び
その選挙に関わる関係書類をその任期期間保存しなけ
ればならない。

第３章 役員の選挙

（目 的）
第６条 この章は，総会において役員を選任する際の選
挙に関する手続きを定める。
（役員選挙の選挙権及び被選挙権）
第７条 役員選挙の選挙権に関しては，定款第５条の規
定による第一種正会員にして，入会後選挙日において
６０日を経過した者で，加盟団体等で代表会員又は予備
代表会員に選ばれ，かつ，役員の選挙の行われる総会
に出席した者が，選挙権を有する。
２ 役員選挙の被選挙権は，入会後選挙日において定款
第５条の規定による第一種正会員として引き続き２年
以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
３ 定款その他の規則により選挙権及び被選挙権に制限
を加えられたものはこの限りでない。
（選挙権者及び被選挙権者名簿）
第８条 選挙権者名簿は，一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律第３１条及び第３２条の規定により作成し
た，選挙日から６０日前現在の本会備え付け代表会員名
簿を用いる。
２ 被選挙権者名簿は，選挙日から６０日前現在の本会備
え付け会員名簿を用いる。
（選挙権者名簿の閲覧）
第９条 第４章の規定により選挙権及び被選挙権を有す
る者は，前条の名簿を閲覧することができる。
（異議の申出）
第１０条 選挙権者は，選挙権者名簿に登録すべき者の決
定に関し不服がある時は，文書で選挙管理委員会に異
議を申出ることができる。
（議 案）
第１１条 理事会は，総会の権限である役員の選任に係る
議案を決定し，会長は，総会の開催日の２週間前まで
に代表会員に対し書面によりその通知を発しなければ
ならない。
２ 会長は，前項の議案の作成にあたっては，会長の予
備選挙で当選した会長候補者に次期理事候補者の名簿
の提出を求めなければならない。
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３ 監事の選任に係る議事を作成するにあたっては，第
１種正会員の中から当該候補者を募集しなければなら
ない。
４ 前３項にかかわらず，総代表会員の３０分の１以上の
議決権を有する代表会員は，役員の選任に係る議案を
理事会に提出することができる。但し，第１項の総会
の日の６週間前までに書面にて当該議案の要領を理事
会に提出しなければならない。
５ 次期役員候補者については，選挙管理委員会は候補
者の資格を審査し，資格があると認めたときは，候補
者にその旨を通知し，かつ，候補者の氏名を掲示板に
掲示しなければならない。なお，前項の掲示は，選挙
の当日までとする。
６ 選挙管理委員会は，候補者一覧表を作成し，選挙権
者に速やかに送付しなければならない。
７ 候補者であることを辞退しようとするときは総会の
前日までに，選挙管理委員会へ文書で届出なければな
らない。
（役員の選挙の期日）
第１２条 役員の選挙は，定時総会で行う。ただし，特別
の事情のあるときは，会長は，理事会の議決を経てそ
の期日を変更することができる。
（選挙の方法）
第１３条 役員の選挙は，連記無記名投票により行う。
２ 投票は１人１票とする。
（総会における選挙に係る会場の閉鎖）
第１４条 議長は，選挙開始を宣告すると同時に議場の出
入口を閉鎖し，選挙権を有する出席者の数を確定しな
ければならない。
（投票立会人及び開票立会人）
第１５条 議長は，出席代表会員の中から投票及び開票立
会人それぞれ２人を指名し，投票及び開票に立ち合わ
せなければならない。
２ 投票及び開票立会人は正当な理由がなければ，その
職を辞することができない。
（投票用紙の手交）
第１６条 投票用紙は，投票所において選挙管理委員会か
ら選挙権者に手交する。
（投票所における秩序保持）
第１７条 投票が開始されたときは，何人も演説討論，喧
騒行為又は投票に関する協議，勧誘，その他選挙の秩
序を乱してはならない。
２ 前項の規定に触れる行為をした者に対し，議長は，
これを制止，又は退場させることができる。
３ 前項により退場させられた者は，投票の最後に投票
させる。
（投票箱の閉鎖）
第１８条 選挙管理委員長は，投票が終わったときは，そ
の旨を議長に報告し，議長は投票終了を宣告してか
ら，投票箱を閉鎖させる。

２ 前項の宣告があった後は，投票を許さない。
（開 票）
第１９条 選挙管理委員は，投票箱を開き投票の総数と投
票者の総数を計算する。
２ 選挙管理委員長は，投票の内容を調査し，得票数を
確認して議長に報告する。
３ 選挙管理委員会は，無効投票の判定について，開票
立会人の意見を聞かなければならない。
（無効投票）
第２０条 次の投票は無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 他事を記載したもの（ただし，敬称の類はこの限
りでない）
三 記載した事項が確認しがたいもの（白紙を含む）
（当選者）
第２１条 定款第２１条の規定により，過半数に達した者
を，各選挙の定数になるまで得票順に当選者とする。
２ 候補者が定数を超えないときは，投票によらない
で，候補者ごとに総会の過半数の議決により当選者と
決定することができる。
（当選者の決定と報告）
第２２条 議長は，第１９条第２項の規定により選挙管理委
員長から報告を受けたときは当選者を決定し，直ちに
議場及び会長に報告しなければならない。
（当選者の掲示）
第２３条 前条の報告を受けた会長は，これを掲示板に掲
示しなければならない。
２ 前項の掲示は，役員就任後１週間以上とする。
（選挙効力に関する異議の申立）
第２４条 選挙の効力に関し不服のある選挙権者又は候補
者は，その選挙の日から１０日以内に文書で選挙管理委
員会に対して異議を申立てることができる。ただし，
選挙管理委員会の決定に対して再度異議を申出ること
はできない。

第４章 代表会員・予備代表会員の選挙等

（選挙権）
第２５条 定款第５条の規定による本会の第一種正会員
で，加盟団体の定めにより当該団体の会員を代表する
者が選挙権を有する。
（被選挙権）
第２６条 定款第５条の規定による本会の第一種正会員
は，被選挙権を有する。ただし，定款その他の規則に
より選挙にかかわる権利に制限を加えられた者はこの
限りではない。
（選挙の方法等）
第２７条 代表会員ならびに予備代表会員は，定款第５条
第３項の規定及び本規則により加盟団体において選挙
する。なお，その方法は投票または挙手その他別段の



定款諸規則

79日本学校歯科医会会誌 116号

方法によることができる。
２ 加盟団体長は前項の選挙を行う場合，その旨を公示
することとする。
３ 代表会員は，加盟団体を単位として，選挙によって
第一種正会員の中から選ばれるものとし，その選ばれ
る数は，当該団体に属する第一種正会員数を２５０で除
して得た数（端数は切り上げる）とする。
４ 前項の第一種正会員数は，選挙前年の１１月末日現在
の数とする。
５ 代表会員の選挙と同時に，同数の予備代表会員を選
出することとする。
６ 代表会員および予備代表会員は，本会の役員及び選
挙管理委員会委員を兼ねることができない。
（選挙の通知）
第２８条 本会会長は代表会員ならびに予備代表会員の任
期満了の２ヶ月前までに，当該選挙につき加盟団体へ
通知するものとする。
（選挙結果の報告）
第２９条 加盟団体長は当該選挙の結果を遅滞なく本会へ
報告しなければならない。

（代表会員の補欠選挙）
第３０条 代表会員もしくは予備代表会員が欠けた場合又
は員数を欠くこととなるときは，加盟団体において代
表会員，予備代表会員の補欠選挙を行うこととする。
なお，選挙の方法は第２７条を準用する。

第５章 補 則

（改 廃）
第３１条 この規則の改廃は，理事会の決議を得て総会の
決議をもって行う。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 会長予備選挙規則

（目 的）
第１条 会長の予備選挙は，定款第３０条第１項で定める
理事会の権限である会長の選定の過程において，会員
の意識を調査することを目的とする。
２ 会長の選定に関する議案の決定にあたっては，理事
会は会長の予備選挙の結果を参考にすることができ
る。
（選挙の倫理）
第２条 選挙は歯科医師としての品位を保ち，良心と職
責にはじぬよう厳正に施行する。
（選挙権の行使）
第３条 選挙権の行使は，理由の如何を問わず，委任を
認めない。
（会長予備選挙の選挙権及び被選挙権）
第４条 全ての代表会員は選挙権を有する。
２ 定款第５条の規定する第一種正会員にして，入会の
承認後６０日を経過した者が，被選挙権を有する。ただ
し，定款その他の規則により被選挙権に制限を加えら
れた者は，この限りでない。
（選挙権者名簿）
第５条 選挙権者名簿は，基準日における代表会員名簿
を用いるものとする。
２ 前項の基準日は公示日の６０日前とする。
（選挙権者名簿の閲覧）
第６条 第４条の規定により選挙権及び被選挙権を有す
る者は，前条の名簿を閲覧することができる。
（予備選挙の期日）
第７条 会長の予備選挙（以下，「予備選挙」という。）
は，役員の任期が終わる日の６０日前までに行う。ただ
し，特別の事情のあるときは，会長は，理事会の議決
を経てその期日を変更することができる。
（予備選挙の公示）
第８条 会長は，予備選挙の期日をその３０日前までに公
示しなければならない。但し，再選挙の場合はこの限
りではない。
２ 前項の公示には，立候補届出期間その他必要事項を
記載しなければならない。
（立候補の届出）
第９条 予備選挙の届出期間は選挙期日の３０日前から１４
日間の土日，祝日及び本会休業日を除く午前９時３０分
から午後５時とする。
２ 予備選挙への立候補には，選挙管理委員会で定める
所定の立候補届，立候補趣意書，第一種正会員の５名
以上１０名以内の推薦人が記名押印した推薦書を添え

て，選挙期日１４日前の日の午後５時までに選挙管理委
員会へ届出をしなければならない。ただし，届出期間
の末日が土日，祝日及び本会休業日に当たるときは，
その末日は翌日とする。
３ 予備選挙の立候補者は，推薦人の中から１名の代表
推薦人を定めるものとする。
（立候補の届出書に記載する事項等）
第１０条 会長予備選挙の立候補届出書には，立候補者の
氏名，生年月日，住所，診療所の所在地及び名称並び
に略歴を記載し，かつ，候補者の立候補趣意書を添え
なければならない。
２ 前項の届出書には，第一種正会員である５人以上１０
人以内の推薦人の氏名，生年月日及び住所を記載した
推薦書を添えなければならない。なお，推薦人には本
会の代表会員を１人以上の含むものとする。
（届出受理の通知及び掲示）
第１１条 前条に規定する届出があった場合は，選挙管理
委員会は予備選挙の候補者の資格を審査し，資格があ
ると認めたときは，予備選挙の立候補者並びに代表推
薦人にそれぞれその旨を通知し，かつ，立候補者氏
名，推薦人氏名を掲示板に掲示しなければならない。
２ 前項の掲示は，選挙の当日までとする。
（候補者一覧表の作成及び送付）
第１２条 選挙管理委員会は，予備選挙の候補者一覧表及
び立候補趣意書を基に選挙公報を作成し，選挙権者に
速やかに送付しなければならない。
（候補者の辞退届出）
第１３条 候補者であることを辞退しようとするときは，
選挙前日の午後５時までに選挙管理委員会に文書で届
け出なければならない。
（選挙の方法）
第１４条 選挙は代表会員が投票用紙に投票の記載をし，
これを本会選挙管理委員会へ郵送等により送付する方
法により行う。なお，投票用紙の送付・受領及び開票
等必要な事項は，理事会の議を経て別に実施要項を定
める。
２ 投票は１人１票とする。
３ 前項の投票は，単記無記名とする。
（無効投票）
第１５条 次の投票は，無効とする。
一 正規の投票用紙を用いないもの
二 候補者以外の氏名を記載したもの
三 ２名以上の候補者の氏名を記載したもの
四 他事を記載したもの。ただし，敬称の類はこの限
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りでない
五 何人を記載したかを確認し難いもの（白紙を含
む）

（当選者）
第１６条 会長予備選挙は，有効投票の過半数に達した者
を，当選者とする。
２ 過半数に達した者がいないときは，得票数の多い順
に第２位までの者につき，再投票を行う。
３ 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは，
候補者もしくは候補者が指定する推薦人のくじ引きに
より当選者を決める

（規則の改廃）
第１７条 この規則を変更し，または廃止しようとすると
きは，理事会並びに総会の議決を経なければならな
い。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 予算決算特別委員会規則

（趣 旨）
第１条 この規約は，一般社団法人日本学校歯科医会会
議及び委員会規則第１９条の規定に基づき，これを定め
る。
第２条 本委員会を予算決算特別委員会という。
第３条 本委員会は，本会の予算，決算及び関係議案を
定時総会に上程する前に十分な審査を行い，もって議
事運営の合理化と，その能率増進を図り本会の発展を
期することを目的とする。
（決算の審査事項）
第４条 本委員会は，会長より提出された決算に関する
議案につき，総会開会前までに次の事項を審査して定
時総会において代表会員に報告しなければならない。
ただし，総会議長より特に指示をうけた場合は，この
限りではない。
一 各会計単位の決算書
二 当該年度の決算実績明細書
三 全会計単位の現金預金期末残高一覧表
四 財産目録及び貸借対照表
五 借入金，仮受金及び立替金，仮払金の明細書
六 監査報告書
七 会費の納入状況
八 資産の運用状況
九 その他委員会が必要と認めた事項
（予算の審査事項）
第５条 本委員会は，会長より提出された予算案に関す
る議案につき，総会開会前までに次の事項を審査しな
ければならない。
一 各会計に関する予算案並びに会費負担金の額及び
支払方法
二 暫定予算案及び補正予算案
三 事業計画案
四 その他委員会が必要と認めた事項
（財産の管理及び会計規則等改廃案の検討等）
第６条 本委員会は，前２条に規定する事項のほか，次
の事項を審査する。
一 本会の資産管理及び会計規程の改廃案の検討
二 本会の監査規程の改廃案の検討
三 会計単位の改廃及び設置に関する事項
四 本会の財産及び会計の管理及び処分に関する事項
五 総会より委任を受けた事項の調査及び審査
（委員の定数並びに委員会の成立要件）
第７条 本委員会委員は７名とし，代表会員をもって構
成する。

２ 本委員会は，委員の過半数の出席をもって成するも
のとする。
（委員の選任）
第８条 本委員会委員の選任は，第１３条に定める７ブ
ロックが各１名ずつ推薦する代表会員をもって委員と
する。
（委員の任期）
第９条 前条により選任された委員の任期は選出後二年
以内に終了する事業年度のうち，最終のものに関する
定時総会終結の時までとし，補欠による補充委員の任
期は前任者の残任期間とする。
２ 前項の規定にかかわらず，委員は任期が満了しても
後任者が就任するまでは，その職務を行うものとす
る。
（任期満了による委員選任の時期）
第１０条 任期満了に伴う委員の選任は，本会執行部の任
期初年度に，各ブロックにおいて行うものとし，後任
の委員が選任されるまでは第９条２項の規定を準用す
る。
（委員資格の喪失）
第１１条 本委員会委員はその任期の途中で代表会員の資
格を失った場合は，委員としての資格を失うものとす
る。
（委員の補充と補充委員の承認）
第１２条 前条において資格を喪失した委員の補充は第８
条の規定を準用し，ブロックより推薦された代表会員
が委員としての任にあたる。
（委員選任のブロック区分）
第１３条 第８条に定めるブロック区分とは，以下の区分
とする。
北海道・東北ブロック＝北海道，札幌市，青森県，

岩手県，秋田県，山形県，
宮城県，福島県

関東ブロック ＝栃木県，茨城県，群馬県，
千葉県，埼玉県，神奈川県，
川崎市，山梨県

東京ブロック ＝東京都
東海・信越ブロック ＝長野県，新潟県，愛知県，

名古屋市，岐阜県，静岡県，
三重県

近畿・北陸ブロック ＝福井県，石川県，富山県，
京都府，奈良県，滋賀県，
和歌山県，大阪府，大阪市，
兵庫県，神戸市
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中国・四国ブロック ＝広島県，岡山県，山口県，
島根県，鳥取県，高知県，
徳島県，愛媛県，香川県

九州ブロック ＝福岡県，福岡市，佐賀県，
長崎県，大分県，宮崎県，
熊本県，鹿児島県，沖縄県

（委員長及び副委員長）
第１４条 本委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２ 前項の委員長及び副委員長は，委員の互選により決
める。
（小委員会）
第１５条 本委員会は，委員のうち，若干名を小委員会の
委員とすることができる。
２ 小委員会は，委員会より命ぜられた調査及び起案を
行うものとする。
（委員会又は小委員会の招集等）
第１６条 本委員会は委員長が，これを掌理し，委員会又
は小委員会を招集し，会議の座長となる。
２ 前項の委員会及び小委員会の招集は，総会議長と協
議のうえ，行わなければならない。
第１７条 総会議長及び副議長は，委員会または小委員会
に出席し，質問し，または意見を申し述べることがで
きる。
（委員会への招致）
第１８条 委員長は，必要に応じて監事，嘱託公認会計
士，専務理事，会計担当業務執行理事及び関係役職員

等を委員会に出席させることができる。
（財務書類の審査突合）
第１９条 本委員会は，本会の財務書類の審査突合を行わ
なければならない。ただし，収入伺及び支出伺並びに
領収証等の審査は，必要欠くことのできないものを除
くほか，その必要はない。
（調査審査上の制限）
第２０条 本委員会の調査審査は，本会の業務執行を著し
く阻害してはならない。
（審査結果の総会への報告）
第２１条 委員長は，委員会の審査結果を当該議案の提案
理由の説明終了後，総会に報告しなければならない。
（委員会の事務）
第２２条 本委員会に関する事務は，委員長の命により本
会事務局が担当するものとする。
（規則の改廃手続き）
第２３条 この規則を変更し，または廃止しようとすると
きは，総会の議決を経なければならない。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 総会議事規則

第１章 総 則

（目 的）
第１条 この規則は，定款第１１条に規定する総会の運営
について定めるものとする。議決権を行使する代表会
員その他総会の出席者は，法令及び定款並びにこの規
則を順守しなければならない。
（議席の決定）
第２条 代表会員の席次は，加盟団体により議長がこれ
を定める。
（出席者の確認）
第３条 開議の時刻に至るときは，議長はその席につき
出席代表会員の氏名を点呼する。ただし，議長の指示
により，事務局に代行させること，又は事務局による
出席の受付をもって，代えることができる。
（会議の開閉）
第４条 議長は，前条の結果，定足数に達していること
を確認したときは，開会を宣告する。
２ 会議の閉会は議長が宣告する。
（欠席の届出）
第５条 代表会員が欠席しようとするときは，予め議長
に届け出なければならない。
２ 前項の届出の際，代表会員は，併せてその職務を代
理する者を議長に届け出なければならない。当該届出
をもって，本会定款第１８条第２項に定める「代理権を
証明する書面」とする。
（会議中の出席及び欠席）
第６条 代表会員が氏名点呼後に出席したときは，その
旨を議長に申告し，退席しようとするときは，議長に
届け出なければならない。
２ 前項に規定する出席・退席の申告は文書によるもの
とする。

第２章 議 事

（議長の権限）
第７条 議長は，総会の秩序を維持し，議事を整理する
ため，必要な措置をとることができる。
２ 議長は，その命令に従わない者その他当該総会の秩
序を乱す者を退場させることができる。
（一括付議）
第８条 議長は，必要があると認められるときは，２件
以上の議題又は議案を一括して付議することができ

る。
（議題・議案の説明及び質問等）
第９条 議長は，議題を付議した後，理事に対し，当該
議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるもの
とする。
２ 本規則第２４条第１項乃至第３項に基づき代表会員に
より提案された議題又は議案がある場合，議長は，提
案者である代表会員に，当該議題に関する事項の報告
又は議案の説明を求め，理事又は監事に対しては当該
提案に対する意見を求めるものとする。
３ 議長は，前二項の報告・説明等の後，代表会員より
質問があるときは質問を行わせ，質問が終ったとき
は，理事又は監事に説明させ，討論に付し，その終結
の後，採決に付する。なお，議題に関する事項の報告
又は議案の説明の終了後でなければ，当該議題又は議
案について，発言することはできない。
（説明の拒絶）
第１０条 理事又は監事は，質問が次の理由に当たるとき
は，説明を拒絶することができる。
一 質問事項が総会の目的事項に関しないものである
場合
二 説明することにより総会の共同の利益を著しく害
する場合
三 説明することにより本会のその他の者（当該代表
会員を除く）の権利を侵害することとなる場合
四 説明をするために調査が必要である場合
五 質問が重複する場合
六 その他説明しないことにつき正当な理由がある場
合

（議決案件の条項，字句及び数字等の整理）
第１１条 総会は，議決の結果生じた条項，字句，数字そ
の他の整理については，議長に委任することができ
る。

第３章 発 言

（発言の許可等）
第１２条 代表会員が発言しようとするときは，起立又は
挙手により議長を呼び，自己の番号を告げ，議長の許
可を得なければならない。
２ ２人以上の起立又は挙手により発言を求めたとき
は，議長は先に起立又は挙手した者と認めた者を指名
して発言させる。
３ 代表会員の発言は，すべて議長に向ってこれをなさ
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なければならない。
（発言の通告等）
第１３条 代表会員が会務について質問しようとするとき
は，予めその要旨を議長に通告しなければならない。
（発言内容）
第１４条 発言はすべて簡明を旨とし，重複を避け，課題
外にわたり，又はその範囲をこえてはならない。
２ 議長は，その発言が前項の規定に反すると認めると
きは注意をし，なお従わないときは発言を禁止するこ
とができる。
３ 代表会員は，議題になっている案件に限り，質問を
することができる。
（発言時間）
第１５条 議長は，必要があると認めたときは，予め，発
言時間を定めることができる。
２ 前項により発言時間の定めをした場合に，代表会員
の発言がその予定時間を越えたときは，議長は，注意
又は発言の中止を命ずることができる。
（議事進行に関する発言）
第１６条 議事進行に関する発言は，議題に直接関係のあ
るものについて，又は議長に対し議事進行上の問題に
ついて質問し，注意し，又は希望を述べるものでなけ
ればならない。
２ 議事進行の発言が，その趣旨に反すると認めるとき
は，議長は，直ちに制止しなければならない。
（議長の発言及び討論）
第１７条 議長が討論しようとするときは，議案朗読後代
表会員席に着き代理者を議長席に着かさなければなら
ない。
２ 議長が討論したときは，その議題の採決が終るまで
議長席に復することができない。
（質疑又は討論の終結）
第１８条 質疑又は討論が終ったときは，議長はその終結
を宣告する。
２ 発言が尽きないときは，議長はその判断で，質疑又
は討論の終結を宣言することができる。また，代表会
員からは，質疑又は討論終結の動議を提出することが
できる。
３ 前項の動議が提出されたときは，議長は直ちに採決
しなければならない。

第４章 採 決

（採決事項の宣告）
第１９条 議長は，採決しようとするときは，採決に付す
る議案の内容を宣告しなければならない。
（起立，挙手による採決）
第２０条 採決は，別途定めがある場合を除き，起立又は
挙手により，議長はその多少を認定して，定款第１７条
に従って決議の可否を宣告する。

（投票による採決）
第２１条 議長が必要と認めたとき，又は出席代表会員の
５分の１以上の要求があったときは，投票で採決す
る。
２ 投票の終ったときは，議長はその結果を発表して，
定款第１７条に従って決議の可否を宣告する。
（修正案の採決の順序）
第２２条 議題に関して付議された議案（以下「原案」と
いう）につき，提案理由を付し，発議者のほかに１０人
以上の賛成者とともに連署して，議長に提出された修
正案は，原案より先に採決しなければならない。
２ 前項以外の修正案は，原案より後に採決するものと
する。
３ 前二項の定めにかかわらず，同一の議案について数
個の修正案が提出された場合は，議長が裁決の順序を
決める。
４ 数個の議案がある場合で，先に採決された議案が可
決されたときは，他の議案についてはあらためて採決
することなく，同時に否決されたものとみなす。
（議決権行使の義務）
第２３条 出席代表会員は，可否いずれかの数に加わらな
ければならない。

第５章 動 議

（議題・議案の提出，進行動議の提出）
第２４条 総代表会員の議決権の３０分の１以上を有する代
表会員は，会長に対し，一定の事項を議題とすること
を請求することができる。ただし，当該請求は，総会
の日の６週間前までに行わなければならない。
２ 代表会員は，議題に関して付議された議案につき修
正案を提出することができる。ただし，当該修正案が
法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の
議案につき，総会において総代表会員の議決権の１０分
の１以上の賛成を得られなかった日から３年を経過し
ていない場合は，この限りでない。
３ 総代表会員の議決権の３０分の１以上を有する代表会
員は，会長に対し，総会の日の６週間前までに，総会
の議題について当該代表会員が提出しようとする議案
の要領を代表会員に通知することを請求することがで
きる。ただし，当該議案が法令若しくは定款に違反す
る場合又は実質的に同一の議案につき，総会において
総代表会員の議決権の１０分の１以上の賛成を得られな
かった日から３年を経過していない場合は，この限り
でない。
４ 代表会員は，総会の運営又は議事進行に関して，動
議を提出することができる。
（動議の却下）
第２５条 議長は，動議が次の事由に当たるときは，直ち
に却下することができる。
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一 当該修正動議に関する議題の審議に入っていない
とき，又は審議を終了したとき
二 既に同一の内容の動議が否決されているとき
三 総会の議事を妨害する手段として提出されたとき
四 不適法又は権利の濫用に当たるとき
五 その他合理的理由のないことが明らかなとき

第６章 議事付託に関する特別委員会

（総会の設置する委員会）
第２６条 総会は，議案の調査，文案の起草又は議事運営
に関し，議長又は総会の議決に基づき特別委員会（以
下「委員会」という。）を設け付託することができ
る。
２ 常設の委員会は，予算決算特別委員会及び議事運営
特別委員会とし，必要な規則は，別に定める。
３ 前項の常設の委員会の他必要あるときは他の委員会
を設けることができる。
４ 前項の委員会の運営は，本章の以下条項の定めによ
る。
（委員の選出）
第２７条 委員は議長が指名し，又は代表会員の中から互
選する。
（委員長及び副委員長の選出）
第２８条 委員会においては，委員長１名，副委員長１名
を互選しなければならない。
（委員会の招集）
第２９条 委員会は委員長がこれを招集する。
（会議中の委員会の開催）
第３０条 委員長は，総会の開催中においても議長の許可
を得て委員会を招集することができる。
（委員会の審議制約）
第３１条 委員長は，総会の付託した案件以外に渉ること
ができない。
（委員長の任務）
第３２条 委員長は，委員会の議事を整理し，その経過及
び結果を総会に報告しなければならない。
（委員会の議事）
第３３条 委員会は，委員半数以上の出席がなければ委員

会を開くことができない。
２ 委員会の議決は，出席者の過半数をもってしなけれ
ばならない。可否同数の時は，委員長がこれを決す
る。
３ 委員会に付託された案件の発議者又は提出者は，委
員会に出席して意見を述べることができる。ただし，
採決に加わることは出来ない。
（閉会中の継続審査）
第３４条 委員会に付託された案件で，会期中に審議を終
了しないときは，会議により，会期終了後においても
継続し，その結果を次期総会に報告させる。
（委員の任期）
第３５条 委員の任期は，当該審議の終了したときをもっ
て解任される。
２ 委員会の委員は，代表会員の資格を失ったときは，
その資格を失うものとする。
（委員の補欠補充）
第３６条 委員会の委員の補欠補充は，議長の指名すると
ころによる。

第７章 議事録

（議事録の作成）
第３７条 議長は総会の会期ごとに議事録を作成しなけれ
ばならない。
２ 前項の議事録に加え，速記方式によって会議録を作
成する。
（議事録署名人）
第３８条 議事録は，代表会員のうちから選出された議事
録署名人２名がこれに記名押印し，これを本会に保管
する。
（規則の改廃）
第３９条 この規則を変更し，又は廃止しようとするとき
は，理事会及び総会の議決を経なければならない。

附 則
この規則は，平成２６年６月２４日から施行する。
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一般社団法人日本学校歯科医会 議事運営特別委員会規則

（目 的）
第１条 この規則は，一般社団法人日本学校歯科医会総
会議事規則第２６条の規定に基づき，これを定める。

（名 称）
第２条 本委員会を議事運営特別委員会という。
（目 的）
第３条 本委員会は，議事運営の合理化を図り，もって
議事の正常にして，かつ，円滑な審議を期することを
目的とする。
（予算決算関係議案上程後の分担）
第４条 総会の議案のうち，予算決算及びその他の関係
議案の審査は，予算決算特別委員会が行うも，その議
案が上程されたのちの議事運営に関しては本委員会が
担当するものとする。
（委員の選任）
第５条 本委員会の委員は，別表において定める７ブ
ロックから各１名ずつ推薦された代表会員の中から総
会において選任する。
（委員長及び副委員長）
第６条 本委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２ 前項の委員長及び副委員長は，委員の互選により決
める。
（小委員会）
第７条 本委員会は，委員のうち，若干名を小委員会の
委員とすることができる。
第８条 小委員会は，委員会より命ぜられた調査及び起
案を行うものとする。
（委員会又は小委員会の招集等）
第９条 本委員会は，委員長がこれを掌理し，委員会又
は小委員会を招集し，会議の座長となる。
２ 前項の委員会又は小委員会の招集は，議長と協議の
うえ，行わなければならない。
３ 総会開議中において議長が特に緊急を要すると認め
たとき，議長は委員を招集し，委員会を開催すること
ができる。
（議長及び副議長の委員会等への出席等）
第１０条 議長及び副議長は，委員会又は小委員会に出席
し，質問し，又は意見を申し述べることができる。
（委員の任期）
第１１条 本委員会の委員の任期は，代表会員としての任
期による。

（委員資格の喪失）
第１２条 本委員会の委員は，代表会員の資格を失ったと
きは，委員の資格を失うものとする。
（委員の補欠補充）
第１３条 本委員会の委員の補欠補充は，第５条の規定を
準用する。
（委員会への招致）
第１４条 委員長は，必要に応じて関係役職員を委員会に
出席させることができる。
（総会議長への報告）
第１５条 委員長は，委員会の審議結果を総会議長に報告
しなければならない。
（委員会の事務）
第１６条 本委員会に関する事務は，議長の命により本会
事務局が担当するものとする。
（規則の改廃）
第１７条 この規則を変更し，又は廃止しようとするとき
は，理事会及び総会の議決を経なければならない。

附 則
この規則は，平成２６年６月２４日から施行する。

別 表

北海道・東北
ブロック

北海道，札幌市，青森県，岩手県，
秋田県，山形県，宮城県，福島県

関 東
ブロック

栃木県，茨城県，群馬県，千葉県，
埼玉県，神奈川県，川崎市，山梨県

東 京
ブロック 東京都

東海・信越
ブロック

長野県，新潟県，愛知県，名古屋市，
岐阜県，静岡県，三重県

近畿・北陸
ブロック

福井県，石川県，富山県，京都府，
奈良県，滋賀県，和歌山県，大阪府，
大阪市，兵庫県，神戸市

中国・四国
ブロック

広島県，岡山県，山口県，島根県，
鳥取県，高知県，徳島県，愛媛県，
香川県

九 州
ブロック

福岡県，福岡市，佐賀県，長崎県，
大分県，宮崎県，熊本県，鹿児島県，
沖縄県
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一般社団法人日本学校歯科医会 役員報酬規則

第１章 総 則

第１条 この規則は，一般社団法人日本学校歯科医会定
款第２６条の規定に基づき，本会役員に対する報酬の支
給基準を設け，その適切な運用を図るために，これを
定める。
第２条 この規定により報酬の支給を受ける者は，定款
第２０条に規定する役員とする。

第２章 報 酬

第３条 この規則に定める報酬とは，役員の任期中その
職務に対する報酬をいう。
第４条 報酬に必要な事項は，役員報酬検討特別委員会
（以下「特別委員会」という。）の議を経て，理事会
及び総会の承認を得なければならない。
２ 特別委員会は，７名の代表会員もしくは予備代表会
員をもって構成するものとし，委員は，別に定める７
ブロックが各１名ずつ推薦する代表会員もしくは予備
代表会員をもって委員とする。
３ 前項に定める７ブロックは予算決算特別委員会規約
第１３条に規定するブロックとする。

４ 本特別委員会委員の任期は選出後二年以内に終了す
る事業年度のうち，最終のものに関する定時総会終結
の時までとし，補欠による補充委員の任期は前任者の
残任期間とする。

５ 前項の規定にかかわらず，委員は任期が満了しても
後任者が就任するまでは，その職務を行うものとす
る。
第５条 任期満了に伴う委員の選任は，本会執行部の任
期初年度に，各ブロックにおいて行うものとし，後任
の委員が選任されるまでは第４条５項の規定を準用す
る。
第６条 本委員会委員はその任期の途中で代表会員の資
格を失った場合は，委員としての資格を失うものとす
る。
第７条 前条において資格を喪失した委員の補充は第４
条２項の規定を準用し，当該ブロックより推薦された
代表会員もしくは予備代表会員が委員としての任にあ
たる。

第３章 雑 則

第８条 この規則の改廃は総会の議決によるものとす
る。

附 則
この規則は，一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第
１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
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●最近，学校歯科健康診断で小学校高学年生・中学生に歯垢沈着，軽度歯肉炎が目立ちます。
若い世代の食形態が欧米化され，給食後の歯みがきも覚束ないかもしれません。私の地元の
学校歯科医会では，給食後の歯みがき推進実施中学校と歯みがきを推進していない中学校との
２校間の歯肉写真判定により歯みがきの効果が確証できました。思春期の歯周病（歯肉炎）は
増加傾向にあり，生活習慣病であると日本学校保健会でも述べています。歯科保健教育の必要
条件の一つは，昼食後の歯みがきでしょう。 （草栁英二）

●第７８回全国学校歯科保健研究大会へのエントリーの時期が来ました。今年は１０月２３日～２４日
に島根県松江市で開催されます。大会会場には出雲縁結び空港と米子鬼太郎空港の両空港から
アクセスできます。２３日，朝の飛行機で出雲縁結び空港に飛び，出雲大社でお参りの後，大会
に参加。２４日大会終了後は，米子鬼太郎空港に向かい，堺港で日本海の新鮮なお魚と妖怪
ウオッチなんかも素敵かな？なんて考えています。松江で，また先生方にお会いできることを
楽しみにしております。 （髙柴重幸）

●栄養バランスを考えて作っている学校給食，残食がないに越したことはありませんが，限ら
れた時間で残さずいただくのは難しく，早食い，丸飲みをしてしまう子どもも少なからずいる
ようです。子どもたちの歯・口の健康づくりの観点から『よく噛んで食べましょう』と指導し
ているわれわれですが，『よく噛む』と『残食なく給食をいただく』の二つは，子どもによっ
ては相容れないことです。もし学校保健委員会で問われたら，どう答えたら良いものか悩んで
います。 （竹内利和）

●日学歯の常務理事を務めているものの，学校歯科医としては多くの先生と大差ない私は，２
月の役員勉強会での衞藤先生のお話に，ひとつひとつ「なるほど」とうなずいてばかりでおり
ました。その衞藤先生と本号の座談会でご一緒させていただいたことは大変光栄でした。その
座談会，一番のポイントは周りとの連携をどうとるかであったと思います。いつの世も周りと
の連携がなければ何事にも限りがあります。その点を肝に銘じ，残り一年，会務に励みたいと
思います。 （大薮武男）

●この夏，日本中が異常気象に見舞われましたが，夏休みも終わりにさしかかる８月２０日には
広島土砂災害で多くの方が犠牲になられました。自然災害が起こるたびに全くなす術がないこ
とに気づかされるわけですが，昨年から運用されている「特別警報」は出されなかったようで
す。「ただちに命を守る行動をとってください」の発表基準見直しを問われていますが，さり
とて実際の行動として何ができるのか，日ごろの準備と心構えと覚悟が肝心ということなので
しょうか。 （田幡 純）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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